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第 1章 序章 

 

2006年の観光立国推進基本法の成立や 2008年の観光庁設置等に後押しをされ、地域活性

化の手法として改めて観光振興が注目され、過疎化や低迷する地域経済の活性化対策とし

ての取り組みが行われてきた。さらに、外国人観光客の来訪が地域経済に及ぼす影響も拡大

をはじめ、地方自治体においても外客誘致を目指すようになった。施策の中心は観光客誘致

事業とニューツーリズムに代表される観光地域づくりの取り組みである。観光客誘致事業

とは、海外メディアや海外の旅行代理店、クルーズ船会社の日本への招聘や ICT 等による

情報発信などである。そして、観光地域づくりとは、観光客誘致の根幹である地域としての

魅力の向上に関する取り組みである。  

国内各地で観光地域づくりの取り組みとして、ゆるきゃら開発や B 級グルメ、地域資源

再発掘、着地型観光商品開発、新たな土産品の開発、新たな観光施設の整備、二次交通の整

備、DMO1の設立等、ソフト、ハードの両領域にて様々な取り組みが行われている。しかし、

観光地としての魅力向上の要因が定量的に明らかでなく、地域の限られた経営資源を多様

な領域の取り組みに分散して投入されているのが現状である。その結果、多くの地域におい

ては効果的な地域の魅力向上につながらず、観光客の持続的な誘致に結びついていないの

が現実である。 

このような状況において、どのような取り組みが地域の魅力向上に寄与するのか、これが

本稿のリサーチクエスチョンである。本稿は地域の魅力向上に寄与する要因について、観光

の観点からアプローチするものである。まず、最初に、観光という言葉の本稿における定義

から述べていきたい。 

本章では、最初に第 1節にて観光の定義を行う。次に、第 2節にて本研究の社会的背景を

述べ、第 3節にて観光振興と観光地域づくりの現状について述べる。そして、第 4節の観光

地域づくりの課題を踏まえて、第 5節にて本研究の目的を述べ仮説を設定する。最後に、第

6 節にて本研究の構成を示す。 

 

第 1節 観光の定義  

 

観光という言葉の語源は、大橋（2010）によると中国の書物『易経』の六四爻辞の「観国

 
1 Destination Management＆Marketing Organization の略称。 
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之光、利用賓于王」（国の光を観るは王に賓たるに利し）との一節によるといわれ、「国の光

を観ること」という意味になる。かつて、幕末・明治初期には「国威を示す」という意味で

用いられていた。例えばこのことは、1855 年にオランダから寄贈された軍艦「スンビン」

に対して徳川幕府は「観光丸」と命名していることによく表れている（大橋 2010：1）。ま

た、須田（2015）によると明治初期の岩倉具視使節団による海外視察の帰国後に提出された

海外政治経済報告書の表題は「観光」と記され、海外の「光」を見てきた報告書ということ

を意味している。しかし、次第にこの言葉が濫用され、その一面だけを取り上げた誤解を生

む使われ方が目立つようになる。その結果、「観光」とは単なる物見遊山や遊びにすぎない

とも言われ、昭和の戦時体制下においては「観光」とは不要不急のものとして、「観光」そ

のものが禁止された時期も存在した（須田 2015：12）。 

井口（2014）によると、「国の光を観る」とは、「国」とは「地域」と解釈し、「光」とは、

地域固有の文化資源を指し、「観」には受動的な姿勢からではなく、そこから何かを学び取

ろうとする能動的な視点について指摘している。そして、「観」には「示す」の意があり、

「示す」の主体としてのそこに居住する人々が自分たちの地域を観ることから観光が始ま

る（井口 2014：119）としている。 

大橋（2010）は、今日では観光は人々が風物や名所の訪問を目的とし、気晴らしや保養の

ために定住的場所を一時的に離れて行う、自由時間における消費活動であると述べている

（大橋 2010：1）。また、深見（2009）が述べるには、観光は、歴史・自然・景観・施設・

食など可視的なものから、雰囲気・人情といった感覚的なものまで広範に含まれ、いずれも

共通するのは「そこに行かなければ味わえない」という非転移性や有機的連鎖性といった特

長を有する。そして、Urry（1990）は観光の定義について次のように述べている。観光と

は、①余暇活動であり、②居住地や仕事における勤務地を離れ、他の場所へ移動し滞在する

ことにより生ずるものである。ただし移動および滞在は一時的なものであり、滞在後は居住

地へ戻る。③訪問する場所は、日常の仕事と直接結びつかない場所であり勤務地と明確に対

比される場所である。④消費者の訪問先として選ばれる理由は、マスメディア、書籍、観光

パンフレットなどにより形成される期待感によるものである（Urry 1990：2-4）。 

以上の議論を踏まえて本稿における観光とは、余暇活動であり、居住地を離れ異なる地域

を訪れ、訪問先の固有の光を見る、自分の生活圏と異なる地域の誇るものや異文化と接点を

持つ、またはこれらを学ぶということと定義する。そして、観光地とは人々の観光の目的地

と定義する。 
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第 2節 本研究の社会的背景 

 

本節では、本研究の目的を述べるにあたり、課題認識に至った社会的背景について触れて

おきたい。まず、第 1項では日本におけるこれまでの観光政策の変遷について、そして第 2

項では日本国内における観光需要と観光の経済効果についてふれ、現状に至った経緯を明

確にしておきたい。 

 

第 1項 日本の観光政策の変遷 

 

 明治時代以降から 2000年代の初頭までは、日本の観光政策はその当時の時代の背景を受

けて、経済の低迷期や地域の発展を目指した時期には「誘客」を、好景気時期には「送客」

に重きをおいて展開してきたとも言えよう。 

 

(1) 近代日本の観光政策の黎明期 

内閣総理大臣官房審議室（1980）によれば、明治維新後の我が国の観光政策は、1873年

の太政官布達第 16号がその始まりと言える。この布達の趣旨は、人々が集まる名所や旧

跡で古くから人々が遊覧の場所として利用し社寺等を含む公共用地であるものを、公園と

して定めたものである。例としては、東京の浅草や上野、京都の清水や嵐山があげられて

いる。そして 1912年には、鉄道院が半額を出資し海外への観光資源の紹介と海外からの

誘客を目的としたジャパン・ツーリスト・ビューロー（現在の㈱JTB）が設立される（内

閣総理大臣官房審議室 1980：5-12）。盛山（2010）によると、日露戦争の軍事費は当時の

歳入総額の 6.5倍の 19億 8,400万円であり、そのうち 8億円を外国債で賄っていた。そ

のため、外客誘致と外貨獲得が観光政策における重要事項とされていた（盛山 2010：

38）。 

その後、内閣総理大臣官房審議室（1980）や小島（2017）が述べるように、1930年には

鉄道省において「国際観光局」が設置されて、ジャパン・ツーリスト・ビューローの海外

宣伝業務が移譲され、政府として初めて「観光」を冠する組織が誕生する。そして国家的

な取り組みを行った結果、1936年には訪日外国人旅行者数が 4.3万人となり、太平洋戦争

前における訪日外国人旅行者数の最高値を記録することになる（内閣総理大臣官房審議室 

1980：14-9；小島 2017：33）。 
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(2) 戦後復興から高度経済成長期へ 

須田（2015）は、戦後の「観光」は、外貨獲得という経済的必要性から外国人観光客の誘

致活動から始まったと述べている（須田 2015：21）。そして、内閣総理大臣官房審議室（1980）

によると、戦後復興における観光政策は、1949 年に当時の運輸省内に観光部が設置された

ことから始まる。この後、政府は観光対象の保護や国立公園、交通インフラの整備の基本方

針として「観光事業振興基本要綱」と「観光事業振興 5ヵ年計画」を 1956年に決定し、5年

後の 1961 年に訪日外国人客数を 30 万人に、観光消費額を 1 億 2,000 万ドルとすることを

目標に掲げる。その後、1963年には観光政策の基本方針を定める「観光基本法」2が制定さ

れる。この基本法の制定により日本の観光政策の目標は、「外国人観光客の来訪促進、観光

旅行の安全確保、観光資源の保護と育成並びに開発、観光に寄与する施設の整備等のために

施策を講ずることによって、国際観光の発展及び国民の観光旅行の普及を図り、国際親善の

増進、国内経済の発展と国民生活の安定に寄与し、国内おける地域間格差の是正に資する」

（内閣総理大臣官房審議室 1980：59-70）とされた。 

そして、1964 年に観光を目的とする日本人の海外渡航が自由化されることになる（内閣

総理大臣官房審議室 1980：372）。その後、小林（2007）が述べるように 1969年の IATA（国

際航空運送協会）によるバルク IT 運賃（Bulk Inclusive Tour Fare）の導入や 1970年のジ

ャンボジェット機の就航による大量高速輸送時代の到来により、旅行代理店は団体旅行を

中心とする海外旅行のパッケージ商品の販売を開始し（小林 2007：98-9）、図 1に見られ

るように日本人の海外旅行者が増加を始める。そして、1987 年に日本人の海外旅行者数を

5 年間で 1,000万人とする目標を掲げた「海外旅行倍増計画（テン・ミリオン計画）」（URL 

1）が策定され、バブル期経済の後押しもあり、法務省の出入国管理統計（URL 2）による

と 1990年に日本人の海外旅行者数は 1,000万人を突破することとなる。 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 観光基本法は、2006 年の観光立国推進基本法による全部改正で失効。 
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 （単位：人）  

 
図 1 出国日本人数 

（出所）法務省「出入国管理統計」（URL 2, 3, 4）、観光庁「観光白書 令和元年版」（観光庁：

2019）をもとに筆者作成。 

 

(3) バブル崩壊・経済停滞期から今日へ 

1990 年代に入りバブル経済の崩壊による景気後退期に入り、日本の観光政策は訪日外国

人訪問客誘致施策へとシフトを始める。1997年には、2005年までに訪日外国人訪問客数を

700万人に倍増し地方への誘客促進を目的とした「訪日観光交流倍増計画（ウェルカムプラ

ン 21）」が、そして 2000年には「新ウェルカムプラン 21」が策定され、2007年を目途に訪

日外国人訪問者数の目標は 800万人と設定された（URL 5）。 

2000年代に入り、2003年 1月には小泉内閣総理大臣が国会の施政方針演説において、訪

日外国人訪問者数を 2010年までに倍増させる目標を述べる（URL 6）。これを受け、日本の

観光の魅力を海外に発信し、日本への旅行商品造成を支援する「ビジット・ジャパン・キャ

ンペーン（通称、VJC）」が民間とともに推進される（URL 7）。そして、内閣総理大臣直轄

の観光立国懇談会により観光立国の実現を目的とした戦略および課題を提言した「観光立

国懇談会報告書」（観光立国懇談会 2003）が提出され、同年に観光立国宣言がなされる。

2006年には「観光基本法」を改正した「観光立国推進基本法」が制定され、観光が日本の経

済において重要な分野であることが明確にされる。同法では、国際競争力の高い魅力ある観

光地の形成、観光振興に寄与する人材の育成、訪日観光の振興、観光旅行の促進のための環

境整備などの施策を講じることとされている。また、2008 年には国土交通省の外局として

観光庁が発足し、観光庁が観光行政を取りまとめて推進する体制が構築される（URL 7）。

そして、「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する基本方針」に基づく
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ブランド観光圏形成や日本版 DMO の推進が進められている。そして、2016 年には「観光

ビジョン実現プログラム 2016」が策定され、訪日外国人訪問者数を 2020 年までに 4000 万

人、2030年までに 6000万人とする目標が掲げられた（URL 8）。 

このように、国として訪日外国人観光客誘致への取り組みに施策の重きが置かれるよう

になると同時に、地方自治体においても日本人も対象に含めた「外客誘致」の施策にこれま

で以上に重点がおかれ、観光需要の拡大を目指すことになる。 

 

第 2項 観光需要と観光の経済効果 

 

(1) 観光需要 

日本の観光需要について、山田雄一（2011）は、国内における観光需要の経年変化は、国

民１人あたりの旅行平均回数が 1990年代をピークに減少傾向にあると述べている。この減

少傾向はバブル経済崩壊後から続いていることから、景気の低迷もその原因のひとつと述

べている（山田雄一 2011：23）。図 2は、観光庁（URL 9, URL 10）の調査による 2003年

から 2018年の国民一人当たりの平均旅行回数である。平均旅行回数は、宿泊型旅行が 2003

年の 2.87回/人から 2018年には 2.30回/人、日帰り型旅行が 2003年の 3.01回/人から 2018

年には 2.14回/人となり、いずれも減少している。  

 

（単位：回/人）  

 
図 2 国民一人当たりの平均旅行回数 

（出所）観光庁『旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究』（URL 9）、 

観光庁「旅行・観光消費動向調査」（URL 10）をもとに筆者作成。 
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また、観光庁（URL 9,URL 10）が発表する日本人国内旅行消費額も、図 3に示すよう

に 2018年は 20.5兆円であり、2004年の 26.8兆円から減少している。一方で、訪日外国人

訪問客の消費額については、図 4の日本銀行（URL 11）が発表する外国為替市況や、図 5

に示す日本政府観光局（URL 12）と観光庁(URL 13,14,15,16,17,18,19,20)が発表する訪

日外国人訪問客数とその消費額で明らかなように、2012 年以降の円安や訪日外国人訪問客

数の増加に伴って大きく伸長し、2017年には 4兆円を超える規模となっている。 

 

                              （単位：兆円） 

  
図 3 日本人国内旅行消費額の推移 

（出所）観光庁『旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究 2012 年版』（URL 9）、観光庁 

『旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究 2016 年版』（URL 10）と観光庁『令和元年版観光 

白書』（観光庁 2019）をもとに筆者作成。 

 

（単位：円） 

   
図 4 外国為替市況 東京市場 ドル・円 スポット 17時時点/月中平均 
（出所）日本銀行「主要統計データ 外国為替市況」（URL 11）をもとに筆者が作成。 
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図 5 訪日外客数（総数）と訪日外国人旅行者消費額の推移 

（出所）日本政府観光局（JNTO)「訪日客数（総数）」（URL 12）観光庁『訪日外国人の 

     消費動向年次報告書』（URL13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20）をもとに筆者が作成。 

 

(2) 観光の経済効果 

 観光の経済効果は、河村（2008）が述べるように観光消費による直接経済効果と間接経済

効果の 2つから構成される。観光消費による直接経済効果とは、観光客の各種需要に応えて

財・サービス等を直接提供する宿泊業や飲食業、運輸業などの観光産業での消費額である。

そして、観光消費による間接経済効果とは、これら観光産業に財・サービスを提供する一般

産業が獲得していく収入である。この観光消費による直接経済効果とそれに伴い波及して

いく間接経済効果を第一次生産波及効果と呼び、その額を第一次生産誘発額と呼ぶ。そして、

第一次生産波及効果によってもたらされる付加価値、すなわち賃金と利潤は、家計消費や投

資といった新たな需要を喚起し、第二次的な生産が誘発され、第二次生産波及効果となる

（河村 2008：206-11）。そして、村上（2012）が述べるように観光による経済効果の主要な

部分は、観光客による観光消費額が地域の中でさらに経済を活性化する波及効果にある。波

及現象の数が多いほど経済効果は飛躍的に大きくなる。観光産業は多様な業種によって成

り立っており、その業種の多くは労働集約型であるため、その波及効果は大きいと考えられ

る（村上 2012：48）。 

図 6は、観光庁（2019）が発表した 2017年の旅行消費が日本国内にもたらす産業別経済

効果である。旅行消費額全体では 27.1兆円となる。そして、これらの旅行消費による生産

波及効果は 55.2 兆円、雇用誘発効果は 472 万人となっている（観光庁 2019：225）。しか

し、村上（2012）が述べるように地域が観光で得た所得を外部からの財の購入などのために

外部へ直接支出すれば、肝心な生産波及効果を逃がしてしまうことになる。よって、観光産
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業と地域内の他産業の間で財やサービスの相互購入する関係を作り上げ、観光産業以外の

諸産業の間にも同様の相互関係を高めることが経済効果を高める上で重要となる（村上 

2012：48）。 

このように、観光における経済効果が大きいことから、定住人口の減少による消費の縮小

によって経済が低迷する地方を中心に、交流人口の増加をはかり地域外からの観光客の消

費を地域に取り込む事が地域活性化の施策として推進されることとなる。 

 

 
図 6 旅行消費が日本国内にもたらす産業別経済効果（2017） 

（出所）観光庁『令和元年度版観光白書』（観光庁 2019：225）をもとに筆者作成 

 

第 3節 観光振興と観光地域づくり 

 

 本節では、本研究の主題である観光地域づくりの定義とその形態について述べる。まず、

第 1 項にて地域活性化としての観光振興について述べ、第 2 項で観光地域づくりの定義を

行う。そして、第 3項にて観光地域づくりの必要性、第 4項で観光地域づくりの形態につい

て述べていく。 

 

第1項 地域活性化としての観光振興 

 

2000 年代に入り、2007 年の観光立国推進基本法の施行や 2008 年の観光庁の設置に後押

しをされ、過疎化や経済が低迷する地方を中心に、地域活性化の手法として改めて観光振興

が注目を浴びる。大橋（2009）は、地域にとっての観光の必要性について、観光が注目をあ

びるのは、なによりも経済活性化の力になるからであると述べている。そして、その特徴と
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して、第一に観光は輸出産業であり、初期投資不要で旧来からの資源、名所、自然環境等を

資本として活用することできるとしている。次に、第二として当該資源は、所在地の人たち

には全く日常的で特別な価値があるものではないが、訪れた観光客にとっては相当なる価

値があるからであると述べている。 

また、国内各地で観光振興が取り組まれているが、その必要性については須田（2015）が

述べるように、国内各地で共通する 2点の理由が考えられる。地域の産業構造変化と人口構

造変化である。1点目の産業構造の変化は、農業人口の減少による農地の衰退化とその結果

としての宅地化や工業地化の進展である。さらに郊外における大型商業施設の進出も加わ

り、結果として中心市街地における商店街のシャッター街化、すなわち中心市街地の空洞化

による衰退である。2点目の人口構造の変化とは、少子高齢化による労働人口の減少である。

そして、このような地域の構造変化が地域間格差の拡大につながっている。地方における人

口減少と農商業の衰退や中心市街地の空洞化が進み地域経済が停滞する一方で、大都市圏

への人口や産業の集中が進み地域間の格差が拡がることとなる（須田 2015：174-5）。 

これらの課題に対して地域を活性化するには、宗田（2009）が述べるように、以前より人

が集まり経済活動を活発化する必要がある。人を多く集めるには、定住人口の増加を目指す

か他の地域から来訪する交流人口の増加を目指すしか方法はない（宗田 2009：55）。定住人

口の増加は、少子化等により日本全体の人口が減少する状況では、多くの地域においては自

然増による定住人口の増加は困難である。また、飯田ほか（2016）が述べるように、定住人

口の増加には地域に安定した雇用の場が必要である。雇用の場を例に挙げると、工場誘致な

どにおいては原材料が地域外から搬入され組み立て後の完成品は地域外へ搬出される。地

域に還元されるのは、生産設備の固定資産税と非正規雇用が多くを占める工場の労働賃金

だけの場合もある（飯田ほか 2016：31）。さらに、円高や労働コストの面などから工場の海

外移転が進む中では、特に地方においては安定した雇用の場の確保がますます困難となっ

てきており、多くの雇用者の受け皿となる新たな産業を興すことも困難であるのが現状で

ある。一方で、早川（2017）が述べるように、交流人口の拡大に関しては、観光は地域の活

性化のひとつの手段としての期待が大きい（早川 2017：116-7）3。 

こうして、定住人口の減少による消費の縮小によって経済が低迷する地方を中心に、交流

人口の増加をはかり地域外からの観光客の消費を地域に取り込む事が地域活性化の施策と

 
3 早川（2017）は、交流人口の拡大の他の方法として大学の誘致による増加も述べている

が、少子化により困難であるとも述べている（早川 2017：117）。 
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して推進されることとなる。多くの地域が過疎化対策・経済発展の施策として観光振興に取

り組み、地域住民を中心として地方行政機関及び関連団体と連携して双方が主体者として

の役割を担うこととなる。すなわち、観光地域づくりである。 

 

第2項 観光地域づくりの定義 

 

本項では、本研究の主題である観光地域づくりの言葉について考えておきたい。観光にお

ける地域づくりには、「観光まちづくり」と「観光地域づくり」の二つの言葉が使用される

ことから、この二つの言葉の整理を行いつつ、言葉の定義を行う。 

まず、安村（2006）や二神（2010）が述べるように、「観光まちづくり」という用語その

ものは、21世紀における観光のあり方を考える議論の中から生まれてきた行政用語であり、

2000年代初頭から国の施策として本格的に取り組みが始められた4。2000年 3 月に、当時の

運輸省運輸政策局観光部のメンバーを中心とする観光まちづくり研究会が発表した『観光

まちづくりガイドブック―地域づくりの新しい考え方－「観光まちづくり」の実践のために』

（アジア太平洋観光交流センター2000）において、行政用語として使用され始めた「観光ま

ちづくり」の説明がなされている（安村 2006：3；二神 2010）。その定義によると、観光ま

ちづくりとは「地域が主体となって、自然、文化、歴史、産業など、地域のあらゆる資源を

活かすことによって、交流を振興し、活力あふれるまちを実現するための活動」を意味する

（アジア太平洋観光交流センター 2000：5；西村5 2002：21）。 

安村（2006）や岡村・野原・西村（2009）、そして梅川（2012）によると、このように、

観光まちづくりという言葉が意図的に使われだしたのは、2000年代に入ってからである（安

村 2006：3；岡村・野原・西村 2009；梅川 2012）が、その言葉が使用される以前から活動

自体は着実に行われてきた。長野県の妻籠（南木曽町博物館 2018：173-203）や大分県湯布

院町（桑野 2002：196-205）や滋賀県長浜市（井口 2002：169-70）、愛知県足助町（縄手 

2002：113；井口 2005：24-30）、北海道小樽市（東田 2003）など観光まちづくりのお手本と

されるまちの多くは、1970 年代以降、まちづくりを実践し続けている。野原（2008）が述べ

 
4 観光まちづくりは、運輸省（当時）の観光政策審議会の答申「21 世紀初頭における観光

振興方策」において主要な７施策の第一番目に掲げられた提言である（URL21）。 
5 西村は観光まちづくり研究会の主査であり（アジア太平洋観光交流センター 2000：

26）、その著書（西村 2002）において観光まちづくり研究会での観光まちづくりの定義に

ついて述べている。 
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るように、これらの地域は、周辺地域が都市開発に取り組む中、自らの地域や地域の資源を

大切にすべくまちづくりを地道に進めてきた結果、観光へ至った地域である。 

次に、観光地域づくりという言葉については、国土交通省が 2008年に定めた「観光地域

づくり実践プラン実施要綱」（国土交通省 2008）において、次のように定義している。 

 

観光地域づくりとは、内外観光客の増加、地域の経済活性化、生活環境向上及び国民    

等の観光ニーズに応えることを目的として、地域特性を踏まえた観光戦略に基づき、多   

様な地域資源を活用し、地域の幅広い関係者が一体となって進める、観光を軸とした良 

好な地域づくりの取組のことを指す（国土交通省 2008：1）。 

 

観光まちづくり委員会（アジア太平洋観光交流センター2000）による観光まちづくりの定

義は、国土交通省（2008）による「観光地域づくり実践プラン実施要綱」における観光地域

づくりの定義に包含されていると考える。また、観光まちづくりと観光地域づくりの相互の

位置づけについては、梅川（2012）が、まちは地域の一部を構成する要素であることから、

観光まちづくりは、観光地域づくりの一部として位置づけられるとしている。 

本稿における観光地域づくりの定義は国土交通省（2008）の定める「観光地域づくり実践

プラン実施要綱」の定義に従うとし、「観光地域まちづくり」と「観光地域づくり」の相互

の位置づけは、梅川（2012）の考えを本稿では用いることとし、観光地域づくりは観光まち

づくりを包含するものとする。 

 

第3項 観光地域づくりの必要性 

 

観光を目的とする来訪者、すなわち観光客を誘致するには、観光客にとって観光地として

の価値が必要である。しかし、地域の価値の創出を目的とした巨額の費用を必要とする新た

な観光施設の整備などのハード事業は、行政の予算規模の小さい地方では取り組むことは

困難である。また飯田ほか（2016）が述べるように、比較的少額の費用で実施される単に珍

しいものや単発のイベント、そして早川（2017）が述べるようにメディア等での宣伝等のソ

フト事業による観光客の増加は、一過性に終わり持続することは困難である。 

これに対して、井口（2007）は、居住する地域住民が自らのまちの代替不可能な固有価値

を認識し、誇りとともにそれを第三者や来訪者に示すことから観光が始まると述べ（井口 
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2007：187）、大橋（2009）は「観光は初期投資不要で地域の日常が魅力となる価値がある」

と述べている（大橋 2009：15）。そして、藻谷・山田佳一郎（2016）も、観光イベントに依

存する地域活性化事業を否定し、地元ならではの生活文化や伝統風習、自然環境や景観の良

さ、地場産業が提供する地域の本質的な価値に裏打ちされたサービスや商品の提供の重要

性を述べている（藻谷・山田佳一郎 2016：47-8）。そして、猪瓜（1980）は、観光地域づく

りについて次のように述べている。 

 

住民自らによる地域の主体性の確立や、社会性・文化的な自立性を高めてゆく動きは、

その町や村を個性的に変える。それを『まちづくり』と呼んでいるので、住民の生活を

豊かにする、こうした動きによって展開する観光開発が『観光まちづくり』である（猪

瓜 1980:16-8）。 

 

 このように、地域の魅力向上を目指した取り組みが観光地域づくりである。永瀬（2013）

が述べるように、地域は自然・人工を問わず様々な資源から成る空間を有し、その上で多種

多様な活動や行為が繰り広げられる。地域には時間の蓄積があり、歴史の中で固有の文化が

生まれ育った。そうした地域の文脈に根ざしながら人々の暮らす物的・社会的環境の向上を

目指す取り組みが必要である。さらに重要な点としては、地域環境を総体として向上させよ

うとする取り組みであり、その能動的主体者は地域住民である点である（永瀬 2013：157）。 

 

第4項 観光地域づくりの形態とその変遷 

 

(1) 観光地域づくりの形態 

安村（2006）や安福（2016）によると、地域における観光地域づくりの導入には、地域振

興を目的とする新しい観光開発の流れが生まれ「地域づくりから観光」を目指すものと、観

光を積極的に活用する新しい地域振興の流れが生まれ「観光から地域づくり」を目指すもの

の 2つの入り口がある。そして、その両方が歩み寄って合流するのが観光地域づくりである

と言われている（安村 2006：57；安福 2016：1）。梅川（2012）や岡村・野原・西村（2009）

が述べるように、前者はこれまで観光施設や観光産業への依存があまりなく、観光振興にあ

まり縁の無かった地域が地域づくりを行うことによって観光へアプローチするものである。

一方で後者は、これまでに一定の観光産業の集積があり従来から観光振興に取り組んでき
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た地域が、観光から地域づくりを目指すものである。 

野原（2008）は、観光地域づくりの形態を 4つに分類している。第 1は、従来の観光地が

観光の活性化の手法として地域づくりに取り組み、新たな商品などのコンテンツの充実に

よって、地域づくりを目指すものである。第 2は、従来の観光地が、地域は観光客だけでは

なく地域住民の居住地でもあるとの立場に立って、地域住民の生活と観光の調和をはかり

持続的発展を目指すものである。第 3は、地域づくりの一環として文化財や地域の風習など

の地域資源の保全に取り組んできた地域が、結果として外部からの観光客という外部資源

の獲得に結び付き、その外部資源を活用し地域活性化の手法として観光振興に取り組むも

のである。そして、第 4は、地域づくりに取り組んでいる地域が、観光客や外部の視点から

地域の魅力や取り組みの方向性を考えながら、地域づくりのさらなる発展を目指すもので

ある。 

 

(2) 観光地域づくりの変遷 

観光地域づくりの歴史は、岡村・野原・西村（2009）によると明治期に遡る。日光、京都、

有馬を始めとして、史蹟や名所を核とした地域の歴史的環境や自然環境の利用や保存を目

的とし設立された地域の保勝会による、観光の側面を重視したまちづくり活動へ取り組み

が、その始まりと位置づけられる。そして、戦後の観光地域づくりは、その段階を次の三段

階に分類することができる。第一は、岡村・野原・西村（2009）が述べるように、1960年代

後半に始まる地方における過疎化や空洞化の解消のための外部資源の量的獲得を目的とし

たマスツーリズム、第二は Poon（1993）が述べたニューツーリズム、すなわち今日の日本

における着地型観光である。そして第三は、観光庁（URL 22）が提唱する滞在交流型の観

光地域づくりである。 

第一の外部資源の量的獲得は、町並保存や自然休養村の建設などにより地域外から多く

の観光客を呼び込み、地域での滞在や消費によって地域経済の活性化を図ったものであり、

地域を主体としたものと外部資本に依存したものがある。地域を主体とした事例としては、

1968年に「木曽妻籠宿保存計画書」を策定し我が国最初の町なみ保存事業を進め 1973年に

「妻籠宿保存条例」を制定した妻籠（南木曾町博物館 2018：173-85）や、1970年代の愛知

県の足助（井口 2005：24-30）や愛媛県の内子（愛媛県内子町まちなみ地域振興課 2002：

258-65）などが挙げられる。一方で、外部資本によるものは、岡村・野原・西村（2009）が

指摘するようにリゾート開発や 1964年の京都市京都駅前における京都タワー建設など、自
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然環境や歴史的環境の破壊につながる開発や地域環境の保存の問題も発生する。そして、市

場では、消費者の余暇としての旅行需要の拡大によって、マスツーリズムの時代が到来する。

地域側の取り組みは、森重（2009）が述べるように、地域資源をパッケージツアーに取り入

れるよう地域外の旅行代理店へ売込みを行い、多くの団体観光客を誘致する事に重きが置

かれる。大規模集客による経済効果を目的とした観光地域づくりである。恩恵を受けるのは

宿泊施設、観光施設や飲食店、土産物店等の観光事業者を中心とした一部の地域関係者に限

られる。しかし、野竹（2009）が指摘するように、観光地は旅行代理店による大量送客に依

存してきた結果、市場における地域の観光サービスの質と提供価格が低水準で実質的に固

定化される。そして、大量送客による一時的なブームによるその地域に対する需要が一巡す

ると、その観光地への商品企画を終える。地域に残されたのは、実質的に低水準で固定化さ

れた観光サービス提供価格である。低価格大量集客の営業形態が成立しなくなり、低価格で

個人客の集客を目指すしかなくなり、香月（2015）が指摘するように経営が破綻する宿泊施

設が現れる（香月 2015：5）。また、井口（2005）が指摘するように地域においての負の効

果として、オーバーツーリズム6が発生する。観光客によって引き起こされる地域住民の日

常生活や自然環境に対する侵害7や、外部資本の観光事業者の市場参入と撤退が地元事業者

との葛藤や、ひいては町並みの秩序の破壊をもたらすことになる（井口 2005：10）。そして、

旅行代理店の大量集客や外部資本によるリゾート開発等に依存した展開は、消費者ニーズ

の変化による観光形態の変化に伴い衰退する。  

第二の着地型観光は、マスツーリズムすなわち地域が主体性を持たずに地域外の旅行代

理店に依存したことへの反省を踏まえて、尾家（2010）が述べるように消費者が観光に求め

る価値の多様化に対して、地域関係者が主体となり観光商品の開発を行い、地域の価値の向

上を目指す取り組みである。そして、早川（2017）が指摘するように、地域に人が集まらな

ければ地域経済は活性化しないが、単に人が集まるだけでも地域経済が活性化するもので

もない（早川 2017：118）。経済を活発化するための受け皿、すなわち観光客の消費が発生

する仕組みが必要である。その仕組みのひとつが、地域の様々な資源を磨くことによって観

光資源化を図り、農漁業や地域文化の体験など地域ならではの生活を体験し地元住民との

 
6 UNWTO（2018）は、オーバーツーリズムの定義として「観光が、訪問先またはその一

部に対して、市民生活や観光客の体験の質に過度の悪影響を与えるような効果をもたらす

こと」（UNWTO 2018:4）としている。 
7 例として、大社（2013）が述べる滋賀県高島市針江地区の「川端（かばた）」等があげら

れる。 
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交流を目的とする着地型観光商品である。取り組みの立ち上げにおいては地方自治体の補

助金に支えられ、桑田（2014）が述べるように、先進地の事例を見本に商品開発に取り組む

が、多くの地域では他地域の事例の同質的な模倣に終始し成功に結びついていない。また、

敷田（2009）が指摘するように、地域に対する思いが強いあまり地域外からの観光客のニー

ズが忘れられがちになり、結果として集客に結びつかず、継続的な活動費確保に行き詰るこ

とになる（敷田 2009：17） 。 

第三の滞在交流型の観光地域づくりは、それまでの取り組みを踏まえて、観光庁（URL 

22）が持続可能な観光地域づくりを目的として、観光圏整備法に基づく広域観光圏の推進を

提唱しブランド観光圏の形成を求めているものである。第二段階の課題を踏まえて、地域の

経済をある程度維持し住民が将来に希望を持てる収入を確保しながら、経済活動では得る

ことができない仕事や地域への誇りも同時に持てる暮らしにするまちづくりである。敷田

（2009）も同様に論じ、地域磨きに集中する内向きの観光地域づくりでも経済活動にのみ関

心がある外向き観光地域づくりでもない、トータルな観光地域づくりを提唱している（敷田 

2009：21）。先進事例としては、坂元（2013）による阿蘇地域振興デザインセンターの取り

組みなどがあげられる。 

 

第 4節 観光地域づくりの課題 

 

本節では、第 1項にて、地方において地域活性化の手法として観光振興に取り組まれてい

る中で、誘客に結びつかない現状を述べ、第 2項にてその原因を何点か推定する。そして、

第 3項にて誘客に結びつかない最大の原因について筆者の考えを述べる。 

 

第 1項 誘客に結びつかない現状 

 

前節で述べたように、地域活性化の手法として観光地域づくりが取り組まれている。しか

し、多くの地域では継続的な誘客に結びついていないのが現状である。継続的な誘客に結び

付いていない例としては、単発のイベント開催や着地型観光商品のコモディティ化等があ

げられる。 

単発のイベント開催としては B 級グルメ等があげられる。飯田ほか（2016）が述べるよ

うに、これらは、税金を投入して一時的な集客に結びついている。B 級グルメ等の巨大なイ
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ベントが開催されると、何十万人規模の来場者に結びつく。しかし、開催のために莫大な運

営費が発生する一方で、販売される食品単価は数百円規模であり、また、それぞれの商品は

大量生産が行えず販売可能なのは数百食規模であり、投入した金額以上の消費に結びつか

ず投資回収できていないのが現状であろう。さらに飯田ほか（2016）や角本（2011）が指摘

するように、近年では新たな B 級グルメ開発に至るものもあり、本来の趣旨である地域に

根ざしたものではないため、開発した地域を訪問しても食する店舗が無いなど、一時的な

PR 効果以外には効果が期待できないものも増加している。 

着地型観光商品については、日本国内の観光需要が伸び悩む中、地域活性化を目的とし

て多くの地域で着地型観光商品開発などを中心とした観光地域づくりが取り組まれてい

る。才原（2015）が指摘するように、着地型観光商品の需要は中学・高校の教育旅行市場

においては増加しているが、一般消費者にとっては旅行訪問先選定要因にはなりえておら

ず、現時点では必ずしも観光客の誘致に結び付いていない地域が存在する。図 7は、リク

ルートじゃらんリサーチセンター（2014, 2019）による宿泊旅行の目的に関する調査結果

であるが、着地型観光商品はまち歩きを除くと各種体験が 1.7%にとどまっている。つま

り、着地型観光商品は、消費者の旅行方面選定の際の要因になっていない。藻谷・山田佳

一郎（2016）が指摘するように、全国にて先進地の事例を参考に着地型観光商品開発に取

り組むのであるが、多くの地域では地域住民主導ではなく行政主導による先進地域事例の

模倣事業を展開した結果、成功事例の「劣化版コピー」に陥っている状況である（藻谷・

山田佳一郎 2016：147-8）。観光客の誘因要因となっていないのである。 

 

                                  （単位：%） 

 
図 7宿泊旅行の目的 

（出所）リクルートじゃらんリサーチセンター「じゃらん宿泊旅行調査 2014」（リクルートじゃらんリサ

ーチセンター 2014：10）、リクルートじゃらんリサーチセンター「じゃらん宿泊旅行調査 2019」（リクル

ートじゃらんリサーチセンター 2019：2）を基に筆者が作成。 
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第 2項 誘客に結びつかない原因の推定  

 

多くの地域において、取り組まれている観光振興が観光客の持続的な誘致に結び付いて

いない原因は何であろうか。その原因は、大きくは 4点あると筆者は考える。販売形態、持

続性の欠如、地域住民と行政のズレ、そして観光地としての地域特性の不明確性である。 

第 1 の販売形態は、ICT における技術的課題と商品のロット数の問題である。販売形態

には、直接販売と旅行代理店による代理販売が存在する。直接販売は地域側のホームページ

上での商品告知と販売であり、着地型観光商品の特性である小ロット商品には向いている

が、個々の消費者と直接向き合うため、販売数はホームページのアクセス件数に大きく影響

を受ける。一方で、旅行代理店による代理販売は、彼らの販売チャネルに乗せることによる

販売が期待されるが、小ロットである着地型観光商品に対して、量販形態である旅行代理店

側のニーズと十分にかみ合っていないのが現状である8。 

 第 2の持続性の欠如は、補助金依存の事業展開に起因する。収益を補助金に依存する取り

組みを行った結果、観光客のニーズが忘れられがちになり、結果として集客に結びつかず継

続的な活動費確保に行き詰まり、短期間の取り組みとなっている点である 。 

第 3の地域住民と行政の間のズレは、時間軸のズレの問題である。藻谷・山田佳一郎（2016）

が述べるように、地域住民は、長い時間をかけて継続的に地域を高める取り組みを行ってい

るが、行政が介在することによって単年度予算事業への協力が発生し、一年で事業が終了す

る（藻谷・山田佳一郎 2016：148）。単年度の短期的な取り組みに対して、遠隔地から観光

客を呼び寄せることは困難である。情報の伝播が困難であり、認知されるのが困難であるか

らである。 

そして第 4が、観光地としての地域特性の不明確性である。筆者はこれが最大の原因であ

ると考えている。 

 

第 3項 不明確な観光地としての特性 

 

不明確な観光地としての特性とは、桑田（2014）が指摘するように、単一的に先進地域事

例を模倣し、多種多様な観光資源や着地型観光商品を列挙した結果、地域性などの特徴が不

 
8 須田（2015：114-5）も、筆者とほぼ同様に論じている。 
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明となってしまっている点である。着地型観光商品を構成する地域の資源は、自然資源・歴

史資源・現代資源と多様である。またその資源の起源についても、地域固有資源から近年に

他地域からもたらされた外来資源まで多岐にわたる。そして、多岐にわたる領域への取り組

みが進められた結果、多様な分野の資源が混在し地域性が不明確となる。すなわち観光地と

しての地域特性の欠如である。この問題の例を着地型観光商品開発の取り組みであげると、

多種多様なあらゆる地域資源を用いての商品化を行った結果、農業、漁業、歴史、現代建築

など対象とする地域資源の領域が多岐に拡がる。このような流れでの商品開発の拡大は、結

果的にその地がどのような地域なのか、地域の特性は何なのか、他地域との違いを消費者は

識別することが困難となり、訪問先候補として選ばれにくくなる。地域特性の欠如である。 

これらの原因は、地域の魅力向上につながる要因における定量的指標が存在しない事で

あると筆者は考える。定量的指標が存在しないため、試行錯誤の中で地域の限られた経営資

源を多岐にわたる領域への取り組みに分散して投入されているのが現状であり、その結果、

効果的な地域の魅力向上につながらず、継続的な観光客の誘致に結び付いていないと考え

られる。 

 

第 5節 本研究の目的と仮説 

 本章においては、観光政策の変遷についてのべ、今日では全国各地域で取り組まれている

観光振興施策の課題について述べてきた。観光振興施策の課題とは、本研究の論点において

は、その取り組みが観光客の継続的な来訪に結びついていない事である。地域の魅力を高め

観光客の来訪に結び付ける要因はいったいなにか、その要因を定量的に明らかにした研究

はない。そこで、本研究では、以下の仮説を設定し、統計的に検証すものとする。 

「観光地の魅力向上につながる要因は、観光資源の充実と観光資源に基づく観光地ブラン

ドの形成である。」 

そして、その上で、観光地域づくりにおいてどのような取り組みが有効であるのかを明ら

かにする。 
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第 6節 本研究の構成 

 

以上、本章では、最初に本稿における観光の定義と観光地域づくりの定義を行った。そし

て日本における観光需要と観光の経済効果を述べるとともに、観光地域づくりの取り組み

が地域の観光入込客数の継続的な誘致に結びついていない現状を論じた。そして、その原因

を推測し、本研究の目的と仮説を述べた。 

本研究の、以降の構成は次の通りである。 

まず、本研究の全体概要を図 8に示す。本研究は、全体を 4ブロックで構成している。

第 1ブロックでは、本研究における問題意識と各概念について述べる。そして、第 2ブロッ

クで量的分析を行い、第 3 ブロックで事例研究を示す。最後に第 4 ブロックにて全体のま

とめと本研究に残された課題について述べる。 

 

 
図 8 本研究の構成 

 

次に、各ブロックにおける各章の構成を述べていく。 
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（1）第 1ブロック：本稿の問題意識と各概念について 

第 1章では、最初に本研究における観光の定義を行い、次に本研究の課題に至る社会的背

景について述べた。そして、地域活性化としての観光振興とその取り組みとしての観光地域

づくりの定義を行い、その現状について述べ、次に、観光地域づくりの課題を示して、最後

に本研究の目的と仮説を提示した。 

第 2章では、観光資源の定義を行う。最初に、観光の目的とその形態の変遷の歴史につい

て触れ、歴史上に見る観光の目的と今日において観光の目的となっている着地型観光商品

に至る経緯を述べる。次に、地域における地域資源と観光資源に関する先行研究について触

れる。また、地域資源から観光資源を生み出す手法である、地域資源再発掘の概念について

言及する。そして、観光資源の分類に関する先行研究を踏まえたうえで、本稿における観光

資源の定義と分類を示す。 

第 3章では、観光地の魅力と観光地ブランドの定義を行う。まず、観光への動機づけにつ

いて触れ、次に観光への動機づけとなる観光地の魅力に関する先行研究について述べ、本稿

における観光地の魅力の定義を行う。そして、地域ブランドにおける観光地ブランドの本稿

における位置づけを確認し、観光地ブランドの特性について述べた後に、本稿における観光

地ブランドの定義を行う。 

 

（2）第 2ブロック：量的分析 

第 4章では、第 3章で定義する観光地の魅力の定量化を行う。最初に、日本おける観光統

計の現状について述べ、次に観光地の魅力と魅力に影響を与える構成要素の定量化に関す

る先行研究について述べる。そして、日本全国を対象として観光地の魅力の定量化を行う。

また、観光地の魅力の定量化にあたっては、国土交通省が実施する全国幹線旅客純流動調査

データを用いる。 

第 5 章では、第 3 章にて定義する観光地ブランドの明確化のレベルを定量化し、この値

と観光資源数を用いて日本各地を対象に、観光地のクラスター分析を行う。この定量化を行

うにあたり、最初に、観光地ブランドの定量化に関する先行研究をレビューし、全国を対象

として各地の観光資源を網羅した定量研究が見られない点を確認する。次に、日本全国を対

象として、分野別の観光資源数をもとに、観光資源の分野別の集中度をハーフィンダール・

ハーシュマン指数を用いて算出し、これを観光地ブランドの明確化の程度を示す指標とす

る。そして、この値と観光資源数を用いてクラスター分析を行う。クラスター分析によって
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類似する点を見出し、国内の各観光地がどのような状態であるのか分類し、明らかにする。 

第 6章では、本稿の目的である、観光地の魅力向上に結び付く要因を定量的に明らかにす

る。分析に際しては、日本全国を 207地域に区分して分析対象に設定し、全国規模の旅客流

動データと全国 207地域の観光資源データを用いて分析を行う。 

第 7 章では、分析の対象を特定の観光資源とその観光資源を有する市町村行政区域に絞

り込み分析を行うことによって、第 6 章の分析より細かな観点で観光地の魅力に与える影

響を明らかにする。 

 

（3）第 3ブロック：事例研究 

第 8 章では、本研究目的の後段部分である観光資源の充実と観光資源に基づく観光地ブ

ランドの形成に向けた観光地域づくりの取り組みについて明らかにする。最初に、観光地域

づくりにおける魅力向上の取り組みに関して、観光地域づくりプラットフォームと観光資

源、観光地ブランドの取り組みに関する先行研究について述べる。次に、事例研究により魅

力向上に向けた観光地域づくりの取り組みを明らかにする。 

 

（4）第 4ブロック：全体のまとめと残された課題 

第 9 章では、本研究の結論と残された課題についてのべる。最初に本研究の結論を述べ

て、次に魅力ある観光地域づくりの方向性について述べる。 

最後に、本研究において残された今後の研究課題について述べたい。  
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第 2章 観光の目的と観光資源 

 

本章では本稿における観光資源の定義を行う。観光の目的や対象となるものが、観光資源

と考えられる。 

本章では、第 1節にて観光の目的とその形態の変遷の歴史について触れ、歴史上に見る観

光の目的と今日において観光の目的となっている着地型観光商品に至る経緯を述べる。次

に第 2節にて、地域における地域資源と観光資源に関する先行研究について触れる。また、

地域資源から観光資源を生み出す手法である、地域資源再発掘の概念について言及する。そ

して、観光資源の分類に関する先行研究を踏まえたうえで、本稿における観光資源の定義と

分類を示す。 

 

第 1節 観光の目的と対象の変遷 

 

日本観光振興協会（2018）の調査によると、日本人が希望する旅行の種類を尋ねる問いに

対して、「地域の温泉を楽しむ観光」が全回答の 49.0％であり、「地域の寺社仏閣を楽しむ

観光」が 25.7％であり、いずれも回答の上位を占め、温泉に関しては第 1位である。なぜ、

日本の観光目的では、温泉や社寺訪問に人気があるのであろうか。この疑問に対する答えの

一つが、日本における旅の目的とその対象の歴史に見出すことができると、筆者は考える。 

日本における人々の旅の目的は、今日までの時代の移り変わりの中で変化を遂げてきた。

そして、今日における観光の目的に影響を与えているとも推測される。従って、観光資源の

定義を行うにあたって、観光目的の歴史的背景を見ておく必要があると考える。 

本節では、最初に第 1項にて、時代の変化に伴う旅の形態の変遷をみることにより、旅の

目的と対象の歴史的背景をみてみたい。次に、第 2 項と第 3 項において明治時代から旅の

斡旋を行ってきた旅行業と旅の形態の変遷について触れ、第 4 項で述べる今日における着

地型観光に至った経緯をついて述べる。そして、第 5項にて観光目的とその対象のまとめを

おこなう。 

 

第 1項 観光の目的と観光の形態の歴史 

 

(1) 歴史の記録における旅の始まり 

 日本の歴史を振り返ると、旅の形態とその目的は時代背景によって変化してきた経緯が



24 

 

ある。須田（2003）は、『日本書紀』には地方の伝承や寺院縁起などの記述があり都と地方

の間での往来が行われたことが示されていると述べている（須田 2003：54）。例えば、宇治

谷（1988）による『日本書紀』の雄略天皇 22 年秋 7 月に、「丹波の国与謝郡の筒川9の人、

水江浦島子が舟に乗って釣りをしていた。そして大亀を得た。それがたちまち女となった。

浦島は感動して妻とした。二人は一緒に海中に入り、蓬莱山に至って、仙境を見て回った。」

（宇治谷 1988：310）と日本最古の浦島伝承の記述がある。このことから、『日本書紀』が

編纂された当時には都と丹波国との間で人の往来があり、伝承が都に伝えられたことがわ

かる。 

日本の庶民の旅の歴史について、交通史学者の新城（1971）や前田・橋本（2012）はその

歴史を、「内部強制の旅（交易などの生きるための旅）」「外部強制の旅（権力による使役の

ための旅）」「自ら好んでする旅」の三段階に分けてとらえている（新城 1971：17-21；前田・

橋本 2012：27）。 

 

(2) 内部強制の旅から外部強制の旅へ 

新城（1971）が述べるには、古来より、人は生命を維持するために狩猟という生きるため

の旅（内部強制の旅）をおこなってきた。そして、弥生時代に大陸から日本へ稲作技術が伝

来したことにより、人々は食料を生産する農民として定住をはじめ、生きるための旅は交易

を行う商人のような特定の人々に限られるように変化した。その後、国内において古代国家

が成立し律令制が完成する事により、人々は租税の献納のための旅や平城京・平安京の建設

や土木工事、辺境防備のため東国から多数の農民が鎮西に下った防人などの使役による「国

家命令の旅」（外部強制の旅）が始まる（新城 1971：17-20）。また宇治谷（1992）によると、

養老 3年には、初めて早馬の宿場である駅家の設置が定められる（宇治谷 1992：202）。こ

の「国家命令の旅」は、新城（1971）が述べるように、10世紀にはいり律令制の衰退ととも

に減少する事となるが、律令制に代わり荘園の成立と発展によって、公卿や神社・寺院等の

荘園領主のもとへ年貢を届ける旅が始まる（新城 1971：20-1）。 

 

(3) 自ら好んでする旅へ 

① 自ら好んでする旅のはじまり 

 
9 713年の分国により丹後国となり、のちの丹後国与謝郡筒川を指す。現在の京都府与謝郡

伊根町筒川がこれにあたる。 



25 

 

新城（1971）によると、平安時代に入ると、「自ら好んでする旅」が始まる。信仰による

庶民の旅が平安末期ごろから始まり、鎌倉期に入り拡がる。熊野詣や伊勢参宮である（新城

1971：17-37）。山村（2010）は、熊野詣は末法思想と浄土信仰が広まるなかで、来世の安穏

を願って阿弥陀如来を祀る熊野本宮や薬師如来を祀る熊野新宮、観世音菩薩の那智社を巡

る熊野三山詣である（山村 2010：4）と述べている。そして、新城（1971）によると、鎌倉

時代に最も盛んにおこなわれたのが熊野詣であり、主に東国の武士の間で流行する。一方で

武士以下の農民等の庶民は経済的余裕に乏しく、自費で参詣するまでには至らなかった。農

民等の庶民の参詣が始まるのは、室町時代に入ってからである。二毛作の普及など農業生産

力が発展し農民の経済状態が徐々に向上することにより、自主的な旅や参詣が始まること

となる。特に伊勢信仰が民衆に広く広まり“お伊勢参り”が盛んとなった。しかし、お伊勢

参りは全国的な展開には至らず文化・経済面での先進地域である畿内を中心として行われ

たものであった（新城 1971：17-37）。 

 

② 庶民の旅の拡大 

 江戸時代にはいると徳川幕府により各藩の江戸への参勤交代が制度化される。そして、五

街道をはじめとする主要道の整備や、本陣・旅籠屋・茶店などが立ち並ぶ宿場の整備が進め

られ、人々の往来も多くなる10。また、新城（1971）や山村（2010）によると、一般庶民の

生活水準が向上する事により、庶民の間でも旅が拡大する。当時は、「手形」が無ければ他

国への旅は不可能であり、各藩によって「庶民の物見遊山の旅」は制限されていた。しかし

「医療」と「信仰」を目的とする旅については手形が発行された。「医療」の旅が「湯治」

であり古代から貴族の間で行われてきたが、江戸時代に入ると漢方医の指導のもとに、一般

庶民の間で草津・有馬・城崎・道後温泉などをはじめ、各地の温泉地での「湯治」が普及し

11、物見遊山を兼ねて盛んとなる。「信仰」の旅は「社寺参拝」であり、室町時代から盛んに

なった“お伊勢参り”などである。伊勢参宮12以外にも金刀比羅宮や善光寺などの著名な社

 
10 須田（2015）によると、江戸時代後半の東海道の年間の往来者数は 100万人で、全人口の

30 分の 1を占めた（須田 2015：20）。 
11 Urry（1990）によると、欧州においても江戸時代と同時期である 18世紀には多くの温

泉町が発展をとげ、医療目的とする湯治が行われている（Urry 1990：17）。 
12 宮本（1971）は、安永年間の檀家数 439万件から神宮信者を約 2,200万人と推定し（宮本

1971：150）、享保 3年 1月 1日から 4月 15日までの参宮者数 427,500人（新城 1971：85）

を踏まえて、年間総参宮者数を約 50万人と推定している（宮本 1971：165）。 
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寺への参拝13や、西国三十三所観音巡礼14や四国のお遍路など巡礼の旅も行われるようにな

る15。これらの旅は宗教行為であるため、各藩にとっては領民に対してこれを制限すること

は民心を失う恐れがあった。例をあげると、1745 年前後、会津藩内では毎春大勢の農民が

伊勢へ参宮をおこない、そのため農業の生産力が落ち会津藩の財政に影響を与えることに

なる。しかし、参宮に制限を与えた場合の農民の動向が深刻に心配され、会津藩は参宮の制

限を行うことができなかった（新城 1971：48-71；山村 2010：4）。また、新城（1971）と

前田・橋本（2012）は、庶民の信仰の旅が大きく広がった理由のひとつに、講制度の発達を

あげている。講制度において、同じ信仰を持つ者同士が資金を供出し合うことにより、一度

に多額の費用負担が不要となり、輪番で参拝に参加する事が可能となった。そして、旅の大

衆化の始まりが講を結んで行われた団体旅行であった（新城 1971：38-9；前田・橋本 2012：

28-30）。また、岡本（2003a）が述べるように、信者と社寺の間にあって参詣人を現地まで

案内し、道中の宿や食事の手配などを引き受けていたのが御師である（岡本 2003a：99）。   

須田（2015）によれば、このように、旅をする庶民が増え街道も整備はされたものの、西

欧諸国とは異なり交通の手段の発達は遅れた状態であった。徒歩による旅が大半であり、山

が多い日本の地形の特性もあり馬車の普及が旅の手段としては進まなかった。徒歩移動の

ため、移動距離と旅行日数に限界があり、結果として点と線の観光にとどまり面的な広がり

を持つ旅の普及にはいたらなかった16（須田 2015：20）。 

 一方で、内閣総理大臣官房審議室（1980）によると、外国人の日本国内の旅行については、

1854 年に締結された日米和親条約と同趣旨の条約がロシア、イギリス、フランス等各国と

締結され、条約に基づき横浜、長崎、神戸、新潟、函館が開港し、条約締結国の外国人は港

から 10里（40km）以内の地域を旅行することが可能となった。そして、日本人の海外旅行

については、慶応元年（1865 年）に幕府の許可を得て通行切符を受けた者についての海外

 
13 新城（1971）は、金比羅宮は海上安全の神として漁民や海運業者に熱く信仰され、江戸時

代の元禄年間にその信仰は全国に広がり遠近の参拝者で賑わうようになった（新城 1971：

102）と、述べている。 
14 新城（1971）によると、西国三十三所観音巡礼は、12 世紀ごろから始まり室町時代から

盛んになった。江戸時代中期の安永年間にはピークを迎え、琵琶湖竹生島へ渡船での巡礼者

は１万人を記録している（新城 1971：93-5）。 
15 Urry（1990）によると、欧州においては 13世紀から 14世紀には、旅の目的としての巡

礼が大いに流行し、宗教的な信仰心と見聞や娯楽が入り混じった旅が行われている（Urry 

1990：4）。 
16 Guichard and Moon（2009）が論じるように、旅と旅行の区別を論じる研究も存在する

が、本稿では区別せずに論じる。旅と旅行の区別については、今後の研究で論じたい。 

 



27 

 

渡航が可能となった。（内閣総理大臣官房審議室 1980：6）。  

そして、内閣総理大臣官房審議室（1980）や前田・橋本（202）によれば、明治に入ると

関所が廃止され、庶民は自由に国内を旅することが可能となる。大井川等にも橋がかけられ

鉄道網も拡大し、1889年には現在の東海道線（東京・神戸間）が開通する。移動の利便性が

向上し、旅を活性化する基本条件が向上する事となるのである（内閣総理大臣官房審議室 

1980：6；前田・橋本 2012：31-2）。その後、山村（2010）が述べるように大正期から昭和

初期になると、大都市と周辺の名所・旧跡・温泉地などを結ぶ鉄道網が形成され、とくに私

鉄資本の主導のもとに観光地が発達する。東京周辺では東急や西武の箱根、東武の日光・鬼

怒川、京成の成田山、大阪周辺では阪急の宝塚・箕面や近鉄の生駒山の観光開発等が例にあ

げられる（山村 2010：5）。 

また、内閣総理大臣官房審議室（1980）や山村（2010）によれば、1931年に国立公園法17

が制定され、1934年に瀬戸内海・雲仙・霧島・阿寒・日光・大雪山・中部山岳・阿蘇、1936

年に十和田・富士箱根・吉野熊野・大山が指定されて自然公園における観光が促進されるこ

ととなる（内閣総理大臣官房審議室 1980：31-2；山村 2010：4）。 

 

第 2項 旅行業の始まり 

 

前項で述べた江戸時代の御師も、佐藤喜子光・太田実（2012）が指摘するように一種の旅

行業であったと言える（佐藤喜子光・太田実 2012：190）が、廣岡（2003）によると、現代

へ続く業態としての旅行業の始まりは、1905 年に三代目南新助が滋賀・草津で高野山参詣

団、伊勢神宮参拝団を世話したのが始まりとされる。今日の日本旅行の始まりである。その

後、1912 年に海外からの観光客の斡旋を行うことを事業目的としたジャパンツーリストビ

ューロー（現在の JTB）が設立されることとなる（廣岡 2003：21）。通信手段が十分整備さ

れていない当時においては、観光地の情報だけでなく施設の存在有無を含めた宿泊施設情

報など、一義的に必要とされたのは情報であったと考えられる。 

昭和に入り、岡本（2003b）が述べるように戦後の混乱期が落ち着き、朝鮮動乱後の好景

気によって国内旅行需要が高まり、旅行業者が増加する（岡本 2003b:77）。そして、岡本

（2003a,2003b）は高度経済成長期をとおして大量生産、大量消費へと人々の生活形態が変

 
17 国立公園法は、1957 年の自然公園法の施行に伴い廃止。 
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化し、物質面、経済面で一定水準の欲求を満たされた人々は、次の段階の欲求として精神面

での満足を求めるようになったと述べ、その欲求の一つが余暇であり、余暇の手段としての

旅行需要が増大することとなる（岡本 2003a:103,2003b:80）。ICT（Information and 

Communication Technology）が普及していない当時においては、やはり求められるものは

岡本（2003a）が述べるように情報であった。観光地の情報、宿泊施設等の情報や予約方法

も一種の情報であった。消費者は旅行商品の予約や購入のために旅行代理店を利用したが、

実質的に取引されるのは情報であり、その対価に対して旅行代理店に支払われるのが旅行

代金であった（岡本 2003a:103-4）。 

生活形態の変化にともなって、石崎（2013）が述べるように旅行代理店も大量販売を目的

とした主催旅行を企画する。多くの観光地をツアー内に効率よく組み込み、大量仕入れによ

る原価の低減と安価な販売価格によって、多くの消費者が主催旅行を利用することになっ

た（石崎 2013：34-42）。団体旅行、すなわち須田（2010）が述べるようにマスツーリズム

の時代の到来である。 

 

第 3項 マスツーリズムとその限界 

 

藻谷・山田佳一郎（2016）が述べるように、マスツーリズムの代表例は旅行代理店により

パッケージ化された団体旅行であり、旅行代理店と宿泊機関、土産販売店、運輸機関などで

一種の利益共同体を形成し、受け入れる側の地域にとっては、収益率は低いものの効率よく

大量の観光客が旅行代理店から送り込まれた（藻谷・山田佳一郎 2016：43）。団体旅行の典

型的な形態は、バスで移動し観光施設に到着すると下車して入場し、施設や名所の見学をお

こなう物見遊山的な内容である。見学後は旅行代理店と提携する店舗で土産を購入し、短時

間の滞在で次の観光地へ移動する。目的地となり地域内で経済的に潤うのは、宿泊施設等を

中心とした観光産業、駐車場、入場施設程度である。しかし、ICT が普及していない当時に

おいては、石崎（2013）が指摘するように受入地側も旅行代理店を中心としたマスツーリズ

ムの形態に依存するほかには、大量集客の方法が存在しなかった（石崎 2013：42-5）。この

ような団体旅行需要は、図 9の日本観光振興協会（2014, 2018）の調査（日本観光振興協

会 2014:8, 2018:72）に見られるように 1980年代後半のバブル景気へ向けて増加した。 

1990 年代に入り、バブル景気の崩壊による旅行需要の低迷と、島川（2017）が指摘する

ように windows’95 の発売を起点とした ICT の普及により、旅行の形態が変化する。経済



29 

 

が低迷する中、図 9に見られるように団体旅行の需要が減少する。一方で消費者は ICT の

普及により、その行動が変化する。図 10は、日本観光振興協会(2017, 2019)の調査による

「宿泊観光旅行の目的地を決定する際に参考とするもの」（日本観光振興協会 2017:11, 

2019:11）である。図 10で明らかのように ICT の普及によって、石崎（2013）が述べるよ

うに消費者は観光地の情報や宿泊施設の情報を容易に入手することが可能となった。そし

て、情報面でも豊かになった人々の価値観は多様化する。価値観が多様化する中で、画一的

な物見遊山の団体旅行の需要が低迷する。また、消費者自身が宿泊施設の予約を行うことが

容易になる。旅行代理店に依存しなくとも各種予約や周遊コースを消費者個人が組み上げ

る事が可能となった（石崎 2013：35, 45-6）。中村哲（2012）が指摘するように、サプライ

ヤーが旅行会社を経由せずに一般消費者に直接販売する「中抜き現象」である。すなわち、

旅行形態の個人化の流れであり今日に至る。マスツーリズムの終焉であり、これまで旅行代

理店からの団体客の送客に依存していた地域側は、観光客を誘致するために新たな手法の

模索を始める。着地型観光の概念である。 

 

（単位：%）    

 
図 9 宿泊観光旅行の同行人数の推移 

（出所）日本観光振興協会『平成 25 年度版 観光の実態と志向』（日本観光振興協会 2014：

8）および『平成 29 年度版 観光の実態と志向』（日本観光振興協会 2018：72）をもと

に筆者作成。 
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                                 （単位：%）  

 
図 10 宿泊観光旅行の目的地を決定する際に参考とするもの 

（出所）日本観光振興協会『数字で見る観光[2017 年度版]』（日本観光振興協会 2017：11）と

『数字で見る観光[2019年度版]』（日本観光振興協会 2019：11）をもとに筆者作成。 

 

第 4項 着地型観光 

 

近年の消費者の価値観の多様化とこれを受けて、観光市場においてもマスツーリズムの

衰退と個人旅行化の拡大に見られるように、観光客が観光に対して求めるものの変化が

2000年代にはいり顕著に表れてきた。その一つが着地型観光である。 

 

(1) 消費者ニーズの多様化と着地型観光 

前項で述べたように、1990 年代半ばからのインターネットの普及により、消費者が観光

に求めるものが多様化する。消費者が望むときに国内外の観光地の風景写真や動画を見る

ことが可能となり、本来ならば現地を訪れないと得ることができない情報を瞬時に得るこ

とが可能となった。情報に満たされた消費者は名所・旧跡を見るというだけの観光に満足す

ることはなかった。よって、旅行形態の中心も物見遊山的で画一的な団体旅行から地域を深

く知る個人旅行へ変化することとなる。また、須田（2015）は、好況期に至っても回復しな

い国内観光の低迷の原因として、国内観光が観光客のニーズに充分応えていないことが原

因であると述べ、海外旅行や観光以外の他のアミューズメントとの間で競争力を失いつつ

あると述べている（須田 2015：48）。従って、従来型の物見遊山的な観光形態から脱皮し、

新しい切り口の観光の展開が求められる。人々の観光行動が団体から個人へと変わり、観光
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に対するニーズの多様化に対して、高田・原田・小阪（2010）が述べるように、地域側が地

域の様々な資源を発掘して磨くことによって観光資源化をおこない、地域ならではの体験

や交流ができるメニューが注目されるようになる。すなわち、着地型観光商品である。 

 

(2) 着地型観光商品 

観光庁（2014）は、着地型観光の定義について産業観光、グリーン・ツーリズム、エコツ

ーリズム、ヘルスツーリズム、文化観光の 5点を掲げている。1点目の産業観光は、歴史的・

文化的価値のある工場等やその遺構、機械器具、最先端の技術を備えた工場等を対象とした

観光で、学びや体験を伴うものである。2点目のグリーン・ツーリズムは、農山漁村地域に

おいて自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動であり、農作業体験や農産物加

工、農林漁家民泊、さらには食育などがこれにあたる。3点目のエコツーリズムは、自然環

境や歴史文化を対象とし、それらを損なうことなく体験し学ぶ観光である。地域の自然環境

やそれと密接に関連する風俗慣習等の生活文化に係る資源を持続的に保全しつつ、新たな

観光需要を掘り起こすことにより、環境と経済を持続的に両立させていくことにつなげる

ものである。例を挙げると、ホエールウォッチングなど野生生物を観察する商品や、植林や

清掃など環境保全のために実際に貢献をするボランティア的商品などである。4点目のヘル

スツーリズムは、自然豊かな地域を訪れ、そこにある自然、温泉や身体に優しい料理を味わ

い、心身ともに癒され、健康を回復・増進・保持する新しい観光形態であり、医療に近いも

のからレジャーに近いものまで様々なものが含まれる。そして 5点目の文化観光は、日本の

歴史、伝統といった文化的な要素に対する知的欲求を満たすことを目的とする観光であり、

ファッション、食、映画、アニメ、ゲーム等も含むとしている。そして、これら 5点以外に

も上記分類には該当しないが、全国的にも特徴的な取り組みも着地型観光と定義している。

ただし、スポーツ観光は含めていない（観光庁 2014：5）。 

観光庁の定義を言い換えると、着地型観光商品とは、観光の原点で地域固有の光であるそ

の地域固有の生活風習や自然等を対象に、地域に入り込みそこでの生活や自然を体験する

事により、観るだけでは得られなかった価値を得ることができる商品である。自分の日常生

活と異なる異日常を体験できるのが特徴である。また、生活風習や自然だけではなく、須田

（2014）が指摘するように産業遺産や生産現場を訪れて、ものづくりの原点に触れる産業観

光も注目をあびている。 

また、観光の形態の変化への対応策として全国的に取り組まれる着地型観光商品に対し
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て、その販売推進を目的として旅行業法の改正が行われる。観光庁（URL 23）は 2010年に

第 3種旅行業務の範囲の拡大を実施する。観光による地域振興を進めるためには、地域の観

光資源を熟知した地元の中小旅行業者による旅行商品の創出を促進することが必要である。

中小旅行業者が企画旅行の創出や募集を行いやすくするために旅行業法が改正され、第 3種

旅行業者が営業所の所在する市町村及びこれに隣接する市町村で募集型企画旅行を実施で

きるように規制緩和が実施された。 

 

第 5項 観光の目的と対象の小括 

 

 本節では、旅の目的と対象の変化について、その歴史的背景を述べてきた。 

まず、記録上の庶民の旅は、「信仰」を目的とした社寺詣が平安時代から始まった。また、

江戸時代には「庶民の物見遊山の旅」が制限される中において、「医療」と「信仰」を目的

とする旅については制限されず手形が発行された。「医療」は温泉地への湯治であり、「信仰」

は社寺への参拝である。宮本（1971）による当時の神宮信者が約 2,200万人で年間総参宮者

数を約 50万人とする推定もあることから（宮本 1971：150-65）、「信仰」の旅は広く庶民に

定着していたと考えられる。そして、これらの歴史的背景が、今日における温泉や社寺を観

光目的とする旅の人気につながっていると推測する。 

次に、明治期以降においては、鉄道会社等による観光地開発や国の制度による自然公園の

指定などによって、観光の目的地が整備された。そして、戦後は、旅行形態が団体旅行から、

ニーズの多様化による個人化の進展に応えるために、受け入れ地側が観光の目的となる着

地型観光商品を開発するに至っている。 

このように、本節で述べてきた旅の目的や対象は、旅をする側の観点で述べてきた。一方

で、今日において始まった受け入れ地側が開発する着地型観光商品は、受け入れ地側の観点

から地域の資源を活用して作られるものである。 

では、着地型観光商品となる地域の資源とは、何であろうか。次節では受け入れ地側の観

点から、観光の目的となる地域の資源と地域の資源からつくられる着地型観光商品につい

て述べ、本稿における観光資源の定義と分類を行う。 
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第 2節 観光資源 

 

 本節では、観光の対象となる観光資源について述べる。最初に第 1項では、地域資源にお

ける観光資源の位置づけと観光資源に関する先行研究について触れるとともに、新たな観

光資源を生み出す地域資源再発掘について述べる。そして、第 2項での観光資源の分類に関

する先行研究を踏まえて、第 3項にて本稿における観光資源の定義と分類を行う。 

  

第 1項 観光資源 

 

本項では、観光資源に関する先行研究について触れるとともに、観光資源を生み出す地域

資源再発掘について述べる。 

 

(1) 地域資源  

「資源」の語は溝尾（2009）によると、資源とは資産の源の意味で、人間が社会生活を向

上させる源泉として働きかけの対象となる自然や労働力である。資源は英語では resources

で、「源、元、出所」の source に、「後へ、元へ、再び」の re が付いた。よって、resources

は何かに役立つ原材料である（溝尾 2009：44-5）。 

次に、金井（2008）は、地域活性化や地域再生の視点から地域資源と地域資源の分類につ

いて述べている。地域資源は、人材、歴史・文化、産業、自然・環境、活動、都市機能とし

ている。各資源の内容の一部を述べると、人材は人や知財等、歴史・文化は伝統文化や生活

文化や行祭事等、産業は企業や技術や生産物等、自然・環境は自然や都市空間等としている

（金井 2008：20）。 

そして、中小企業庁（URL 24）によると、地域資源とは地域に存在する特有の経営資源

として、特産品や伝統的に承継された製法、地場産業の集積による技術の蓄積、自然や歴史

遺産といった文化財などが挙げられている。 

 一方で、中小企業庁の定める地域資源に加え、太田隆之（2010）は、個々の地域に存在す

る地域資源の中には、地域の独自性を有しこれを表す地域固有資源が存在すると述べてい

る。地域の独自性は、地域に在する人々がその土地において営んできた暮らしの中で培われ

てきたものであり、地域の風土や歴史の積み重ねの中で形成されてきたものである。それゆ

えに、他の地域によって真似ができない地域としての固有財の特性を持っている。地域固有
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財とは、地域に根差した自然環境や歴史・文化、言語など多岐にわたるその土地固有の文化

や価値によって生産される財であり、その地域を起源とする土地固有性と他の地域に転用

できない非流通性を有する。また、井口（2011）も、その地域にしかない風習や生活様式と

いった日常の所作から祭りなどの非日常的な営みに至るまで、優れた文化資源であると述

べている（井口 2011：5）。そして、観光資源とは地域資源の中に含まれるものであると考

える。    

 

(2) 観光資源に関する緒論 

香川（2007）や尾家（2009）、そして溝尾（2009）によると、「観光資源」の語は 1930年

に鉄道省の外局に国際観光局が設置された際に、「resources for tourists」の訳語として用

いたことが始まりとされている（香川 2007：101；尾家 2009：11；溝尾 2009：45）。そし

て、尾家（2009）は観光資源と訳出された「resources for tourists」には、「観光客に有益な

ものの供給や蓄積」という意味が含まれるとも述べている。 

大橋（2010）が述べるように、通常、民間企業において経営資源とは「ヒト、モノ、カネ」

から構成され、人的資源と物的資源に大別される。観光地においては、自然資源や歴史的・

文化的資源が重要性を持つことから、これらを含めて資源と考え、海外のツーリズム論にお

いてはこれらを資本とよぶことが多い（大橋 2010：154）。また、大橋（2010）によると

Sharpley（2007）は、これらの区分については 5種に分けられ、5種資本モデルと言われる。

1 つ目は自然資源や自然環境などの自然資本であり、2つ目は人的資本であり地域の人たち

が個人として有している技能やその熟練などである。3つ目は社会関係資本、すなわち地域

内外の人間関係の良さであり、4つ目は製造資本であり社会的あるいは個人的に所有される

施設や設備等のインフラであり歴史的建造物も含まれる。そして、最後の 5つ目は財務資本

であり、社会的あるいは個人的に所有されている資金等である（Sharpley 2007：158）。そ

して、大橋（2010）は、5種資本モデルに地域の名声など地域として保持しているものを地

域資本として加えて、6種資本モデルを提唱している（大橋 2010：155）。 

 溝尾（2009）は、資源の中で旅行者に対して観光対象として顕在化され、旅行者にとって

価値があるものが観光資源であると述べている。また、須田（2003）は観光資源とは観光の

対象、観光目的となるあらゆるものであり、自然現象、その派生物、景観や歴史的、伝統的

文化財、それも有形のもののほか無形なものも含めて観光資源であるとしている（須田 

2003：34）。更に須田（2003）は、無形資源とは古くから伝わる郷土芸能、祭、伝説等の人々
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が住み続けてきた土地に存在する資源であり、重要な観光資源としている。また、伝統工芸

品を生み出す無形の技も、製品成果物に化体した観光資源ということができると述べてい

る（須田 2003：123）。一方で、尾家（2009）は、観光資源は観光対象を形成する重要な機

能を持った構成要素であるが、観光学の視座から観光資源が論じられることは比較的少な

く、関連の文献も多くはないと述べている。 

文化財保護法第 2条第 1項では、演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が

国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いものを無形文化財とし、衣食住、生業、信仰、年中

行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋そ

の他の物件で、我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないものを民俗文化財

と定義している。そして無形文化財の中でも重要なものを文化財保護法第 71条第 1項にて

重要無形文化財と定め、無形民俗文化財の中でも特に重要なものを文化財保護法第 78条第

1 項にて重要無形民俗文化財と定めている。 

そして、これらの指定文化財だけではなく、井口（2005）によれば、人々が住み続けてき

た地にはその営みの証としての固有の光が必ず存在し、この固有の光も地域の資源である

（井口 2005：3）18。更に井口（2011）は、人々の日々の暮らしや、長い風雪の中で生活と

文化の歴史を紡ぎ積み上げてきたまちに「何もない」はずはなく、その地域にしかない風習

や生活様式といった日常の所作から祭りなどの非日常的な営みに至るまで、優れた資源で

あると述べている（井口 2011：5）。すなわち、地域固有の文化、人々の営みやそこで生活

し人文資源を作り上げてきた地域の人々、逸話、伝承、民話等の無形資源である。 

新たに生み出された着地型観光商品も観光資源であると考えられる。須田（2015）は観光

客数を伸ばすためには、新たな観光資源の発掘による地域の価値の増大が必要であると述

べている。しかし、富士山のような自然資源や有名な社寺を新たに造りだすのは不可能であ

り、自然景観などを簡単に変化させることも困難である。温泉の湧出量にも限界がある。ま

た、人為的な観光資源としてのテーマパークは、巨額の投資が必要な上に施設を持続するこ

とも容易ではない。つまり、新規開発による観光資源の創出には限界がある。これに対して、

限られた地域資源に対する視点を変えることによって、個々の地域資源が持つ特性の対比

による相乗作用、相互補完関係による観光資源の価値を高める事が可能である。観光資源を

テーマ別に分類し結びつけることによって新たな価値を引き出すことも、その一例である

 
18 井口（2005）は、この概念を「常在観光」と述べ、須田（2015）も同様に述べている（須

田 2015：204）。 
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としている（須田 2015：52-3）。すなわち、Poon（1993）が述べるニューツーリズムであ

り、新たな価値が引き出された着地型観光商品自体が新たな観光資源である。国も観光資源

に関して観光立国推進基本法第 13条において、「国は、観光資源の活用による地域の特性を

生かした魅力ある観光地の形成を図るため、史跡、名勝、天然記念物等の文化財、歴史的風

土、優れた自然の風景地、良好な景観、温泉その他文化、産業等に関する観光資源の保護、

育成及び開発に必要な施策を講ずるものとする」と、観光資源の活用を定めている。 

 

(3) 地域資源再発掘と観光資源化 

前節および本項の（2）で述べた着地型観光商品は、地域資源の再発掘とその可視化によ

って、新たな観光資源として作り上げることが可能である。例として、囲（2008）が述べる

「長崎さるく」が挙げられる19。  

地域資源再発掘の必要性について、吉兼（2009）は観光客の観光資源に対するニーズの変

化をルビンの壺に例えて述べている。ルビンの壺は、壺に見えたり人間の横顔に見えたりす

る多義図形で、見る側が普通は壺を図として注目するが人の顔に見える「背景＝地」には関

心を示さない場合が多い。観光においては、従来はこの「壺＝図」に焦点をあて、立派な図

や魅力的な図を見つけ出して観光の対象としてきた。観光客も法隆寺や金閣寺などの図を

求め、「地＝背景」には興味を示さなかった。しかし、近年の観光客は図だけでなく「背景

＝地」にも興味を持つようになってきた。地域における生活や風習、町並み、方言等である。 

地域においては、「壺＝図」は「背景＝地」の中で存在する。「背景＝地」に着目し、これ

まではあまり観光の対象とならなかった地域資源の見つめなおしと観光資源作り、すなわ

ち地域資源の再発掘とこれらの観光資源化について述べてみたい。   

 

① 地域資源再発掘 

本稿の主題である観光地域づくりの取り組みのひとつが、地域資源再発掘である。  

溝尾（2009）は、資源の中で旅行者にとって価値があるものが観光資源であると述べてい

る。また、社会や時代の価値観の変化により、これまで観光資源と認識されていなかった資

源がとつぜん観光資源になると指摘している（溝尾 2009：44-6）。次に、藻谷・山田佳一郎

（2016）は、人が何度でも訪れたくなる観光地の基礎は、そこで暮らす人々の豊かなライフ

 
19 囲（2008）の研究については、第 8章にて改めて述べる。 
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スタイルであり、これを来訪者に示すことが必要であると述べている。そして、そのために

は、地域が有する本来の魅力や本当の宝をしっかり洗い出す必要があるとしている（藻谷・

山田佳一郎 2016：47-8）。言い換えると、旅行者にとって価値があるものとは、観光の原点

である訪問者にとっての異日常、つまり訪問者の日常に存在しないものであり、これらの存

在が認識されると観光資源になり得る。すなわち、すべての地域資源に観光資源となりうる

可能性がある。  

また、宮本（1975）は、観光資源はいたるところに眠っている（宮本 1975：28）と述べ、

井口（2007）は、居住する地域住民が自らのまちの代替不可能な固有価値を認識し、誇りと

ともにそれを第三者や来訪者に示すことから観光が始まると述べている20。また金井（2008）

が述べるように、この固有価値が地域の資源であり、ブラッシュアップをすることによって

観光資源となる可能性がある。地域の生活、風習、人物、逸話、伝承、民話等である。これ

まで、これらの無形資源は可視化される事は少なかったが、地域性を顕著に表すものである。

これらの資源は、地域の人々にとっては日常でありその重要性が認識されていない場合や、

人々の記憶の中にだけ存在する場合があり、地域内においては埋もれた状態である場合が

ある。そして、吉兼（2016）が述べるように、観光はもとより地域の人々の生活においても、

これら地域固有の光である地域資源を保存し継承するために、可視化により共有する必要

がある。そして、真板（2016）によると、地域資源の発掘と可視化を目的として地域で取り

組まれてきたのが、地域の記憶の井戸掘りやお宝探しとも言われている地域資源の再発掘

である。 

そして、再発掘によって改めて見いだされた地域資源は、観光客に対して可視化されて初

めて観光資源となる。溝尾（2009）も、各種の利用可能な資源が観光対象として顕在化され

たものが観光資源であると述べ、板垣（2011）は無形資源の可視化による観光資源化の必要

性を述べている。また、河村（2008）も観光資源はもともと潜在的な資源であり、それを人々

が認識し利用するまでの開発行為によって、はじめて現実の観光資源となるとしている（河

村 2008：56）。可視化されていない地域資源は、その存在自体を観光客は認識する事が出来

ないからである。 

 

 

 
20 井口（2005）は、地域住民が改めて見出した固有の光とその保全の例として、滋賀県近江

八幡市の「八幡堀」について述べている。 
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② 地域資源の観光資源化の概念 

地域資源とその可視化について、村山（2011）は図 11の Johari の窓を使って述べてい

る。地域資源は、Johari の窓を使用し 4つの領域に分類することができる。 

 

       
図 11 Johari の窓 

（出所）Luft（1963:11） 

 

(ア)OPEN  

地域住民にも地域外の人々にも、存在や価値が認識されている地域資源の領域である。地

域外の人々にも認識されていることから、既に観光資源として知られているものである。 

 

(イ)BLIND  

地域住民は地域資源としての価値を認識していないが、地域外の人々は観光資源として

認識している領域である。つまり、地域住民にとっては該当する地域資源が日常生活に存在

するなど、その価値について改めて意識はしていないが、地域外の人々にとっては自分たち

の生活圏に存在しないなど、非日常であり価値が感じられるものである。 

 

(ウ)HIDDEN  

地域住民は地域資源の価値を認識しているが、地域外の人々にとっては資源の存在が認

識されていない領域のものである。つまり、地域住民にとっては唯一性などがあると考えら

れており価値があると認識されているが、地域外の人々には見せてはいけない、または地域

外の人々には見せるだけの価値が無いと認識されているものである。 

 

(エ)UNKNOWN  

地域住民と地域外の人々双方にとって、地域資源としての価値や存在自体が気づかれて

Known to self Not known to self

OPEN BLIND

HIDDEN UNKOWN

Known to

others

Not

known to

others
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いない領域のものである。すなわち、未だ誰にも知られていない資源である。  

 

以上のように、地域資源は、これに対する地域内外の認識状態によって 4つの領域に分類

することができる。 

そして、地域資源再発掘と再発掘資源の観光資源化は、地域の人々の取り組みにより地域

資源に対する地域内外の人々の認識を、図 12のように OPEN の領域を拡大することであ

ると述べる事もできる。  

 

  
図 12 OPEN な部分の拡大 

（出所）Luft（1963:12） 

 

第 2項 観光資源の分類 

 

(1) 資源の属性による分類 

観光資源の分類に関しては、岡本・飯塚（1978）は観光の対象となるものを観光資源と観

光施設に区分している。観光資源には自然観光資源と人文観光資源、そして自然観光資源と

人文観光資源が密接に結びついた資源を複合型観光資源として、3つに分類している。また、

観光施設とは博物館や民俗資料館、動・植物園などとして、観光資源には含めていない。足

羽（1997）は、観光資源を自然的資源、文化的（人文的）資源、社会的資源、産業的資源の

四つに分類している。香川（2007）は日常生活に存在する無形資源について述べ、溝尾（2009）

は観光資源を二つに分類している。人の力では創造し得ない自然観光資源と人が創造した

人文観光資源である。そして、本節第 1 項でふれたように Sharpley（2009）は、5 種資本

モデルを示し、資源を自然資源、人的資源、社会関係資源、歴史的建築物等の製造物資源、

財務資源に分類している。また、森重（2011）が指摘するように、観光資源には自然資源と

人文資源の両面性を備えているものもある。例えば、京都府綾部市の綾部市観光協会（URL 
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Not known
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OPEN BLIND
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25）のホームページによると、京都府綾部市山家地区では、着地型観光商品であるアユのヤ

ナ漁体験が行われている。アユは魚類であり自然資源であるが、これを漁する体験は人文資

源である。このように、観光資源はその捉え方によって自然観光資源にも人文観光資源にも

見做すことができる。森重（2011）も、北海道標津町のサケ漁見学やイクラづくり体験など

の着地型観光商品を例に掲げ、観光資源は地域社会のさまざまな価値を内包していること

から、複数の価値を持ち合わせていると考えた方が妥当であるとしている。そして、地域に

おいて様々な地域資源の観光資源化がすすめられている今日においては、現状に合わせて

観光資源の分類の定義が追認されている状況であると述べている。 

また、2000 年代に入り旅先で目にすることが多くなったのが、現地ガイドや語り部であ

る。これらの人々は、地域の有形資源を案内するだけではなく、人々の生活ぶりや歴史上の

人物、蘊蓄、個々の観光資源の関連性を述べる物語等の無形資源を、語ることによって観光

客に対する可視化を行っている。日本観光振興協会（URL 26）の調査によると、図 13に

示すようにボランティアガイドや語り部の団体数と人数は 2002年頃より増加し、公的機関

が把握しているデータでも 2017年の時点では 1,693 団体、46,159人にまで増加し、利用者

数も増えている。また、彼らが案内するのは、地域資源によって新たに造られたまち歩き等

の体験プログラム、着地型観光商品である。代表例としては、まち歩きを中心とした「長崎

さるく」（URL 27）があげられ、参加者が年間 5万人を超え、まち歩き自体が観光の主目的

となっている。すなわち、ガイド自身やガイド無しで地域を巡るモデルコース等であり、こ

れらも観光目的の対象である観光資源の定義に含むものであると考える。 

 

（単位：団体数/人） 

 
図 13 ガイドの組織数と人数の推移 

（出所）日本観光振興協会「平成 29 年度観光ボランティアガイド団体調査結果」 

（URL 26）を用いて筆者が作成した。 
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(2) 産業の観点からの観光資源の分類。 

須田（2015）は産業観光を提唱し、従来の観光資源の分類である自然資源と歴史資源の縦

割りの 2分類に対して、産業をテーマとする横割りの分類を提唱している。産業観光とは、

古い産業器具、工場遺構など歴史的文化的価値のある産業文化財、工場、工房、農・漁場な

どの生産現場、産業製品を観光資源とする観光形態である（須田 2015：8-54）。また、須田

（2015）は産業観光の産業別分類を示している。第 1次産業である農業観光、漁業観光、第

2 次産業である「伝統的産業」観光と「近代産業」観光、第 3次産業である商業観光と交通

観光の 3 分類である。農業観光とは、都会の人々にとって農業は非日常なものとなってお

り、農業の体験や、棚田に代表される景観風土に接する観光である。漁業観光も、農業観光

と同様に都会の人々にとっては非日常なものであり、釣りや漁などの漁業を体験する観光

である。伝統的産業観光とは、全国にある伝統産業、たとえば陶磁器を生産する窯業等であ

り、陶芸や金泊貼り、紙すき等の見学や体験をする観光である。近代産業観光は、主として

産業革命以降の機械産業施設や設備の見学や体験する観光である。鉄道廃線ツーリズムな

ども、これに含めている。商業観光は、近年になり訪日外国人客の関心が高い秋葉原電気街

などでの買い物や、豊後高田市の昭和をテーマとした商店街のまちなみ保存や一店一宝運

動などが例として挙げられる。最後に交通観光の例としては、小樽運河遺産や近年増加して

いる観光列車などをあげている（須田 2015：124-57）。 

 

第 3項 本稿における観光資源の定義と分類 

 

本稿では、まず、須田（2003）が述べるように、観光の対象や目的となるものが、観光資

源と考える。そして、観光の目的となるものは、湯治や社寺参拝など歴史的背景から盛んに

なったものから、消費者ニーズの多様化に対応すべく作られてきた今日の着地型観光商品

までに至る。 

また、旅の訪問先には地域資源が存在し、地域固有性を有する資源が観光客に知られず地

域に埋もれているものもある。溝尾（2009）が述べるように逸話、伝承、民話、風習等の無

形資源等がこれにあたる。しかし、顕在化されていないものに対しては、観光客はこれを認

識することができず、観光対象になりえない。従って、溝尾（2009）や板垣（2011）が指摘

するように、地域資源の中から地域資源再発掘などによって観光客に可視化されているも

のを、観光資源と考えたい。そして、可視化の手法としてボランティアガイドや体験型プロ



42 

 

グラムなどの着地型観光商品も存在する。 

以上をまとめると、本稿では、地域資源の中で観光客に対して可視化された資源を観光資

源と定義する。また、森重（2011）が指摘するように、その分類に関しては、観光資源は地

域社会のさまざまな価値を内包していることから、複数の価値を持ち合わせていると考え

た方が妥当であるとする考え方を基に、溝尾（2009）の述べる自然資源と人文資源の分類を

基に人文資源を歴史資源と近年造られた現代資源に分け全体を 3分類とし、表 1に本稿に

おける観光資源の定義と分類を示す。 

 

表 1 本稿における観光資源の定義と分類 

 
  

自然資源
1.山岳 2.高原 3.原野 4.湿原 5.湖沼 6.峡谷 7.滝 8.河川 9.海岸 10.岬
11.島嶼 12.岩石・洞窟 13.動物・植物 14.自然現象 15.動物園・植物園
16.水族館 17.自然体験型プログラム 18.農林水産物 19.モデルコース

歴史資源

1.史跡 2.寺社、城跡・城郭 3.歴史的庭園 4.伝統行事 5.碑・像 6.建造物
7.歴史系博物館 8.田園風景 9.郷土景観 9.人物 10.逸話、伝承、民話
11.語り部、ボランティアガイド 12.歴史体験型プログラム 13.伝統工芸
14.モデルコース

現代資源
1.建造物 2.博物館・美術館 3.都市景観 4.近年の人物
5.現代産業体験型プログラム 6.公園 7.各種イベント　8.モデルコース
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第 3章 観光地の魅力と観光地ブランド 

 

本章では観光地の魅力と観光地ブランドの定義を行う。第 2章では、観光資源とは観光の

目的であり対象となるものと考え、地域資源の中で観光客に対して可視化された資源を 

観光資源とした。では、なぜ人は観光の目的である観光資源を訪れるのであろうか。その動

機付けとは、何であろうか。 

本章では、第 1節にて観光への動機づけについて触れ、観光への動機づけとなる観光地の

魅力に関する先行研究について述べ、本稿における観光地の魅力の定義を行う。次に、第 2

節では、地域ブランドにおける観光地ブランドの本稿における位置づけを確認し、観光地ブ

ランドの特性について述べ、本稿における観光地ブランドの定義を行う。 

 

第 1節 観光地の魅力 

 

 本節では、最初に観光への動機付けに関する先行研究について触れて、観光への動機付け

となる観光地の魅力の位置づけを見ておきたい。そして、第 2項にて観光地の魅力の先行研

究について述べて、第 3項にて本稿における観光地の魅力の定義を行う。 

 

第 1項 観光への動機付け 

 

 本稿の目的は、観光地の魅力向上につながる要因を定量的に明らかにすることであるが、

観光地の魅力を述べる前に、そもそも人はなぜ旅行に出るのか、その動機付けについて考え

ておきたい。人は、子供の頃に親に連れられて行く家族旅行に始まり、学生時代に友人と行

く旅行や一人旅、社会に出てからはハネムーンなど人生において何度も旅行に出かける。ま

た、自分の意志に関係なく実施される学校の修学旅行や職場における親睦旅行などの行事

としての旅行もある。 

橋本（2012）によると、一般的に人間の観光行動を生起する心理的原動力を観光動機と言

う（橋本 2012：118）。Maslow（1954=1975）は欲求段階説を唱え、人間の行動を動機づけ

るものとしての欲求を 5つあげている。低次のものから順に生理的欲求、安全の欲求、所属

と愛情の欲求、承認の欲求、そして自己実現の欲求である。これらは、低次の欲求が満たさ

れると次のレベルの欲求が顕在化し、その欲求が満たされるとより高次の欲求が現れ、最終
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的には自己実現の欲求に至るとしている。橋本（2012）は、これらを段階に応じて 3つのレ

ベルに分類し、生理的欲求と安全の欲求を生理的レベル、所属と愛情の欲求と承認の欲求を

社会的レベル、そして自己実現の欲求を自己実現レベルとしている。そして、観光はこれら

の 3 つの各レベルの欲求からそれぞれ生起するとし、生理レベルの欲求に起因するものも

あれば、社会レベルの欲求、自己実現レベルの欲求に生起するものもあると述べている（橋

本 2012：118-9）。そして、長谷（2006）や橋本（2012）によると、1960年代後半には、そ

れらの動機が、①緊張解除の動機、②社会的存在動機、③自己拡大達成動機の三因子から構

成されると今井省吾が述べ、これらは Maslow（1954＝1975）による欲求構造に対応してい

ると考えられ、観光が人間の様々な欲求と関わっていることを示しているとしている（長谷 

2006：70；橋本 2012：118-9）。 

また、Pearce（2005）は過去の研究で述べられている観光への動機となる要因をまとめて、

観光の動機となる要因は 143項目とし、これらをまとめると観光の動機となるものは 14項

目になると述べている。そして、この 14項目を用いて独自でインタビュー調査を行ってい

る。その結果、観光への動機付けとなる主要な要因は、新しさの追求、日常生活からの逃避・

リラックスと家庭や職場等の円滑な社会関係の 3 点であるとし、これらをコア動機として

いる（Pearce 2005：50-61）。 

Dann（1977）は消費者の観光への動機付けについて、プッシュ要因とプル要因の二つの

要因をあげている。プッシュ要因として二つの欲求を述べており、一つ目は「人が何かを求

める欲求」であり、すなわち観光においては新しいところを訪ね見聞をひろめたい、または

非日常的な娯楽や他人との接触を求めるものである。二つ目は「何かを回避したい欲求」で

あり、日常生活からの脱却を求めるものである。人々が観光に出かけたいとするプッシュ要

因に対して、プル要因は観光地側が人々に与える要因で、観光地が人々を引き付ける要因で

ある。河村（2008）は、観光資源が観光客に観光動機を生じさせ、観光目的地を選択させる

上での決定要素であると述べ（河村 2008：56）、大橋（2010）は、プル要因である観光地が

人々を引き付ける要因として 6点を掲げている。1点目は、観光目的となる観光資源の優秀

さ、2 点目は宿泊や食事の高品質性、3 点目はおもてなしの良さなど高いホスピタリティ、

4 点目は交通利便性など機能性の良さ、5点目は娯楽性の良さ、そして最後は静けさ等の環

境の良さとしている。そして、観光に出る動機付けはプッシュ要因によって決定される度合

いが高く、訪問先選定に際してはプル要因の与える影響が高い（大橋 2010：96）と述べて

いる。すなわち、プル要因の一つが大橋（2010）の述べる観光資源の優秀さであり、人を引
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き付ける観光地の魅力であると考える。 

また、本稿における観光の定義は、自分の生活圏と異なる地域の誇るものや異文化と接点

を持つということであるが、言い換えれば、それにどう応えるかが、観光地側のプル要因と

言える。この考え方に従えば、観光地が保有する観光資源と同類の資源が存在する地域の住

民に対しては、来訪を促す観光の動機付けは容易でないと考えられる。この場合、両地域に

存在する同じ分類の観光資源において、消費者居住地域に存在する観光資源の魅力が小さ

く、観光地に存在する同類の資源の魅力が大きい場合は、訪問の動機付けになることも考え

られる。また、消費者は複数の訪問先候補に同類の観光資源が存在する場合は、魅力の大き

い方への訪問に動機づけられると考えられる。 

  

第 2項 観光地の魅力に関する先行研究  

 

観光地の魅力の定義については、大井（2013）が述べるように、明確に述べた研究は少な

い。 

まず、田村（2012）は観光地の魅力とは観光客を引き寄せるものと述べ、室谷（1998a）

も観光地の魅力とは、「当該観光地に存在する通常は複数の観光資源が全体として醸し出す

誘客エネルギー」（室谷 1998a：32）としている。一方で、Urry（1990）は、観光地の魅力

は、観光地間の競争の度合いと消費者自身の好みの違いによっても影響を受けると述べて

いる（Urry 1990：2-4）。 

また、大橋（2010）は観光地の魅力を観光地の価値と述べ、これを 2つに大別している。

第一は、もともと歴史的文化的社会的あるいは学術的に高い価値を持ち、それ故にそれ相当

の集客力があって価値が生まれるものである。こうしたものは、都市や特定の名所に比較的

多く、地域住民もその価値を認めているが当該資源の所在地外の住民にとっても高い魅力

があり、そうした人々が当該資源地を訪れ観光上の価値が生まれる。第二は、自然景観のよ

うに当該資源の所在地住民にとっては全く日常的にあるもので特別な価値があるものでは

ないが、他の土地の住民つまり観光客とっては相当な価値があるものである。こうしたもの

は観光によって価値が生まれるが、観光客がなければ価値はない（大橋 2010：20-1）。 

また、観光地の魅力を観光地域づくりの観点から述べた研究もある。佐藤滋（2005）や高

橋光幸（2010）は、観光地の魅力と観光地域づくりの関係性について述べている。地域の個

性とは歴史的な積み重ねや地域づくりにより得られるものであり、意図的に他地域と異な
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る個性作りを行うのではない。地域の潜在力、歴史風土や地域文化が活かされ、日常の営み

の中で観光地域づくりが進められ、地域としての個性が認識される。このような地域の個性

が、地域としての魅力になり地域としての自分たちの誇りとなる。そして、これらが観光客

の目に魅力的なものとして映り、観光客の心をひきつける力になったとき、観光地としての

魅力となる。 

 

第 3項 本稿における観光地の魅力の定義 

 

本節では、観光への動機付けとなる観光地の魅力と観光地の魅力の構成要素に関する先

行研究のレビューを行った。 

まず、大橋（2010）が述べるように観光客がなければ価値がない（大橋 2010：20-1）こ

とから、ここでは、観光地の魅力を、観光客にとっての魅力と捉える。そして、Dann（1977）

が述べるように、観光地の魅力とは、消費者の観光への動機付けにおいて人々を引き付ける

プル要因となるものであり（Dann 1977：186-7）、河村（2008：56）と大橋（2010：96）が

述べるように、訪問先の選択に影響を与えるものである。そして、室谷（1998a）や田村（2012）

は観光地が人々を引き寄せる要因となるものであるとしている。 

以上の先行研究から、本稿における観光地の魅力とは、観光地側が観光客を引き寄せるプ

ル要因と定義するが、その魅力の大きさは、後述するように旅行費用法を用いて計測するこ

ととする。 

 

第 2節 観光地ブランド 

 

本節では、最初にブランドの言葉の意味するところを確認する。そして、第 2項で地域ブ

ランドにおける観光地ブランドの本稿での位置づけを確認し、第 3 項で観光地ブランドの

特性について触れ、第 4項にて本稿における観光地ブランドの定義を行う。また、本稿の第

8 章にて観光地域づくりにおける観光地ブランドについて述べることから、本節では第 5項

にて観光地ブランドの二つの側面と観光地ライフサイクルについて言及する。 

 

第 1項 ブランドとは 

  

観光地ブランドについて述べるにあたり、まず、ブランドの意味するところを明確にして
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おく必要がある。ブランドという言葉に対する人々の一般的な認識は様々であり、高品質、

ロゴマーク、商品の名称など、日常生活においては多くの意味で使用されている。  

Keller （1998=2000）によると、もともとブランドという言葉は、ある生産者の製品を他

の生産者の製品と区別することを目的とする手段を意味していた。事実、「ブランド」とい

う言葉は「焼き印を付けること」を意味する”brander”という古ノルド語から派生したもの

である。現在もそうであるが、ブランドは家畜の所有者が自分の家畜を識別するために付け

た印であった（Keller 1998=2000：37）。また、小川孔輔（2011）は、中世のヨーロッパのギ

ルド社会では、商品ギルドが品質を保証するための手段としてブランドを使用し、法的保護

として商標（Trade Mark）を製造者へ与える役割であった（小川孔輔 2011：13）と述べ

ている。例えば、Aaker（1991）は次のように述べている。16世紀の初め、ウィスキーの製

造業者は自社の名前を焼き付けた木の樽で製品を運んだ。焼き付けた名前は製造者が誰で

あるかを消費者に明確に示し、製品の安い代用品の普及を防止した。また、1835 年に特別

な醸造工程を用いて密造業者が作り出した品質の評判を利用した、「Old Smuggler」と呼ば

れるスコッチのブランドが導入された例も存在する（Aaker 1991:7）。つまり、旧来のブラ

ンドとは、石原（2014a）が述べるように類似製品との違いを明確にするための標識性や品

質等の保証性を創出するために使用されていたのである。また、Aaker（1991）はブランド

とは、ある売り手または売り手のグループからの財またはサービスを識別し、競争業者のそ

れから差別化しようとする特有のロゴ、トレードマーク、包装デザイン、名前またはシンボ

ルであると定義し、製造元を顧客に伝え、同じように見える製品を提供しようとする競争業

者から顧客や製造業者を守るものである（Aaker 1991:7）と述べている。1990 年代に入る

と Aaker（1991）がブランド・エクイティの概念を述べ、ブランドは所有者がもつ無形資産

（ブランド・エクイティ）と位置づけ、ブランドに対する考え方や意味が変化する。ブラン

ド・エクイティとは、ブランドやその名前、シンボルと結びついたブランドの資産の集合で

あり、顧客に対して製品やサービスの価値を増大させるものとして、次の 5つのカテゴリー

に分類している。ブランド・ロイヤリティ、名前の認知、知覚品質、ブランドの連想、所有

権のある他のブランドである（Aaker 1991:16）。 

現代では、米国マーケティング協会（URL 28）によると、ブランドとは、ある売り手あ

るいは売り手集団の製品およびサービスを識別し、競合他社の製品およびサービスと差別

化することを意図した名称、言葉、シンボル、デザイン、あるいはその組み合わせであると

されている。佐々木壮太朗（2013）によると、識別することの必要性は二点ある。一つ目は
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商品についての責任の所在の明確化であり、品質の保証である。すなわち品質保証機能であ

る。二つ目は、他社商品との差別化の実現に必要となる点にある。商品の機能、耐久性、快

適性やデザインなど差別化できるポイントは一つではない。また重要なのは、他社商品より

優れている点とそれを消費者に伝えることである。すなわちブランドによって商品が識別

されることが、差別化の成功において必須の条件である（佐々木壮太朗 2013：102-3）。 

 

第 2項 観光地ブランド 

 

(1) 地域ブランドにおける観光地ブランドの位置づけ 

石原（2014b）によると、日本において地域ブランドに関する産業施策が広がる結果とな

ったのは、2005年に内閣府知的財産戦略本部コンテンツ専門調査会（URL 29）の日本ブラ

ンドワーキンググループによる『日本ブランド戦略の推進・魅力ある日本を世界に発信』に

おける次の見解である。 

 

地域の豊かな生活文化を表す多様な地域ブランドをつくることが重要であり、また、国    

内外の消費者が安心し、信頼して地域ブランドを選択することができる環境づくりも

不可欠である。そのためには、生産者は、産業観光の視点なども取り入れた地域性溢れ

る地域ブランドをつくり、また、消費者に産品の情報を正確に伝える環境をつくること

に努める必要がある（URL 29）。 

 

また、地域ブランドに関する公的機関の定義としては、2006 年に発行された中小企業基

盤整備機構の『地域ブランドマニュアル』（中小企業基盤整備機構 2006）にて、次のように

示されている。 

 

①「地域に対する消費者からの評価」であり、地域が有する無形資産のひとつ。 

② 地域そのもののブランド（Regional Brand）と地域の特長を生かした商品ブランド

（Products Brand）で構成される（中小企業基盤整備機構 2006：3）。 

  

そして、石原（2014b）は地域ブランドの形成に際しては地域住民から支持される仕組み

を構築していくことの必要性を述べ、東北開発研究センター（2005）の研究を引用している。 
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『地域ブランド』とは、地域の本質的な価値の向上を目指すものである。地域の本質的    

な価値とは、そこに住む人が誇りと自信を持って住めることである。そのためには、『地   

域固有の資源（自然、環境、景観、産業、技術、伝統、文化、人等）を活用して地域の  

魅力を創出、定着させることにより、地域住民が評価、支持する価値』をつくることが  

必要となる（東北開発研究センター 2005：9）。 

 

次に、地域ブランドの分類については、青木（2004）はブランドが創出する機能に基づき、

地域ブランドを 5つに分類している。１つ目は、産地的正当性・独自性機能などを表す農水

産物ブランド、2 つ目は原料の正当性・差別性と加工技術の独自性を表す加工品ブランド、

3 つ目は集積性・空間構成の差別化と経験価値の提供を表す商業地ブランド、4つ目は生活

インフラの差別性と経験価値を表す生活基盤ブランド、そして最後に自然・歴史・文化の差

別性と経験価値の提供を表す観光地ブランドである。 

そして、観光地ブランドについては Konecnik and Gartner（2009）が、一般的な商品に

ついてのブランド形成については研究も実践も進んでいるのに対して、観光地ブランド形

成に関しては、その研究は途についたばかりであると述べている。また、観光地ブランド形

成にとって重要なものとして 4点を掲げている。観光地の認知性、観光地のイメージ、観光

地の質の良さ、観光客のロイヤリティであり、観光地のイメージが観光地ブランド形成にお

いて中心的な役割を担うと述べている。これは、物品等の有形物と異なり観光は提供するも

のが無形であり、実際に観光に行ってはじめてわかる商品であり、それが故に、イメージが

購買動機の最大要因となるからであるとしている。そして、このモデルを「観光地の顧客基

盤ブランド・エクィティ・モデル」と呼び（Konecnik and Gartner 2009：3-4）、観光地ブ

ランドが購買動機の最大要因となると述べている（Konecnik and Gartner 2009：400-21）。 

また、佐々木一成（2011）は、図 14にみられるように地域ブランドを特産物ブランド、

文化・環境ブランドと観光ブランドで構成される 3 つの個別ブランドに分類し、これらを一

体的に束ねるブランドを統合ブランドとしている。そして、個別ブランドは地域資源から生

み出され、統合ブランドは地域のイメージや価値を象徴的に表すものと述べている。各個別

ブランドについては、観光ブランドは観光目的となる観光資源であり、社寺や自然環境など

で構成され文化・環境ブランドと重複することが多いとし、文化・環境ブランドは地域の持

つ歴史・文化や景観、町並み、自然環境であり、特産物ブランドは農林水産物や伝統工芸品

などの地場産品、温泉、食、宿泊施設などの地域固有のサービスとして、論じている。そし
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て、統合ブランドと個別ブランドの関係性は、上下の階層構造で結ばれ、それぞれが影響し

あう関係であると述べている。例として、石川県を取り上げ、観光ブランドとしての「加賀

温泉郷」、文化・環境ブランドとしての「加賀蒔絵」「加賀友禅」、そして特産物ブランドと

しての「加賀野菜」などの個別ブランドを挙げ、これらを束ねるのが「加賀ブランド」とい

う統合ブランドであると述べている。そして、これらの個別ブランドへの高い評価が統合ブ

ランドの価値を高めているとしている。 

 

 

図 14 ブランドの分類 
佐々木一成（2011：22）をもとに、筆者が加筆をした。 

 

佐々木一成（2011）の研究に対して、永瀬（2013）は観光資源である観光ブランドと、文

化・環境ブランド、特産物（サービス）ブランドの個別ブランドを束ねた地域全体のイメー

ジである統合ブランドが、観光地ブランドであるとしている（永瀬 2013:157）。また、本稿

でも、第 2章において述べたように、今日の観光においては社寺や自然環境だけでなく、農

林水産物や伝統工芸品などの特産品や自然環境、文化なども観光の対象となるため、佐々木

一成（2011）が述べる文化・環境ブランドと特産物（サービス）ブランドに分類されている

地域資源も、観光資源として定義している。 

以上から、地域ブランドにおける観光地ブランドとは、永瀬（2013）の述べるように統合

ブランドが観光地ブランドとする観点から、議論をすすめていく。 

 

(2) 観光地ブランドの形成と地域資源 

観光地ブランドを統合ブランドとする視点から、Baker(2007)の地域ブランド構築に関す

る研究について触れたい。Baker（2007）は地域ブランド構築のプロセスを 7つの段階に分

けている。第１は評価と評価結果の地域での共有（Assessment and Audit）で、当該地域

が消費者の間でどのように位置づけられるかを地域で共有すること、第 2 は分析と優位性

（Analysis and Advantage）で、当該地域において何が他地域より優れているかの把握で

あり、第 3 はブランド要素の由緒の整理（Alignment）、すなわち地域内のブランドの構成
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要素の関係、固有性である。そして第 4は明確な表現（Articulate）で、ブランドをどのよ

うに視覚的、言語的に表現するか、第 5は活性化（Activation）で、ブランドをどのように

して活用するか、第 6 は採択と心構え（Adoption and Attitude）で、関係者たちがどのよ

うにブランドを支えるか、そして最後が取り組みと管理（Action and Afterward）で、ブラ

ンドをいかに適切な状態に維持するかである。そして、このプロセスの中で最も重要なのは

第１の評価と評価結果の地域での共有であると述べている（Baker 2007: 75)。この研究に

対して村山（2011）は、プロセスの 1 から 3 は地域における地域価値の発見・創造の位相

で、4から７は地域価値の表現・維持管理の位相であるとし、地域の価値とは地域資源であ

ると述べている。 

Baker（2007）の考えを言い換えれば、観光地ブランドの形成は、その構築にあたって地

域に存在する資源の価値の再評価・見つめ直しが重要であり、これら固有資源を維持管理し

つつ地域固有性を地域外へ表現していくことと考える。そして、地域固有性をつくるという

ことは、宮口（2007）や高橋光幸（2010）が述べるように、地域資源の中から育てる価値の

あるシーズを見つけ、地元住民がこれを育て磨き上げることである。 

 

第 3項 観光地ブランドの特性 

 

竹林（2013）は、観光地ブランドは風景・人・文化・歴史等を内在したものであり、他の

観光地との差別化を明確におこない観光地の中心的・本質的部分を表し、観光地の特性を恒

久的に示すものであると述べている。そして、観光地ブランドの特性について次の 5つの点

を述べている。第一は、観光地ブランドは競争上のアイデンティティであり、地域の特性を

表し他の観光地との差別化を図るものである。第二は、観光地ブランドは観光地の中心的・

本質的部分を表し、観光地の特性を恒久的に示す。また、消費者の求めるものの変化に合わ

せて観光地が提供するものは変化する場合があるが、本質的なブランド特性は維持しなけ

ればならない。第三に観光地ブランドは観光地そのものを特定づけると同時に、定義づけを

する DNA のようなものである。第四に観光地ブランドは観光地を形成する上で、核となる

有形無形の資源と潜在的観光客との間に相互作用をもたらす。すなわち、観光地ブランドは

潜在的観光客が当該観光地に抱く期待、認知、感覚、態度の総体からなる。そして最後に、

観光地ブランドは風景・人・文化・歴史等を内在したものであり、消費財における製品（物

理的商品）ブランドと同じような方法で形成することは困難である。なぜなら観光地ブラン
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ドは、潜在的観光客が持つ観光地の資産・資源に対する認知や当該地に寄せる期待からなる

「感情的価値」に強い影響を受けるからである。 

次に、佐藤滋（2005）や高橋光幸（2010）は地域の固有性について述べ、地域の固有性は

地域の潜在力、歴史風土や地域文化の積み重ねや地域づくりにより得られるもので、意図的

に他地域と異なる個性作りを行うのではないとしている。 

また、Konecnik and Gartner（2009）によれば、観光地ブランドは観光地の特性を示す

ことから、消費者の訪問先選定と来訪に影響を与える（Konecnik and Gartner 2009：400-

21）。そして、観光庁（2012）は観光地のブランド形成の必要性を唱え、その施策において

も地域の観光地ブランド形成を求めている。『平成 24年度版観光白書』（観光庁 2012）にお

いて、観光施策の第１章に「地域の特性を最大限に活かした観光地域づくりを通じた滞在型

観光の促進に向け、基軸となる観光地域づくりの理念（コンセプト）、主たる顧客層（ター

ゲット）、自地域の位置取り（ポジショニング）等を明確にした戦略的な計画の策定を促進

する。さらに、日本を代表する有形・無形の地域資源がある観光地域について、地域の取組

段階に応じた戦略的な観光地域づくりの促進に向け、地域の努力や顧客の満足度等の客観

的・恒常的な評価の構築を図る。」（観光庁 2012：117）と記述がされている。さらに、観光

庁（URL 30）は広域観光圏21の認定において、「国内外から選好される国際競争力の高い魅

力ある観光地域づくり」を促進するため、地域の取組段階に応じ、地域独自の「ブランドの

確立」を求めている。そして「観光地域ブランド確立支援事業交付要綱」の第 3 条にて、「観

光地域のブランド確立」の定義として、地域が自然・歴史・文化等に根ざした「独自の価値」

を有しており当該価値が国内外に認知されていることや、「独自の価値」を来訪者に提供す

ることにより、来訪者の期待を安定的に満たしていること等を掲げている。 

そして、羽生・津々見（2014）は、旧観光圏整備法での観光圏におけるブランド確立の取

り組みについて、旧観光圏整備法下の対象地域の調査を行っている。調査結果を踏まえて、

観光地のブランド構築に向けては、その取り組みとして他地域との差別化が可能な優位性

を有する魅力の明確化の必要性を指摘している。 

 

 
21 観光圏とは、2008 年に制定された「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進

に関する法律」（観光圏整備法）に基づき、自然・歴史・文化等において密接な関係のある

観光地を一体とした区域とし、区域内の関係者が連携し、地域の幅広い観光資源を活用して、

観光客が滞在・周遊できる魅力ある観光地域づくりを促進するものである（URL 22）。 
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第 4項 本稿における観光地ブランドの定義 

 

本稿における観光地ブランドの定義を行うにあたり、まず、ブランドの定義から順に述べ

ていきたい。 

まず、ブランドの言葉の定義は、米国マーケティング協会の定義（URL 28）に従いたい。 

次に、Baker（2007）や彼の研究を踏まえて村山（2011）が述べるように、地域ブランド

は地域の価値である地域資源で構成されている。そして、本稿では地域資源のうち観光客に

対して可視化されているものを観光資源と定義している。また、本稿での地域ブランドにお

ける観光地ブランドの位置づけは、本稿における観光資源の定義を踏まえて永瀬（2013）が

述べる特産品やサービスや文化・環境などの個別ブランドを束ねた統合ブランドが観光地

ブランドとする立場である。 

 そして、米国マーケティング協会のブランドの定義における「差別化」とは、Baker（2007）

が述べるように市場における当該地のポジションの認識のもと、竹林（2013）が述べるよう

に観光地そのものを特定し、定義づけをする DNA のようなもの、つまり地域固有性と考え

る。 

以上から、本稿における観光地ブランドとは、地域全体の統合ブランドの観点に立ち、当

該地域が消費者の間でどのように位置づけられるかを地域で共有する視点を持って、他の

観光地との差別化をおこなう観光地の中心的・本質的部分を表し、観光地としての特性を恒

久的に示す地域固有の DNA のようなもので、地域の観光資源から構成されるものと定義す

る。 

 

第 5項 観光地ブランドの二つの側面と観光地ライフサイクル 

 

本稿の主題の一つは、観光地域づくりにおいて観光地ブランドの形成は、どのように取り

組むのかを明らかにすることであり、第 8章の事例研究の主題としている。そして、第 8章

の事例研究においては、観光地ライフサイクル論の観点から事例対象地域における観光地

としての状態と観光地域づくりの必要性について述べ、また、地域資源再発掘と再発掘資源

の観光資源化によるテーマ的観光地ブランドについて述べる。そこで、本項では、第 8章に

関連するこの 2点について述べておきたい。 

 



54 

 

(1) 観光地ブランドの二つの側面 

 

竹林（2013）によると、観光地のブランドは、地理的ブランドとテーマ的ブランドの二つ

の側面を有する。 

 

① 地理的ブランド 

観光地ブランドの単位決定の一つとして、都道府県市町村のような行政単位や播磨地方、

天橋立地区といった地理的領域が用いられる。竹林（2013）は、このような地理的要素によ

る観光地ブランドを「地理的ブランド」としている。地理的ブランドのメリットは、地理的

に場所が特定されることから消費者にとって認知されやすい点である。ブランドが認知さ

れると、ブランドそのものが地名であるため、ブランドの普及が容易である。一方、地理的

ブランドには二つのデメリットが考えられる。一点目は、一つの観光地ブランド内に複数の

地域が混在する場合は、各地域の固有性を活かしながら地域統一のブランド・コンセプトを

形成する困難さが生じる。二点目は、同じ属性を持ち相互に関連性がある観光資源が、単一

地域のみならず隣接する他地域にも存在する場合である。地理的ブランドにおいては地理

的単位を領域とするため、近接する地域単位で個々のブランドが形成される。観光客に対し

ては隣接地であるにも関わらずイメージが拡散、すなわち隣接地相互でブランドの乖離が

生じる場合がある。 

地理的ブランドの形成で観光地としての成功の明暗をわけた事例として大橋（2010）は、

Fyall（2005）の研究を引用してオーストラリア東海岸、クイーンズランド州のゴールドコ

ーストとサンシャインコーストの 2 か所の例をあげている。Fyall（2005）によると、この

二つの観光地は同じ州に属しており、州の同一の観光機関のもとにある海岸都市地域であ

る。ゴールドコーストは州都であるブリスベンの南に、サンシャインコーストはブリスベン

の北に位置し、それぞれブリスベンから同じ距離にある。地理的条件は、ほぼ同一と言って

よいのだが、ゴールドコースト地域は地域産業を観光に特化し国際的観光地として有名で

あるのに対し、サンシャインコースト地域は国内観光客指向に留まり、地域産業においても

観光以外の多方面の産業展開を行っており、国際観光においては、ほぼ無名である。ゴール

ドコーストでは、地域全体を包括する単一の DMO であるゴールドコースト市評議会が組

織され、この機関を中心に 1960年頃からゴールドコーストというブランド名で売り出した。

これに対してサンシャインコーストでは地域内が三つの独立機関（Noosa 州評議会、
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Maroochy 州評議会、Caloundra 市評議会）に分かれて、観光においても三つの機関が別々

の方針をとり、相互競争的な志向があり、サンシャインコーストとして統一的なブランドを

推進することはなかった（Fyall 2005：295-9；大橋 2010：125-6）。 

このようにゴールドコーストの例に見られるように、地理的ブランドを形成する場合は、

単一の行政単位ではなく隣接地も含めて形成するのが望ましい。そして、隣接地を含む広域

で形成する場合は、相互の関連性が必要である。自然資源や地域の文化、歴史、生活等であ

る。すなわち、テーマ的ブランドの必要性である。 

 

② テーマ的ブランド 

竹林（2013）は、地域を行政単位や地理的領域で区分せず、地域の文化、歴史、生活、自

然などの要素で表すのが「テーマ的ブランド」であると述べている。テーマ的ブランドのメ

リットは 2点考えられる。１点目は、地理的要素で区分されないため、複数の地域において

同じ背景をもつ観光資源を有する場合においては、これらを包含したブランド設定を行う

ことが可能であり、観光客の回遊性向上を促すことができる。そして 2点目は、テーマ的ブ

ランドはストーリーを形成しているため、しばしば地理的ブランドよりも強力なものとな

る。ストーリーは、歴史、自然、文化、食、産業など多くの分野で展開が可能である。さら

にストーリーに沿って地域の資源を深く掘り下げることや、近接地で同じテーマを持つ観

光資源を包含することができるので、行政区域などの制限を受けずに広域展開を図ること

が可能である。そして、価値観が多様化した今日では、観光客は観光資源に対して見物だけ

を求めるのではなく、茶谷（2008）が「長崎さるく」において述べているように、観光資源

の背後にあるストーリーを観光客は求める傾向にある。 

テーマ的ブランドの形成と展開事例としては、京都府北部地域について述べたい。海の京

都観光推進協議会（2014, 2015）によると、京都府北部地域は 2012年に福知山市、綾部市、

舞鶴市、宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町の 5 市 2町で、海の京都観光推進協議会を設

立した。そして、7市町全体の観光地ブランド形成を図り、2013年にテーマ的ブランドとし

て、「天地山海に息づく和の源流」を設定した。日本海側に面した当地は、古くは大陸から

の文化の入り口であり、当地を通じて大陸文化が畿内へ伝わったとしており、当地に日本文

化の源流となるものが多く存在することを観光地ブランドとしている。例えば、伊勢商工会

議所のホームページ（URL 31）によると、天橋立北端に位置する元伊勢籠神社の主祭神で

あり天照大神の衣食住を司る豊受大神が、日本で最初の稲を植えたとされる「月の輪田」が
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京丹後市峰山にあることから、古くからの歴史を有する事がうかがわれる。 

 

③ 地理的ブランドからテーマ的ブランドへの転換事例 

地理的ブランドからテーマ的ブランドへの転換事例のひとつとしては、前述の海の京都

観光推進協議会の構成地域である京都府宮津市があげられる。宮津市の天橋立観光協会の

ホームページ（URL 32）によると、宮津市には日本三景の一つである天橋立が存在し、長

年にわたり地理的ブランドとして「天橋立」を表現してきた。天橋立地区は、天橋立を南北

に挟み南端の智恩寺が所在する文殊地区と北端の元伊勢籠神社が所在する府中地区から構

成されている。筆者は 2020 年 3月まで当該地で観光振興業務に携わっていたものであるが、

一般的に観光客の訪問先をみると、観光客は京都丹後鉄道の天橋立駅到着後は、文殊地区の

智恩寺への参拝と展望箇所である飛龍観から天橋立を見学する。または、天橋立の北端の府

中地区にある元伊勢籠神社への参拝と展望箇所である昇龍観から天橋立を見学する。この

ように、天橋立を南北に挟む文珠地区と府中地区は、それぞれ別の観光地であった。 

海の京都観光推進協議会（2014）によると、2013年に京都府北部地域は、2011 年に改正

された「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律」（観光圏整備法）

に基づく広域観光圏の認定に取り組むこととなった。観光庁（URL 22）は観光圏の認定要

件として地域の観光地ブランド形成を求めており、天橋立地区でも地域住民を中心として

地域の生活・文化・歴史の再発掘が行われた。そして、2013年に地理的ブランドである「天

橋立」に代わりテーマ的ブランドである「天につながる太古の聖地」と設定する。当地の言

い伝えでは、神代の時代に伊弉諾尊が天と地を行き来する橋が倒れてできたのが、現在の天

橋立になったとされている。また、元伊勢籠神社のホームページ（URL 33）によると、現

在の三重県の伊勢神宮外宮の主祭神であり天照大神の衣食住を司る豊受大神は、雄略天皇

の時代に元伊勢籠神社から遷宮されたとものと言い伝えられている。そして、海の京都観光

推進協議会（2014）によると、天橋立は単なる自然資源ではなく、天橋立自体が京都から元

伊勢籠神社への歴史資源である参拝路であったと言い伝えられている。すなわち、「天につ

ながる太古の聖地」とするテーマ的ブランドを設定することにより、自然資源であった天橋

立が、神話という歴史的・文化的背景も有することになった。そして、天橋立を南北に挟む

文殊地区と府中地区は、テーマによって結び付けられ、一つの観光地として展開することが
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可能となった22。 

また、文化庁（URL 34）によると、京都府北部地域の他の地域は文化庁が認定を行う日

本遺産として、2017年に「300年を紡ぐ絹が織り成す丹後ちりめん回廊」が認定を受けた。

「300年を紡ぐ絹が織り成す丹後ちりめん回廊」は、丹後ちりめんに関連する観光資源によ

ってテーマ的ブランドが形成されており、構成遺産は京丹後市の「駒猫」、与謝野町の「ち

りめん街道」、伊根町の「伊根大仏」、宮津市の「旧三上家住宅」など行政区域では 4市町に

広がるものである。竹林（2013）が述べるように、地理的ブランドは地政学的観点や行政区

域単位で設定される事があるのに対して、テーマ的ブランドの設定により各地域に点在す

る観光資源を、広域で結び付けて表現することが可能である。 

このように、地理的ブランドからテーマ的ブランドへ転換を図ることにより、市町村等の

行政区域によって対象地域を制限されることなく、その対象地域をテーマに関連する観光

資源が点在する広域に広げる事が可能となる。広域に拡がるテーマ的ブランドを観光客に

訴求する事によって、観光客を広域周遊に促すことが可能となり、通過型観光などの課題に

対応することが可能となる。  

 

(2) 観光地ライフサイクル 

ブランドは、その加齢効果（小川孔輔 2011：140）の観点から、観光地ブランドはブラン

ドを維持するための対策が必要であると考えられる。小川孔輔（2011）によると、一般的に

ブランドはその顧客層とともに年をとる。ある時代に爆発的にヒットした商品ほど、特定の

世代への顧客依存度が高くなる。そして、その世代が高齢化し市場から離れていくときに、

かつて栄華を極めた高収益ブランドには危機が訪れる。ある世代を対象に特定の年齢期に

新発売されたブランドは、プロモーション効果による刷り込みが強烈である。しかし、その

世代グループが年齢を経るにしたがってブランドの売り上げは次第に減少する（小川孔輔 

2011：140-1）。そして、このような商品ライフサイクルを観光地にも用いたのが、Butler

（1980）が述べる観光地ライフサイクル論である。 

Butler（1980）によると、観光地ライフサイクル論は、通常の物品製品について考えられ

ている製品サイクルを、観光地の栄枯盛衰にあてはめ、どのような観光地にも開拓期、登場

期、成長期、成熟期、停滞期、維持または衰退または再生期というサイクルがあるとするも

 
22 海の京都観光推進協議会（2014）によると、文殊地区と府中地区を一つの観光地とし

て、天橋立滞在促進地区の名称で広域観光圏申請が観光庁へなされた。 
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のである。この観光地ライフサイクル論について、竹林（2013）は例を述べている。観光資

源に人が集まるので、観光地として市場に売りに出る。そして、多くの観光客に対応するた

めに施設が造られ観光地として栄える。しかし、多くの観光客の来訪が永続的に続くとは考

えられず、流行が終われば多くの観光地は廃れていき、巨大な観光施設だけが残され、観光

地としての運営が困難となる。この流れを表したのが観光地ライフサイクル論である。この

説をもとに、Moore and Whitehall（2006）の並行的ライフサイクル論23や、Lundgren（2006）

の継続段階的ライフサイクル論24、また Agarwal（2006）の Butler 説の部分的修正必要論

は Butler 説の停滞期の後に再編成期があるとする理論であり、諸説が述べられている。い

ずれの理論も成熟期の後に維持または衰退期または再生期があるとしている。すなわち、成

熟期の段階から再生を行うには、Agarwal（2006）が述べる再編成期に何らかの取り組みが

必要である。ここに観光地ブランドの再形成における観光地域づくりの必要性が見いださ

れると筆者は考える。そして、Morgan and Pritchard（2004）が観光地ライフサイクル論

に観光地ブランドの成長過程を充てはめた観光地ブランドライフサイクル論を提唱してい

る。 

国内の研究では、柿島（2011）が被説明変数を各観光地における延べ宿泊者数とし、説明

変数に宿泊客数における団体割合を設定して回帰分析を行っている。分析の結果は継続的

ライフサイクル論を支持するものであり、再編成期において団体型から個人型へ顧客層を

転換した地域が宿泊客数の回復を果たしているとしている。すなわち、観光地ブランドの転

換である。また、西井（2018）は北海道登別温泉を対象として分析を行い、登別温泉が 1990

年代に入ってから観光地ライフサイクルにおける停滞期に移行している事を明らかにして

いる。一方で、日本の観光地経営論の中では、観光地ライフサイクル論はそのモデルの紹介

に止まっているケースや、観光歴史・地理学の中での観光地発展論として観光地の歴史区分

の研究に留まっているケースが多い点も指摘している。 

  

 
23 カリブ海のバルバドスを例に、入国者は国により入国時期のサイクルの違いがあること

から、地域の観光地ライフサイクルは Butler（1980）が述べる様に１つと考えるのではな

く、複数のものがあるとする説。 
24 時期的に段階別に複数のライフサイクルがあるとする説。 
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第 4章 日本全国を対象とした観光地の魅力の定量化 

 

 本章では、第 3章で定義した観光地の魅力の定量化を行う。最初に第 1節では、日本おけ

る観光統計の現状について述べ、次に観光地の魅力と魅力に影響を与える構成要素の定量

化に関する先行研究について述べる。そして第 2節にて、日本全国を対象として観光地の魅

力の定量化を行う。また、観光地の魅力の定量化にあたっては、国土交通省が実施する全国

幹線旅客純流動調査データを用いる。 

 

第 1節 観光地の魅力の定量的指標 

 

 観光振興に用いられる定量的指標の一つが、観光統計である。本節では、最初に第 1項に

て日本における観光統計の現状と限界について述べ、続いて第 2 項にて観光地の魅力と魅

力に影響を与える構成要素の定量化に関する先行研究のレビューを行う。そして、これらを

踏まえて、第 3項にて本稿における観光地の魅力の定量的定義を定める。 

 

第 1項 観光統計の現状と限界 

 

観光客は地域の魅力に引き寄せられその地域を訪問することから、観光入込客数は地域

の魅力の大きさを表すものとして考えることができる。観光入込客数は、国や地方自治体な

どにより観光統計としてまとめられている。地方自治体では、観光入込客数をもって、地域

外に対する情報発信等の観光客誘致に対する各種施策の効果の議論や評価を行っている。

しかし、その数値の取り扱いには充分な注意が必要である。 

濱田泰（2011）は日本の国内観光統計について、観光入込客数に関する市町村単位の全国

共通の観光統計がほとんど整備されていない点と、それによって観光振興施策も場当たり

的に行われてきた点について述べている。また、調査によって、集計基準として観光地点毎

に計測した入込客数を単純に足し上げた延べ観光入込客数を用いたり、あるいは、当該地域

を訪れた観光客の実際の数である実観光入込客数（URL 35）を用いたりしており、統一的

な基準で観光客の動態を明らかにできないのが現状である。 

日本における観光統計は、国が行う全国統一の観光統計と地方自治体が行う観光統計が

あり、内容について整理を行いたい。 
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(1) 国が行う観光統計調査 

観光はその形態から宿泊観光と日帰り観光に分類することができる。2009 年までは、こ

の 2 分類全体を対象とする全国統一基準による国内観光調査は実施されていない。2009 年

までは、観光庁は宿泊観光を対象とした「宿泊旅行統計調査」（URL 36）を行っており、日

帰り観光を含む旅行形態全体を対象とする調査は、2010 年から全国統一基準である「観光

入込客統計に関する共通基準」（URL 37）に基づいた「共通基準による観光入込客統計」

（URL 38）が発表されている。また、国土交通省は幹線交通機関における旅客流動の実態

を網羅的に把握することを目的として、1990年から「全国幹線旅客純流動調査」（URL 39）

を行っている。国が行うこの 3点の統計調査について、調査対象者の旅行目的と出発地の明

確化の視点から、各統計調査について順に述べていく。 

 

① 宿泊旅行統計調査 

「宿泊旅行統計調査」（URL 36）は、調査対象施設が全国の旅館、ホテル、簡易宿所、保

養所など約 5 万施設から抽出した約 1 万 8 千施設となっている。調査方法は、宿泊旅行統

計調査事務局から調査対象施設へ調査表を送付し、郵送または電子メールで調査表を回収

する方法で実施されている。この調査からは、延べ宿泊者数と実宿泊者数を読み取ることが

できる。調査項目の宿泊客の旅行目的については、宿泊客の旅行目的が観光かビジネスであ

るかを、調査回答者である宿泊機関が主観的に判断したおおよその割合の合算数値である。

よって、各行政区域における観光を目的とした宿泊客の入込を明確に表したものとは言え

ず、参考とするには限界があると考えられる。また、調査項目には宿泊者の出発地は設定さ

れておらず、どこからの来訪者なのかを当調査からは知ることはできない。  

 

②「観光入込客統計に関する共通基準」に基づいた「共通基準による観光入込客統計」 

「観光入込客統計に関する共通基準」（URL 37）に基づいた「共通基準による観光入込客

統計」（URL 38）は、調査対象を日本人と訪日外国人に分け、日本人は更に観光目的客とビ

ジネス目的客に分類される。そして、分類ごとに都道府県単位の年間観光入込客数、一人あ

たりの観光消費額単価と各都道府県における年間観光消費額の 3 項目で結果を集計してい

る。また、この内訳として県内観光客と県外観光客別に集計され、最後に宿泊と日帰りの旅

行形態毎に数値がまとめられている。訪日外国人は、都道府県単位の年間観光入込客数、一

人あたりの観光消費額単価と各都道府県における年間観光消費額の 3 項目が設定され、そ
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れぞれを旅行目的別、旅行形態別に数値がまとめられている。この統計により、各都道府県

単位の観光客の内訳を把握し都道府県間の比較を行うことが可能となった。しかし、大阪府

や沖縄県など複数の府県の数値は発表されていない。また観光入込客の出発地が明らかで

なく、各都道府県における観光客誘致施策等への利用には限界がある。また、香月（2015）

や畠田・四本・韓（2015）が指摘するように、当調査における観光入込客数と都道府県が発

表している観光入込客数に齟齬が見られる。また、各都道府県内の各市町村単位の観光入込

数も当調査発表資料では明示されておらず、都道府県を構成する市町村においても調査結

果の利用は限定されざるを得ない。 

 

③ 全国幹線旅客純流動調査 

国土交通省は、1990 年から「全国幹線旅客純流動調査」（URL 39）を行っている。当調査

は、都道府県域を超える幹線交通機関を利用した旅客の実際の出発地から目的地への流動

調査であり、通勤・通学を目的とした流動を除いたものである。また、調査対象者の旅行目

的をビジネスと観光に明確に分類している。このため、観光客の動態が明確であり、都道府

県にとっては観光施策立案において有効なデータであると考える。更に全国 47都道府県を

207ヵ所に細分化し区分設定しているのが特徴である。また、全国統一基準を用いて調査し

ており比較分析が可能である。しかし首都圏、中京圏、近畿圏の三大都市圏内の流動は、都

道府県内の移動と同様のものとみなして調査対象外となっている。従って、三大都市圏にお

いては近接地からの日帰り観光客の数値を読み取ることができない。大都市近隣地域にお

ける観光入込客数においては、日帰り観光客が占める割合は高い。例えば、京都市が調査を

行う「京都観光総合調査」（URL 40）によると、京都市においては、全来訪者数に占める近

畿地方内からの来訪者数は全来訪者数の 36.7%を占めている。従って、これらの都府県で

の観光施策立案における日帰り観光客の誘致策に対しては、当データを使用することはで

きない。また、都道府県内を複数の地域別に区分した調査のため、市町村単位での観光施策

立案の際には、一定程度の参考値とならざるを得ない。 

 

(2) 地方自治体が行う観光統計 

各都道府県や市町村は、観光入込客数に関して各観光施設や地域イベントなどの入場者

数の累計である延べ観光客数を発表している。各観光施設やイベントの個々の入込数は明

確であるが、地方自治体間における比較分析を行う上では、その利用には限界があると考え
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る。筆者はその理由として 4点を挙げたい。 

1点目は、実入込客数が不明確である点である。観光客が１回の旅行において複数の観光

施設に入場した場合は、それぞれが入込客として重複して数えられる。そして得られた数値

に対して、観光客の平均訪問箇所数を除して実入込客数を推定している。しかし、各都道府

県・市町村域への入込客数を示す精度の高いデータではないと考える。 

2点目は、観光入込客数の算出方法である。調査対象である各観光施設は、二つに分類す

ることができる。ひとつは、利用者の大半が域外からの観光客であると一般的に考えられる

宿泊温泉施設や城址等であり、もう一つは動物園やプラネタリウムなど施設利用者におい

て地域住民の占める割合が高いと思われる教育関連施設などである。地域における観光入

込客数は、この 2分類の施設の入場者数の合計値となっており、その値には域外からの観光

客以外に後者の施設利用者である地元住民も観光客として含まれている。 

3点目は、調査対象箇所の経年変化である。単年度開催のイベントや、調査対象となる観

光施設等が追加される事が散見されるが、地方自治体発表資料からは読み取ることが困難

である。例えば、「平成 20年京都府観光入込客調査報告書」（URL 41）によると、京都府南

丹地域の観光入込客数は、2008年の観光入込客数が 5,557,890人で対前年比 137.0%と異常

な伸びを示している。筆者が関係者から聞き取ったところ、これは 2008年から亀岡市内・

京都市内間を運行する嵯峨野観光鉄道のトロッコ列車が調査対象に含まれ、トロッコ列車

の利用者数 963,454人が新たに加わった事による。しかし、発表資料には南丹地域の観光入

込客数の記載のみで、新たな調査地点が加えられた事には触れていない。筆者の聞き取り調

査では、このような例は地方自治体において散見される。延べ入込客数の経年変化から、こ

のような問題点を読み取る必要がある。 

4 点目は、本項で述べた様に調査実施主体者によって調査結果の数値が異なる点である。

例えば滋賀県観光入込客統計調査書（URL 42）によると、2011年の滋賀県の日帰り観光客

数は 44,118千人、宿泊観光客数 3,238千人である。これは、観光庁（URL 43）が発表する

滋賀県の日帰り観光客数 18,461千人、宿泊観光客数 2,602千人と乖離がある。 

このように、日本国内において整備されている各観光統計では、正確な観光客の動向を知

ることができない。複数の調査実施主体者が行う個別の調査結果をもとに、観光客の全体像

を断片的に推測することが可能な状態である。従って、観光振興の目的のひとつである経済

波及効果の算出に際しても、その発表数値に対しては再考の余地があると考える。 
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第 2項 観光地の魅力と、魅力に影響を与える構成要素の定量化に関する先行研究 

 

本項では、最初に観光地の魅力の定量研究について述べ、次に観光地の魅力に影響を与え

る構成要素の定量研究についてレビューする。 

 

(1) 観光地の魅力の定量研究  

観光地の魅力の定量研究に関しては、旅行費用法を用いたものなどが見られる。    

土居（2009）によると、旅行費用法（TCM）は、自然公園などの景勝地や観光イベントな

どのように市場が存在しないか、または完全に機能していない財やサービスであっても、消

費者の移動時間や旅行費用などの往復旅行費用や入場料の合計値である旅行費用を、消費

者が商品に支払う「価格」と見なすことができると考える方法である。自宅から目的地まで

の往復旅費や時間費用は、人々の支払意志額（willingness to pay:WTP）でもあり、市場に

人々の選好が反映されていると考える顕示選好法の代表的分析手法である（土居 2009：

105）。 

旅行費用法を用いた研究としては、小川圭一・漆谷・安（2015）が、訪日外国人観光客を

対象として、京都市内における観光資源としての文化遺産の評価を行っている。「京都市観

光総合調査」のデータを使用し、訪日外国人観光客のそれぞれの居住国から京都市内の各文

化遺産までの移動費用と時間費用、宿泊費を算出し和した金額を、平均訪問観光地数で除し

た値を旅行費用として算出し、評価を行っている。 

また、濱田泰（2011）は旅行費用と誘致率を用いて総旅行費用を算出し、山口県の湯田温

泉を対象にして地域の魅力を定量化している。 

 

(2) 観光地の魅力に影響を与える要素の定量研究 

観光地の魅力に影響を与える要素の定量研究に関しては、個々の研究において定量化さ

れた魅力の定義が異なるため、定義された魅力毎に述べていきたい。 

 

① 観光入込客数と流動数 

まず、味水（2006）は、都道府県の観光入込客数を観光地の魅力と定義し、観光財価格と

観光関連公共投資額、地域資源としてのレクリエーション施設数・展示施設数、自然資源と

して温泉地数、道路インフラ投資額、そして娯楽民間投資額との関係について分析を行って
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いる。そして、分析の結果として時間距離と運賃の合計である観光財価格以外は正の有意な

影響を与える分析結果を得ている。地域の資源に関してはレクリエーション施設数、展示施

設数と温泉施設数等、その対象を限定しており、無形資源は分析対象に含まれていない。 

次に、中村研二・奥（2006）は、都道府県単位の観光入込客数、宿泊人数、温泉地宿泊者

数、観光消費額を従属変数とし、観光インフラストラクチャー（客室数、空港発着数、イン

ターチェンジ数）と娯楽施設（レジャーランド、ゴルフ場、温泉地数など）、歴史・文化資

源（重要文化財、重要伝統的建造物群など）、自然資源、郷土料理数、イベント等を独立変

数として分析をしている。分析の結果、観光入込客数に対しては一部の観光インフラストラ

クチャーと一部の自然景観以外は明確な因果関係がないとしている。また、温泉地宿泊者数

に対しては客室数と温泉地数が正の有意な影響を与え、歴史・文化資源である重要文化財が

強い負の相関関係を示す分析結果となっているが、その解釈については述べていない。 

また、奥村・塚井（2008）は観光旅客流動数を従属変数とし、独立変数として居住地人口、

目的地までの所要時間及び近接地における自然景観、史跡などの限られた資源を設定し、近

接した地域の観光資源が、観光旅客流動に及ぼす影響を明らかにしている。 

そして、早川・後藤（2010）は新幹線や高速道路の開通による交通アクセスの改善が、観

光入込客数に与える影響の分析を行っている。分析の結果として、1990年代初頭までは開通

後直近3年間程度は交通アクセスの改善が入込客数の増加という効果を観光地にもたらし

た事例も存在したが、1990年代初頭以降では交通アクセスの改善自体が観光地の選択行動

に正の影響を与えることは極めて限定的となっていると述べている。 

 

② 観光消費額 

尾崎（2015）は交通機関、飲食施設、宿泊施設等の観光インフラストラクチャー、観光資

源、観光プロモーション、定期航路座席数、ホテル客室数、旅行パッケージツアー数等が観

光消費額に与える影響について述べ、一部を除き観光資源は観光消費額に影響を及ぼさな

いと述べている。 

 

③ 旅行需要やその頻度 

Troy, Gang and David（2016）はカリブ海を対象として分析を行い、出発地から目的地へ

の距離と両地点の気候の類似性が観光需要に影響を与えるとしている。 

また、Bull（1991）は、旅行需要の頻度について距離減衰関数（distance decay function）
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を示し、時間費用や移動費用が極めて高ければ需要頻度は小さく、時間費用や移動費用が低

下すれば需要頻度は増加すると述べ、また時間費用や移動費用が一定水準以下になると需

要頻度は再び減少すると述べている（Bull 1991：45-6） 。 

 

④ 市場における競争力 

 市場における観光地間の競争力も、観光地の魅力を表すものと考えることもできる。

Dwyer, Forsyth and Rao（2000）は、19の観光地を対象として国際価格競争力の要因分析

を行い、価格競争力は交通費用と宿泊費等の滞在費に影響を受けることを示している。 

また、Melian and Garcia（2003）はビーチリゾート地を対象として分析を行い、公共交

通機関、宿泊施設や食事箇所、地域の雰囲気、ホスピタリティや安全性などが、市場におけ

る観光地の競合力にあたえる影響について述べている。 

 

⑤ 観光客による主観的評価 

田中耕市（2016）は、ブランド総合研究所が行った「地域ブランド調査」の地域の魅力度

ランキングデータを使用し分析を行っている。ブランド総合研究所の調査では、地域の魅力

度を観光客に対するアンケート調査による主観的評価25としている。分析においては、従属

変数である地域の魅力度に対して独立変数を観光意欲度と居住意欲度として回帰分析を行

い、観光意欲度と居住意欲度が地域の魅力に正の有意な影響を与えているとしている。しか

し、居住意欲度との多重共線性の問題から認知度を説明変数から除外しているように、当調

査で発表されている魅力度は、認知度に強く影響を受けていると述べ、地域の本来の魅力を

表しているものではない趣旨を結論として述べている。   

また、田中耕市（2017）は、ブランド総合研究所が 2016年に行った同調査データを使用

し、地域の魅力度に対して観光・レジャー、農林水産・食品、生活・買物の利便性、歴史等

との因果関係を分析している。分析の結果から魅力度の向上には観光・レジャーの機能を高

める事が最も効果的であるとしている。また、同調査データにおける魅力度が具体的に地域

のいかなる点について評価されたものであるかが明確とされていない点も指摘している。  

 

 
25 田中耕一（2017）は、観光客に対するアンケートを用いて、当該地が「とても魅力的」

「あまり魅力を感じない」などの 5つの選択肢を用いて回答を集計し数値化したものと述

べている。 
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(3) 観光地の魅力に関するその他の定量研究 

観光地の魅力が、他に影響を与える定量研究もみられる。 

まず、奈良（1996）は、観光客の誘致率と移動距離の因果関係について述べ、観光地の魅

力が大きければ観光客の誘致圏域は広くなり移動距離の拡大による観光客誘致率低下は低

く、魅力が小さければ観光客の誘致圏域は狭く観光客誘致率低下は大きくなるとしている。

そして、観光客は一般的に距離が遠くなるほど少なくなるが、大都市圏からの観光客数は観

光発生量が大きいことから、遠距離でも近距離客より多いこともあると述べている（奈良 

1996：200-1）。 

次に、観光客が訪問先で受けたイメージが、旅行後に行う他者への推奨に与える影響の研

究もなされている。Bigne, Sanchez and Sanchez（2001）は、消費者が観光地を訪れた際に

得られて印象に残った訪問先のイメージが、当該地への再訪問や他者への推奨に与える影

響を定量的に明らかにしている。また、Beerli and Martin（2004）は、訪問先のイメージ

と訪問後の評価の関係性について述べ、旅行中に受けたイメージが滞在先の満足度や再来

訪意向に影響をあたえ、これらが旅行終了後に他人への推奨へ影響を与えることを明らか

にしている。 

鎌田・山内（2006）は、「観光資源」、「アクセシビリティ」と「観光政策・事業」という

3つの要素で構成されるものを「観光地の魅力度」と定義し、観光入込客数に与える影響の

分析を行っている。分析手法として、まず因子分析を通じて観光地の魅力度を評価している。

分析の結果抽出された因子数は5つで、第１因子は自然資源、第2因子は施設型の観光、第3

因子は大都市、第4因子は海洋資源、第5因子は温泉地としている。次に5つの因子が都道府

県単位の観光入込客数に与える影響について、回帰分析を行っている。分析の結果は、もっ

とも強く観光入込客数に影響を及ぼしている因子は第3因子で、因子分析の結果、飲食店や

ホテルなどが上位にあり、次に影響が大きい因子は第2因子で、レジャーランドやゴルフ場

などが寄与しているとしている。この分析結果は、既存の施設型の観光資源を中心に変数と

して設定しているため、因子に含まれる飲食店数などが多い大都市が観光入込客数に与え

る影響が高くなるのは必然と考えられ、地方を対象とする場合には他の変数の設定も必要

と考えられる。また、各地方自治体における観光入込客数の基準が、実入込客数と延べ入込

客数が混在するなど観光統計の統一基準がないことから、行った分析は分析手法に対する

一つの提案であると述べるにとどまっている。 
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この様に、これまでの研究では、魅力の定量化として交通量、観光入込客数、旅行費用法、

観光消費額、旅行需要やその頻度などが着目されている。一方で、魅力に影響を与える変数

としての観光資源は、その一部のみが変数として設定されている。そして、日本全国を対象

とした研究は存在せず、また地域の全ての観光資源を網羅した定量的研究はみられない。さ

らに、本稿の目的である観光資源と観光資源に基づく観光地ブランド形成が、観光地の魅力

向上に与える影響に関しては明らかにされていない。 

 

第 3項 本稿における観光地の魅力の定量的定義 

 

本稿では、分析対象を日本全国としており、本章の観光地の魅力の定量化も日本全国を対

象としている。従って、魅力の定量化にあたっては、全国で共通した基準に基づき算出を行

う必要がある。この条件下における観光地の魅力の算出を考えた場合、先行研究に見られる

訪問後における他者への推奨、市場における競争力、旅行需要やその頻度などは、全国で統

一された調査データは無い。また、観光消費額はその算出に用いる観光庁や各地方自治体の

観光統計における観光入込客数のデータ自体に限界がある。一方、国土交通省が行う「全国

幹線旅客純流動調査」の流動調査データは、全国統一基準で行われており実流動数を正しく

表現している。しかし、奈良（1996）が述べる観光客の誘致率と移動距離の因果関係を鑑み

ると、大都市圏からの観光客数は観光発生量が大きくなる（奈良 1996：200-1）など、実流

動数は移動距離別の出発地の居住人口に影響を受けるため、OD 間の流動調査データの単体

では、地域の魅力を共通基準で表したものとは言えない。一方で、旅行費用は、観光客が観

光地を訪問するために要する交通費と時間費用であり、基本的に全国の OD 間において共

通基準で算出でき定量化が可能である。  

 以上の理由から、本稿における観光地の魅力の定量的な指標を観光客が観光地を訪問す

るために要する交通費と時間費用の和と定義する。 

 

第 2節 日本全国を対象とした総旅行費用による観光地の魅力の定量化 

 

本節では、日本全国を対象として総旅行費用の算出によって、全国各地の観光地としての

魅力の定量化を行う。 

最初に、第 1項にて本分析における観光地の魅力の定量化の方法について述べる。次に第
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2 項にて、観光地の魅力を算出する地域の定義を行い、第 3項にて使用するデータと総旅行

費用を算出する定義式を示す。そして、第 4項にて総旅行費用による観光地の魅力度の定量

化結果を示し、第 5項にて日本全国各地域の観光地としての魅力度の分布と、利用交通機関

別の総旅行費用の構成比を示す。 

 

第 1項 本分析における観光地の魅力の定量化 

 

本節では、観光地の魅力を経済的価値として観光客が観光地を訪問するために要する交

通費と時間費用の和を総旅行費用として算出する。総旅行費用の算出に関しては、第 3項に

て総旅行費用算出に用いるデータと算出の定義式を定める。  

 

第 2項 地域に対する定義 

 

(1) 観光地の地域設定に関する先行研究 

観光地の地域設定についての考え方は、服部ほか（1992）は、観光地の規模体系による分

類を行い「観光地」、「観光地域」、「観光圏域」、「観光ブロック」など 4つの区分を用いてい

る。「観光地」とは、一般的に単一の観光資源からなる地域で、市町村レベルの行政や地域

住民に特に関係が深く、狭い範囲に観光活動を展開する地域としている。次に、「観光地域」

とは、都道府県レベルの行政や住民と関係が深く、いくつかの観光地を組み合わせたやや広

い範囲の地域としている。そして、「観光圏域」は国立公園や国定公園など、いくつかの観

光地や観光地域を包含する広い範囲として設定し、「観光ブロック」は既存の地方分類を用

いて、全国を北海道、北東北、南東北、北関東、南関東、中部、北陸、東海、北近畿、南近

畿、山陰、山陽、四国、北九州、南九州の 15に分類している（服部ほか 1992：19-21）。次

に、室谷（1998b）は観光地の区分を一連の観光行動が行われるエリアとして一定のまとま

りのある最小の単位と定義している。そのうえで、メッシュ的な厳密な定義は現実にそぐわ

ないと指摘している。その理由としては、稲田（2012）が述べるように地形や文化等を単一

行政区域単位で明確に区分することの困難さ（稲田 2012：34）が考えられる。 

また、地方においても高速道路網等の拡充等整備が進められている今日においては、一般

的に観光客の行動範囲は単一の市町村行政区域のみの訪問から、市町村行政区域の境界に

制限されることなく複数の地域を巡る広域観光の傾向にある。従って、単一の市町村行政区
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域単位で区分するのは現実にそぐわないと考える。ブランド総合研究所（URL 44）は、調

査対象地域の設定にあたっては行政区域を用い、全国 47都道府県と全国 1,000の市区町村

を調査対象地域の単位としているため、各地方自治体にとって分析結果は利用しやすいも

のとなっている。しかし、調査対象地域設定を行政区域単位としているが故に、複数の隣接

地域に広がる文化的な繫がり等は加味されておらず、地域の歴史や文化の観点においては

分析結果には限界があると考える。観光庁（URL 45）による広域観光圏認定においても、

その基本方針において観光圏の区域の設定にあたっては、既存の行政区域にとらわれず、自

然、歴史、文化 等における観光地間の密接な関係に加え、生活圏としての関係を踏まえる

ように定めている（URL 45）。 

 

(2) 本章における地域の定義 

本章の分析にあたっては、地域・当該地とは国土交通省が行う全国幹線旅客純流動調査に

おける 207の区分と定義する。国土交通省（URL 39）は、日本全国を 207に区分し生活圏

として設定している。この生活圏で旅行目的地を区切ることは、次の 2つの理由から妥当で

あると考える。第 1に、観光客は、その旅行において単一の市町村行政区域のみを訪問する

ことは少なく、多くの場合は彼らの居住地と旅行目的地間の往復の移動のなかで、周辺の他

の行政区域もあわせて広域を訪問する。よって、当該地域を市町村単位の自治体区分で設定

すべきでない。第 2に、国土交通省（URL 46）は、生活圏を設定する際に、観光資源をつ

ないだ回遊性など地域の魅力を共有できる合理的な区域として設定し、生活圏の形成に取

り組むにあたっての留意ポイントについて、次の 2 点を述べている。 

 

＜圏域の考え方＞ 

・住民の生活行動は既に市町村の区域や枠組みを越えて行われていることから、生活サ 

ービス機能を市町村が単独で維持することに囚われず、住民の生活行動実態に合わ

せて広域的な取り組みによって生活サービス機能を効率的･持続的に確保していく

との観点から圏域の範囲を考える 

・圏域の範囲は、住民の生活行動実態に即したものであるのみならず、流域などの自然   

環境条件、地域で生活する人々に共通する帰属意識、観光資源をつないだ回遊性、災  

害リスクの共有状況など地域の魅力･潜在力や課題を共有できる合理的な区域とす

る（URL 46）。 
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以上の理由により、本章の分析における地域・当該地とは、国土交通省が行う全国幹線旅

客純流動調査における 207の地域区分とする。 

 

(3) 出発居住地区と観光目的地区の設定 

本章における地域の定義とした、全国幹線旅客純流動調査における地域区分は、複数の市

町村行政区域を含む広域で設定されている。従って、総旅行費用の算出に際して、出発地と

なる市町村行政区域と目的地となる市町村行政区域の設定が必要となる。 

本章では、各都道府県および各市町村が発表する観光統計を使用して、各地域内で最も多

くの観光入込客数を有する市町村行政区域を主たる観光目的地区として設定する。出発地

区の設定に関しては、各地域を構成する市町村行政区域のうち、最大人口数を擁する市町村

行政区域を出発居住地区として設定する26。 

地区設定の方法については、以下にて、各生活圏における主たる観光目的地区、出発居住

地区の設定例を示す。 

地区設定について、神奈川県内の生活圏としての相模原地域を例に挙げると、相模原地域

に含まれる市町村行政区域は、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、茅ケ崎市、

逗子市、三浦市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、葉山町、寒川町、

大磯町、愛川町、清川村の 19市町村である。表 2は、2015年の相模原地域の各市町村にお

ける総務省が発表する「平成 28年 1月 1日住民基本台帳人口・世帯数、平成 27年（1月 1

日から同年 12月 31日まで）人口動態（市区町村別）（総計）」（URL 47）による人口と、神

奈川県が発表する「平成 27年入込観光客調査」（URL 48）における観光入込客数を示した

ものである。生活圏である相模原地域においては、表 2の各市町村の値から、観光入込客

数が最多である鎌倉市を観光目的地区とし、人口が最多である相模原市を出発居住地区と

して設定する。 

 

 

 

 

 

 

 
26 詳細は Appendix の 1.全国幹線旅客純流動調査が定める 207生活圏における本章の主た

る観光目的地区と出発居住地区の設定を参照。 
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表 2  2015 年 相模原地域内各市町村の観光入込客数と人口   （単位：千人） 

 
（出所）総務省「平成 28 年 1月 1 日住民基本台帳人口・世帯数、平成 27 年（1月 1 日から同年 12月 31 日

まで）人口動態（市区町村別）（総計）」（URL 47）と神奈川県「平成 27 年入込観光客調査」（URL 48）を

用いて筆者が作成した。 

 

第 3項 使用するデータと総旅行費用算出の定義式 

  

第 3項では、本章の分析における各変数の設定について述べる。 

 

(1) 使用するデータ 

 本章の分析においては、本章第 1節の観光統計の現状と限界の議論を踏まえて、国土交通

省が 2015年に実施した第 6回全国幹線旅客純流動調査データ（URL 49）の中から、以下に

述べる理由に基づき使用するデータを定める。 

 

① 調査対象と旅行目的 

全国幹線旅客純流動調査では調査対象となる幹線旅客流動を、日常生活圏を越える都道

府県間の国内客流動を対象としている。また、通勤・通学における移動を除き、旅行者の旅

行目的を仕事、観光、私用、その他の 4つに分類している。 

調査対象が以上の条件で設定されているため、本章における分析に必要な観光を目的と

する流動者数データを使用することが可能である。  

  

② 都道府県間流動表と 207生活圏間流動表 

 全国幹線旅客純流動調査データには、都道府県間流動表と 207 生活圏間流動表の 2 種類

の流動表がある。両流動表とも、「出発地から目的地」への流動データと「居住地から旅行

先」への流動データの二種類がある。「出発地から目的地」は、流動調査における実際の出

市町村名 相模原市 横須賀市 平塚市 鎌倉市 藤沢市 茅ケ崎市 逗子市

観光入込客数 13,767 8,732 6,922 22,926 18,335 3,024 889

人口 716.6 414.6 257.5 176.9 426.0 241.2 59.9

市町村名 三浦市 厚木市 大和市 伊勢原市 海老名市 座間市 綾瀬市

観光入込客数 5,918 3,387 1,951 1,914 242 418 112

人口 45.9 225.5 234.6 99.8 130.6 129.7 85.2

市町村名 葉山町 寒川町 大磯町 愛川町 清川村

観光入込客数 611 1,897 856 1,276 1,851

人口 33.4 48.3 33.0 41.1 3.0
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発地、目的地で集計しているのに対し、「居住地から旅行先」では、幹線旅客の居住地から

の流動を捉えたものである。まず、「出発地から目的地」へのデータは居住地の概念はなく、

そのデータの示すものは本稿の分析目的と異なるものである。次に、「居住地から旅行先」

へのデータについて述べる。居住地とは、旅客の居住している地域である。そして、旅行先

とは、旅客が訪問した旅行先の地域であり、居住地が出発地に一致する場合の目的地である。

すなわち、旅客の居住地から目的地への流動を捉えたものである。次に、都道府県間流動表

と 207 生活圏間流動表の違いを述べると、都道府県間流動表は都道府県間の流動を利用交

通機関毎に捉えたものであるが、旅行者の旅行目的別の分類は行われていない。一方で、207

生活圏間流動表は、生活圏間の流動を利用交通機関毎に捉えたもので、更に旅行者の旅行目

的別の分類も行われている。 

本章の分析においては、観光目的流動データが必要であることから、207生活圏間流動表

における「居住地から旅行先」への流動データを使用する。 

 

③ 207生活圏間流動表の「居住地から旅行先」への流動データ 

 207 生活圏間流動表の「居住地から旅行先」への流動データは、利用交通機関別流動表、

代表交通機関別流動表の 2つのデータに分かれている。そして、各流動表は平日の流動と休

日の流動および年間の流動に、それぞれ分類されている。また、平日と休日の流動データは

旅行目的別に分類されているが、年間の流動データは旅行目的別に分類されていない。 

利用交通機関別流動表とは、異なる複数の幹線交通機関を乗り継いだ場合、出発地から目

的地までの１つの流動量を、複数の幹線交通機関それぞれごとに集計した延流動数である。

例えば、1つの流動で鉄道と航空を利用した場合は、鉄道、航空のそれぞれの流動表に同量

計上している。一方、代表交通機関別流動表とは、異なる幹線交通機関を乗り継いだ場合、

出発地から目的地までの１つの流動量を、１つの幹線交通機関に代表させて集計した実流

動数であり、純流動数としている。複数の幹線交通機関を乗り継いだ場合の代表交通機関は、

距離の長短等にかかわらず、『①航空、②鉄道、③幹線旅客船、④幹線バス、⑤乗用車等』

の優先順位で定義されている。 

このように、利用交通機関別流動表は複数の交通機関を利用した場合においては、1つの

流動量をそれぞれの利用交通機関に同量計上しており、代表交通機関別流動表は、異なる幹

線交通機関を乗り継いだ場合、１つの幹線交通機関に代表させて集計した実流動数で表し

ている。 
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従って、本章の分析においては、観光地の魅力として総旅行費用の算出を行うことから、

実流動数を表す代表交通機関別流動データを使用することとする。また、本章の分析は観光

の観点から行うものであることから、休日でかつ旅行目的が観光である流動データを使用

することとする。 

 

(2) 総旅行費用の算出の定義式 

 

① 総旅行費用算出の定義式 

本章においては、観光地の魅力の経済的価値として観光客の総旅行費用を算出する。 

総旅行費用は、以下の通り定義する。 

 

TC＝ME＋TV 
 TC：総旅行費用  

ME：移動費用  

TV：時間費用  

 

② 移動費用の算出と定義式  

移動費用は、観光客が出発地から到着地までの交通手段に支払う費用で、一般的には航空

機、鉄道、船舶、自家用車など利用交通機関毎に算出される。訪問地全体の移動費用は当該

地の来訪者それぞれが交通機関等に支払った金額の総和とする。移動費用の定義式は以下

となる。 

 

ME＝∑ 𝑡𝑐𝑖
𝑛
𝑖=1 ×𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖   

  ME：移動費用 

𝑡𝑐𝑖：旅行者の出発居住地区(i)から当該地への交通機関毎の利用料金 

𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖：旅行者の出発居住地区(i)から当該地への訪問者数 

n：出発居住地区の数 

 

(ア)交通機関毎の利用料金  

全国幹線旅客純流動調査では、OD 別交通サービス水準として、代表交通機関別に 207生

活圏間の相互の移動に要する所要時間、費用、距離が発表されている。この OD 別交通サー

ビス水準における OD 間の発地と到着地の設定は、都道府県庁が所在する生活圏において

は都道府県庁所在地とし、その他の生活圏に関しては生活圏内で人口が最も大きい市町村
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の役場をとしている。一方で、本稿における観光地の地域定義は本節第 2 項で述べたよう

に、到着地については各生活圏内で最も多くの観光入込客数を有する市町村行政区域を、主

たる観光目的地区として設定している。このように、到着地の定義が異なることから、本稿

においては、全国幹線旅客純流動調査の OD 別交通サービス水準における 207 生活圏相互

の所要時間、費用、距離は使用しない。 

本稿では全国幹線旅客純流動調査における代表交通機関毎の利用料金は、次に述べる手

順にて算出する。 

まず、出発地は出発居住地区内における当該市町村行政区域内の JR 主要駅または私鉄主

要駅とする。鉄道駅が存在しない場合は当該市町村行政区域における地方自治体庁舎とす

る。到着地に関しては、主たる観光目的地区における当該市町村行政区域内の JR 主要駅ま

たは私鉄主要駅とする。鉄道駅が存在しない場合は、当該市町村行政区域内の地方自治体庁

舎とする。なお、宮古島および奄美大島に関しては、当該市町村行政区域内の地方自治体庁

舎と空港間の公共交通機関が確認できないことから、出発地及び到着地としては当該市町

村行政区域内における各空港とする。また、出発地と到着地間の移動経路については、Hall

（2008）が述べる「ツーリズムの 6法則」（Hall 2008：21-4）に従い、最短移動時間の経路

とする。 

 次に利用料金と移動経路については、交通機関ごとに次の手順によって求める。 

まず、航空機利用と鉄道利用に関しては、ヤフー株式会社の提供サービスを使用して最短

所要時間の移動経路を調べ、当該移動経路に掛かる利用料金を求める。なお、利用料金の内、

航空運賃は既存の FSC（Full Service Carrier）と LCC（Low Cost Carrier）では、その金

額が異なり、FSC においても各種割引運賃が存在する。また、旅行代理店が主催し販売す

る募集型企画旅行27の場合は、商品に含まれる航空運賃額を計ることは不可能である。そし

て、比較分析を行うにあたり金額算出においては統一基準が必要なことから、本分析におけ

る OD 間の航空運賃に関しては、FSC の正規運賃をもちいる。OD 間によっては LCC のみ

が就航している場合があるが、この場合は当該 LCC の運賃を適用する。また、出発・到着

地双方の各々の最寄り空港までの利用交通機関は公共交通機関とし、鉄道またはバスとす

 
27 JTB 総合研究所によると、募集型企画旅行とは、旅行業法で定められた旅行契約形態の

一つで、旅行会社が旅行の目的地及び日程、運送や宿泊などの旅行サービスの内容と旅行

代金を定めた旅行に関する計画を作成し、パンフレットなどで旅行者を募集して実施する

旅行のことであり、一般的にはパッケージツアーと称される旅行である（URL 50）。 
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る。次に乗用車利用に関しては、株式会社ナビタイムジャパンの提供サービスを使用して最

短所要時間の経路を調べ、当該移動経路上で発生する高速道路通行料金と移動に要したガ

ソリン代を求める。表 3は国土交通省が行う「自動車燃料消費量調査」（URL 51）データ

であり、表 4は経済産業省資源エネルギー庁が行う「石油製品価格調査」（URL 52）デー

タである。ガソリン代の算出は、OD 間の移動距離に実走行燃費と 1ℓ あたりのレギュラー

現金価格を乗じて算出する。実走行燃費の算出は、自家用車の燃料総消費量を総走行キロで

除して求める。燃料総消費量は、表 3に掲げる自家用旅客利用の普通車、小型車、乗用車

（ハイブリッド）と軽自動車の燃料消費量を和した値を用い、総走行キロは表 3に掲げる

自家用旅客利用の普通車、小型車、乗用車（ハイブリッド）と軽自動車の走行キロを和した

値を用いる。そして、1ℓ あたりのレギュラー現金価格は、表 4を用いて、OD 間の各流動

データの出発居住地区におけるレギュラー現金価格を設定する。 

なお、出発時間に関しては航空機利用、鉄道利用、自動車利用とも、全て午前 6時として

基準を設定する。 

 

表 3 自家用車の燃料消費量と走行キロ（2015 年） 

 
（出所）国土交通省『自動車燃料消費量調査』の「総括表（1）燃料消費量の推移 

（ガソリン）」と「総括表（2）走行キロの推移」（URL 51）をもと筆者が作成した。 

 

表 4 レギュラー現金価格（¥/ℓ）（調査日：2015年 11月 2日） 

  
（出所）経済産業省資源エネルギー庁「石油製品価格調査」（URL 52）をもとに筆者が作成した。 

 

（イ）当該地への訪問者数 

当該地に対する訪問者数は、国土交通省が 2015 年に実施した第 6回全国幹線旅客純流動

調査データ（URL 49）を使用する。 

 

普通車 小型車
乗用車

（ハイブリッド）
軽自動車

燃料消費量
（キロリットル）

13,189,953 13,360,903 3,650,426 11,694,729

走行キロ
（千ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

116,134,562 155,172,915 58,257,923 160,606,578

自家用旅客

都道府県名 北 海 道 青  森 岩  手 宮  城 秋  田 山  形 福  島 茨  城 栃  木 群  馬 埼  玉 千  葉

価格（￥/ℓ） 131.7 131.5 130.5 127.7 128.0 134.2 131.3 128.7 130.9 128.3 127.4 129.1

都道府県名 東  京 神奈川 新  潟 長  野 山  梨 静  岡 愛  知 岐  阜 三  重 富  山 石  川 福  井

価格（￥/ℓ） 134.9 129.2 132.4 136.2 132.3 134.6 130.4 134.6 131.7 134.5 131.9 132.9

都道府県名 滋  賀 京  都 奈  良 大  阪 兵  庫 和歌山 鳥  取 島  根 岡  山 広  島 山  口 徳  島

価格（￥/ℓ） 133.5 137.0 132.8 131.1 131.4 138.0 131.6 137.2 132.1 133.1 132.7 128.1

都道府県名 香  川 愛　媛 高  知 福  岡 佐  賀 長  崎 熊  本 大  分 宮　崎 鹿児島 沖  縄

価格（￥/ℓ） 133.9 134.1 139.9 132.5 137.1 141.2 131.7 135.2 132.3 142.2 130.7
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（ウ）訪問者の利用交通手段 

訪問者の OD 間における移動手段は、乗用車及び鉄道、航空機を設定する。そのサンプル

数を表 5に示す。  

 

表 5 代表交通機関別・旅行目的別サンプル数         （単位：人/日） 

 
（出所）国土交通省「第 6 回（2015 年度）全国幹線旅客純流動調査・生活圏間流動表（居住地から 

旅行先）【代表交通機関別旅行目的別流動表】休日データ」（URL 49）を用いて、筆者が作成した。 

 

魅力度の定量化にあたって、船舶を代表交通機関とした観光旅客については、出発地から

港までの利用交通手段の識別が不可能であり移動費用および時間費用の算出を行うことが

できない。また代表交通機関がバスとする流動サンプルについては、ヤフー株式会社提供サ

ービスや JTB 時刻表（2015）等を使用しても出発地から到着地への移動経路が不明な区間

が存在し、移動費用および時間費用とも算出が困難である。さらに、両サンプルともサンプ

ル全体に占める割合が、船舶利用が 0.19%、バス利用 1.5%である。また、後述の新潟県佐

渡地域の流動数においては、代表交通機関を乗用車とするデータが 67サンプル存在するな

ど代表交通機関の定義に従えば、船舶とすべきと推測されるサンプルが正確に反映されて

いない点も存在する。よって、移動費用および時間費用の算出誤差の拡大を防ぐために、船

舶およびバス利用を代表交通機関とするデータは分析の対象外とする。  

  

③ 時間費用の算出と定義式 

Powell （2001）によると、人々はより速い移動に対してより多くの金額を支払う意思が

あり、人々が時間節約に対して支払う費用が時間費用である（Powell 2001=2008:62）。時間

費用は、観光客が移動に要した時間に旅行者の居住地の時間価値を乗じた値で表すことが

できる。訪問地全体の時間費用は当該地の来訪者それぞれが移動に要した時間費用の総和

とする。 

時間費用の定義式は、以下となる。 

 

代表交通機関 乗用車 航空機 鉄道 船 バス 計
旅行目的：観光 2,253,783 134,633 314,211 5,115 41,089 2,748,831

旅行目的：仕事 114,173 62,612 171,873 1,351 11,739 361,748

旅行目的：私用 1,427,599 69,808 314,668 4,528 53,533 1,870,136

旅行目的：その他 495,141 12,479 34,091 1,235 10,303 553,249

旅行目的：不明 398,460 7,760 19,673 0 0 425,893

サンプル数　計 4,689,156 287,292 854,516 12,229 116,664 5,959,857
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TV=∑ (𝑚𝑡𝑐𝑖 × 𝑡𝑣𝑖)
𝑛
𝑖=1 ×𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖 

TV：時間費用  

𝑚𝑡𝑐𝑖：旅行者の出発居住地区(i)において、移動に要した時間（単位は分） 

𝑡𝑣𝑖：旅行者の出発居住地区(i)の時間価値（単位は分） 

𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖：旅行者の出発居住地区(i)から当該地への訪問者数 

n：出発居住地区の数 

 

(ア）移動に要した時間   

移動に要した時間の算出は、本項①の移動費用算出によって求めた経路において、移動に

要する時間を分単位で算出する。 

 

(イ）時間価値の算出と定義式 

時間価値については、厚生労働省が発表する「毎月勤労統計調査地方調査（2015 年）」（URL 

53）を使用し、都道府県別「県民一人当たり現金給与金額」に記載の各旅行者の居住地の一

人当たりの現金給与額を、各旅行者の居住地の「月間総労働時間」で除して分単位で算出す

る。そして、Powell（2001=2008）によると、英国での一般的な時間価値に対する考えとし

て、余暇トリップや通勤トリップの移動に費やす時間には、移動者の平均賃金の約 3分の 1

の費用がかかるのが妥当であるとしている（Powell 2001=2008:237）。日本国内では、大野

英治（2000）や濱田泰（2011）はレクリエーションに費やす時間価値は、通常の賃金率の 25

～50%程度であると述べている（大野英治 2000：44；濱田泰 2011:40）。本分析においては、

大野英治（2000）と濱田泰（2011）の説に従い時間価値を 2分の 1に換算して使用する。 

時間価値の定義式は以下となる。 

 

𝑡𝑣𝑖=
𝐽𝐺𝑖

𝐽𝑀𝑖
×0.5 

𝐽𝐺𝑖：旅行者の出発居住地区(i)の一人当たりの現金給与金額（月） 

𝐽𝑀𝑖：旅行者の出発居住地区(i)の月間総労働時間（分） 

0.5：旅行費用に対応するとき、通常の時間価値の半分の価値として換算する。  

 

(3) 分析対象外地域 

① 各地域を構成する市町村行政区域の観光入込客数が未発表の地域 

各地域を構成する市町村行政区域別の観光入込客数が未発表の地域が複数存在し、当該

地域においては、主たる観光目的地区を設定することができない。よって、次に掲げる地域

のデータに関しては、本分析においては算出対象としない。茨城県下館・古河地域、茨城県

鹿嶋地域、東京都全域、山梨県峡北地域、大阪府全域、兵庫県丹波地域、徳島県徳島地域、
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香川県香川西部地域、愛媛県宇和島地域、愛媛県八幡浜・大洲地域、鹿児島県川北薩・串木

野地域、鹿児島県熊毛地域。 

なお、上記の各地域を構成する市町村行政区域の居住人口は明確であるため、これらの地

域は出発居住地区としては設定する。 

 

② 新潟県佐渡地域 

新潟県佐渡地域に関しては、佐渡島への代表交通機関が乗用車とするデータが 67サンプ

ル存在する。佐渡地域の地理的条件から、代表交通機関が乗用車とするデータは代表交通機

関の定義に反することから、当地域は分析の対象から除外する。 

    

③ 主要な国際空港を有する地域 

 本分析で使用する全国幹線旅客純流動調査は、日本国内での訪問先を到着地点としてい

る。そして、国際空港を有する地域への流動数には、国際空港から海外への出国者数も含ん

でいると見なすことができる。すなわち、当該地域への流動数には、国外観光における移動

の経由地としての訪問であり、当該地域が観光目的地ではない流動数も含まれている。従っ

て、当該地域への流動データは、本分析においては使用しないこととする。 

具体的に対象とする空港と地域は、次に述べる 4空港が所在する 4地域とする。表 6は

法務省が発表する「出入国管理統計」（URL 54）から、国内の全空港からの 2015 年の年間

出国日本人数を示したものである。成田国際空港、羽田国際空港、中部国際空港、関西国際

空港の 4空港で、年間日本人出国者数の 91.6%を占めている。よって、本分析においては、

これら 4空港が所在する千葉県成田地域、東京都 23 区、愛知県豊田地域、大阪府堺地域の

4 地域への流動データは使用しないこととする。なお、これら 4地域を居住地とする流動デ

ータに関しては、当該地域を出発居住地区として設定し、他の 3空港の所在地域を到着地す

る流動データ以外は本分析に使用する。 

 

表 6 国内の空港からの年間出国日本人数              （単位：人/%） 

 
（出所）法務省「出入国管理統計・2015 年 月別主要港の出国日本人」（URL 54）をもとに筆者が作成し

た。 

成田国際空港 羽田国際空港 中部国際空港 関西国際空港 その他の空港 合計

出国者数 6,509,232 3,828,254 1,367,533 3,028,657 1,347,716 16,081,392

構成比 40.5% 23.8% 8.5% 18.8% 8.4% －
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④ 東日本大震災において被災した東北地方の太平洋沿岸地域 

表 7は、総務省が発表する「平成 22年 3月 31日住民基本台帳人口・世帯数、平成 21年

度人口動態（市区町村別）」（URL 55）と「平成 29年 1月 1日住民基本台帳人口・世帯数、

平成 28年人口動態（市区町村別）」（URL 56）を用いて、2009年と 2016年における東北地

方の太平洋沿岸地域の居住人口を示したものである。東北地方の太平洋沿岸地域は東日本

大震災の津波被害の影響により、表 7からも明らかなように太平洋沿岸地域の居住人口は

内陸部の居住人口と比較した場合、東日本大震災前の居住人口に対して変化していること

から、地域としては復興途中と考えられる。したがって、他の地域と同条件で定量化を行う

ことは困難である。このことから、分析を行うにあたっては東北地方の太平洋沿岸地域は分

析対象から除外する。対象から除外する具体的な地域は、岩手県釜石・大船渡地域、岩手県

宮古地域、宮城県石巻地域、福島県いわき地域、福島県相双地域とする。  
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表 7 東北地方の太平洋沿岸地域の人口推移 

（単位：人） 

 
（出所）総務省「平成 22 年 3 月 31 日住民基本台帳人口・世帯数、平成 21 年度人口動態（市区町村別）」

（URL 55）、「平成 29 年 1 月 1 日住民基本台帳人口・世帯数、平成 28 年人口動態（市区町村別）」（URL 

56）をもとに、筆者が作成。 

府県 生活圏 対象市町村 平成21年 平成28年 対21年比

岩手県 釜石地区 大船渡市 41,016 38,421 93.70%

岩手県 釜石地区 遠野市 30,455 28,692 94.20%

岩手県 釜石地区 陸前高田市 24,277 20,199 83.20%

岩手県 釜石地区 釜石市 40,338 35,841 88.90%

岩手県 釜石地区 気仙郡住田町 6,376 5,885 92.30%

岩手県 釜石地区 小計 142,462 129,038 90.60%

岩手県 宮古地区 宮古市 60,548 56,031 92.50%

岩手県 宮古地区 山田町 19,461 16,409 84.30%

岩手県 宮古地区 岩泉町 11,318 10,069 89.00%

岩手県 宮古地区 田野畑村 3,976 3,625 91.20%

岩手県 宮古地区 小計 95,303 86,134 90.40%

岩手県 237,765 215,172 90.50%

岩手県 1,107,242 1,129,835 102.00%

岩手県 1,345,007 1,289,470 95.90%

宮城県 石巻地区 石巻市 163,594 148,798 91.00%

宮城県 石巻地区 気仙沼市 74,926 66,733 89.10%

宮城県 石巻地区 登米市 86,289 82,816 96.00%

宮城県 石巻地区 東松島市 43,337 40,270 92.90%

宮城県 石巻地区 女川町 10,232 6,859 67.00%

宮城県 石巻地区 南三陸町 17,815 13,806 77.50%

宮城県 石巻地区 小計 396,193 359,282 90.70%

宮城県 396,193 359,282 90.70%

宮城県 1,933,151 1,970,062 101.90%

宮城県 2,329,344 2,324,466 99.80%

福島県 いわき地区 いわき 349,181 331,920 95.10%

福島県 相双地区 相馬市 38,139 35,939 94.20%

福島県 相双地区 南相馬市 71,732 63,930 89.10%

福島県 相双地区 双葉郡広野町 5,495 5,107 92.90%

福島県 相双地区 双葉郡楢葉町 8,061 7,378 91.50%

福島県 相双地区 双葉郡富岡町 15,868 13,866 87.40%

福島県 相双地区 双葉郡川内村 3,029 2,763 91.20%

福島県 相双地区 双葉郡大熊町 11,405 10,769 94.40%

福島県 相双地区 双葉郡双葉町 7,178 6,240 86.90%

福島県 相双地区 双葉郡浪江町 21,577 18,777 87.00%

福島県 相双地区 双葉郡葛尾村 1,576 1,480 93.90%

福島県 相双地区 相馬郡新地町 8,449 8,038 95.10%

福島県 相双地区 相馬郡飯舘村 6,584 6,250 94.90%

福島県 相双地区 小計 199,093 180,537 90.70%

福島県 548,274 512,457 93.50%

福島県 1,503,352 1,539,169 102.40%

福島県 2,051,626 1,953,699 95.20%

1,182,232 1,086,911 91.90%

4,543,745 4,639,066 102.10%

5,725,977 5,567,635 97.20%

合計(いわき・相双地区）

合計(いわき・相双以外）

合計

三県合計(釜石・宮古・石巻・いわき・相双地区）

三県合計(釜石・宮古・石巻・いわき・相双以外）

三県　総合計

合計(釜石・宮古地区）

合計(釜石・宮古地区以外）

合計

合計(石巻地区）

合計(石巻地区以外）

合計
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第 4項 総旅行費用の算出による観光地の魅力度の算出結果   

 

総旅行費用を算出した各地域の総旅行費用を図 15の地図にて示す28。総旅行費用の値が

高い地域を順に述べると、沖縄県南部地域 1052.0 百万円、北海道札幌地域 956.8 百万円、

福岡県福岡地域 660.4 百万円、千葉県船橋地域 657.5 百万円、静岡県東部地域 599.6 百万

円、熊本県熊本地域 448.6 百万円、そして京都府京都地域が 437.6百万円などとなった。次

に総旅行費用の値が低い地域から順に述べると、長崎県壱岐地域 1.6百万円、京都府南部地

域 1.8 百万円、長崎県対馬地域 3.0 百万円、奈良県南和地域 4.1 百万円、北海道江差地域

4.3百万円、秋田県米代川下流地域 4.4百万円、そして鹿児島県南薩地域が 5.2 百万円など

となっている。 

これらの値から推測されることは、総旅行費用の値が高い地域は交通の要衝または一般

的に著名な観光資源を有する地域である。沖縄県南部地域、北海道札幌地域、福岡県福岡地

域は、それぞれが沖縄、北海道、九州における交通の玄関的地域であり、多くの交通機関の

発着終着地域である。また、静岡県東部地域は熱海や伊豆の温泉郷、富士山といった一般的

に著名な観光資源を有し、千葉県船橋地域は東京ディズニーリゾートを有し、そして京都府

京都地域は多くの歴史的資源を有する地域である。 

 なお、全国幹線旅客純流動調査データは旅行目的地を単一の地域と設定している。そのた

め、複数の地域を訪問する周遊型観光における第 2 訪問地を知ることができない。よって、

算出した観光地の魅力を表す値は、第 2訪問地を表すことができず、自ずと限界をもってい

る。 

 

 

 
28 各地域の総旅行費用の詳細は、Appendix の 2.代表交通機関毎の総旅行費用および全代

表交通機関の総旅行費用を参照。 
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図 15 全国各地域の総旅行費用 

（注）総旅行費用は、全国幹線旅客純流動調査が行われた 11 月の休日 1 日で算出したものである。 
（出所）国土交通省「全国幹線旅客純流動調査 集計ゾーンの区分 図 2 207生活圏ゾーン」（URL 57）の 

地図を用いて筆者が加工した。 

【総旅行費用】 

         (単位:百万円) 
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第 5項 観光地の魅力度の分布と代表交通機関別の構成比 

 

本章では、国内を 207区分に区分して各地域の観光地の魅力の定量化をおこなった。定量

化を行った結果、総旅行費用に関して次の 2点の特徴が見られた。総旅行費用の分布と各旅

行目的地における代表交通機関別の総旅行費用の構成比である。 

 

(1) 観光地の魅力度の分布 

算出した全国の総旅行費用の度数分布を図 16に示す。総旅行費用の算出を行った結果、

総旅行費用が高ければ度数は低く、総旅行費用が低ければ度数は高くなる結果となった。 

次に全国の総旅行費用の分布を、道府県庁所在地域とそれ以外の地域に分けて示す。図 

17 は道府県庁所在地域の総旅行費用の度数分布を示したものであり、図 18 は道府県庁所

在地域以外の総旅行費用の度数分布を示したものである。道府県庁所在地域の総旅行費用

の度数分布と道府県庁所在地域以外の総旅行費用の度数分布は異なる傾向となった。これ

は、各都道府県庁所在地域は一般的に各都道府県における行政、経済、交通などの集積地で

あり、また杜（2010）が述べるように、観光目的地であるだけでなく観光旅客のゲートウェ

イの役割としての訪問を表していると推測される。   

道府県庁所在地域の総旅行費用の値が高い地域から順に述べると、沖縄県南部地域、北海

道札幌地域、福岡県福岡地域、熊本県熊本地域、京都府京都地域、茨城県水戸・日立地域、

岡山県県南地域、宮城県仙台地域、大分県大分地域、長野県長野地域などとなっている。そ

して、総旅行費用の値が低い地域は、三重県中南勢地域、山口県山口地域、秋田県秋田臨海

地域、鳥取県東部地域、岐阜県岐阜地域の順となっている。 

次に道府県所在地域以外の総旅行費用の値が高い地域から順に述べると、千葉県船橋地

域、静岡県東部地域、長野県松本地域、沖縄県宮古・八重山地域、山梨県郡内地域などとな

っている。また、総旅行費用の値が低い地域は、長崎県壱岐地域、京都府南部地域、長崎県

対馬地域、奈良県南和地域、北海道江差地域の順となっている。 
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（単位：百万円）      

 
図 16 全国の総旅行費用の度数分布 

（単位：百万円）    

 
図 17 道府県庁所在地域の総旅行費用の度数分布 

（単位：百万円）    

 
図 18 道府県庁所在地域以外の総旅行費用の度数分布 
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(2) 代表交通機関別の総旅行費用の構成比 

 算出した全国の総旅行費用を基にして、各地における代表交通機関別の総旅行費用の構

成比を図 19に示す。図 19から明らかであるように、北海道地方および沖縄地方の代表交

通機関別の総旅行費用の構成比は、本州・四国・九州の各地方の代表交通機関の構成比と異

なり、航空機利用が占める割合がそれぞれ 75.5％と 100％となった。これは、地勢上の条件

によって、他の地方から自動車および鉄道利用による移動に制限があることを示している。

また、北海道地方の乗用車利用の総旅行費用の構成比 22.2%は、北海道地方内の流動であ

る。 

（単位：%）  

 
図 19 各地方の代表交通機関別の総旅行費用の構成比 

 

このように、本章では全国を 207地域に区分し、各地域の総旅行費用を算出する事によっ

て観光地としての魅力の定量化を行った。では、どのような要因が観光地としての地域の魅

力の向上につながるのであろうか。次章では、本稿の仮説を構成する観光地ブランドの定量

化を図りたい。 
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第 5章 観光地ブランドの定量化と観光地のクラスター分析 

 

 本章では、第 3章にて定義を行った観光地ブランドの明確化のレベルの定量化（以下、観

光地ブランドの定量化）を行い、算出したこの値と観光資源数を用いて日本各地を対象に観

光地のクラスター分析を行う。 

 観光地ブランドの定量化を行うにあたり、最初に第 1節にて、観光地ブランドとその構成

要素の定量化に関する先行研究をレビューし、観光地ブランドの定量研究の現状を確認す

る。次に第 2節にて、日本全国を対象として、本稿で定義した観光資源の 3分野の観光資源

数をもとに、観光資源の分野別集中度をハーフィンダール・ハーシュマン指数を用いて算出

し、観光地ブランドの定量化を行う。そして、第 3節では算出したこの値と観光資源数を用

いて観光地のクラスター分析を行う。クラスター分析によって類似する点を見出し、国内の

各観光地がどのような状態であるのか分類し、明らかにする。 

 

第 1節 観光地ブランドの定量化に関する先行研究 

 

 本節では、観光地ブランドとその構成要素の定量化に関する先行研究について述べる。   

本稿では、観光地ブランドの定義を、他の観光地との差別化をおこない観光地の中心的・

本質的部分を表し、観光地としての特性を恒久的に示す地域固有の DNA のようなもので、

地域の観光資源から構成されるものとした。 

 本稿の観光地ブランドの定義に関連する定量化の先行研究として、観光資源に着目した

杉本・菊池（2014）の研究がある。杉本・菊池（2014）は、都道府県単位で観光資源の分類

毎の集中度を観光資源タイプ別の特価度として算出し、地域特性の分類を行っている。各都

道府県を陸域自然資源型、海浜自然資源型、都市人文資源型、人文自然資源複合型の 4つに

分類し、説明変数としては国土交通省国土政策局が発表する観光資源データ（URL 58）を

使用している。この観光資源データには、視覚的に認識される有形資源のみが観光資源と定

義されており、地域における伝統や文化、日常生活における無形資源は観光資源に含まれて

いない。また、分析にあたっての対象地域を都道府県単位で設定している為、都道府県内に

おいて異なる歴史的・文化的文脈の地域を単一に扱っている。例えば、京都府下では京都市

内と北部地域である丹後地方は、その歴史的背景や気候の異なりから単一の地域として解

釈を行うことには限界がある。示された分析結果からも、京都府の特価度の高い観光資源は
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社寺、歴史景観、博物館、美術館のみが示され、京都市以北の自然資源を中心に観光地域づ

くりに取り組んでいる丹波地方における観光資源（URL 59）の構成と乖離した結果となっ

ている。 

次に土居（2009）は、伊豆半島を訪れている観光客を対象に、宿泊費用、宿泊施設のグレ

ード、温泉の有無、観光地の雰囲気、地域の人の対応、食事・買物のお店、観光ポイントの

種類、交通渋滞の 7つの要素を設定しコンジョイント分析を行っている。分析の結果、伊豆

半島という観光地ブランドに対して観光客が最も重視している基準が「温泉の有無」であり、

第 2は「素朴で情緒ある静かな土地」、第 3は「宿泊料金・グレード」であると述べている

（土居 2009：157-64）。 

一方で、大井（2013）は、観光地ブランドの定量化に関する先行研究は少なく、観光地の

ブランド形成を客観的に評価する手法も現在のところ確立されていないと述べている。そ

のため観光地ブランド形成に成功した観光地とそうでない観光地において、どの程度、ブラ

ンド形成の差異が影響しているのかについては不明であるとしている。そして、観光地ブラ

ンド調査は、その概念が抽象的なこともあり計量的把握が困難であるが、日本が今後観光立

国になる上で必要な調査であるとし、課題を提起している。 

また、大井（2013）は、先行研究の限界を指摘し、観光地ブランド調査を行う際には、さ

らに綿密な評価項目の設定が必要とし、調査対象者の抽出方法等についても述べている。 

調査対象者の抽出方法としては、一般の観光客だけでなく、観光産業の実務家や学識経験者

にアンケートやヒアリングを行ったものがある。実務家等の専門家の意見を重視する理由

として、一般の観光客の場合は知識不足や経験のなさに加えて、宿泊施設の対応のまずさ等

滞在中の部分的なものによって全体の評価が厳しくなる場合等を指摘している。また同じ

アンケートを使って専門家・観光事業者と一般の観光客の評価を比較した場合、一般の観光

客のほうが専門家・観光事業者よりも点数が高くなる傾向にあると述べ、ブランド調査にお

いてどちらの考えを重視すべきかについての定説は存在しないとしている。また、訪日外国

人観光客の市場を見据えて、訪日外国人観光客に対する観光地ブランド調査を行う必要性

も指摘している。 

  

本節では、観光地ブランドの定量化に関する先行研究について述べた。大井（2013）が述

べるように先行研究は少なく、また全国を対象として各地の観光資源を網羅した定量研究

は見られなかった。 
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第 2節 ハーフィンダール・ハーシュマン指数による観光地ブランドの定量化 

 

本節では、第 4 章に従い日本全国を 207 に区分して、各地域の 3 分野の観光資源数をも

とに、観光資源の分野別集中度をハーフィンダール・ハーシュマン指数を用いて算出し、観

光地ブランドの定量化を行う。 

最初に、第 1 項にて観光地ブランドの定量化を行う計測対象地域の定義を行い、第 2 項

にて使用する観光資源データについて、第 3 項にて観光地ブランドの定量化に用いるハー

フィンダール・ハーシュマン指数について述べる。そして、第 4項と第 5項にて観光資源の

情報収集について、そして第 6項にてハーフィンダール・ハーシュマン指数の算出結果とそ

の値の全国における分布を示す。 

 

第 1項 計測対象地域  

 

本章においては、HHI 指数算出における対象地域を第 4 章に従い各地域の主たる観光目

的地区とする。 

なお、次に掲げる地域のデータは、本章の HHI 指数の算出対象としない。 

 

(1) 各地域を構成する市町村行政区域単位の観光入込客数が未発表の地域 

次に掲げる地域への流動データは、第 4章第 2節第 3項(3)で述べた理由により、本章に

おいては使用しない。茨城県下館・古河地域、茨城県鹿嶋地域、東京都全域、山梨県峡北地

域、大阪府全域、兵庫県丹波地域、徳島県徳島地域、香川県香川西部地域、愛媛県宇和島地

域、愛媛県八幡浜・大洲地域、鹿児島県川北薩・串木野地域、鹿児島県熊毛地域。 

 

(2) 主要な国際空港を有する地域 

千葉県成田地域は 20 の市町村行政区域で構成されている。千葉県商工労部観光課が発表

する「平成 27年観光客の入込動向について」（URL 60）によると、当地域内で観光入込客

数の最大値を有する成田市の観光入込客数は 1,000 万人を超えており、第 4 章第 2 節第 3

項(3)で述べたように成田国際空港からの出国者数も含んでいると考えられる。従って、当

地域を目的地とする観光入込客数の最大値を有する当地域内の市町村を、他地域と同条件

下において特定することができない。また、羽田国際空港を有する東京都 23区、中部国際
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空港を有する愛知県豊田地域、関西国際空港を有する大阪府堺地域も同様である。従って、

この 4地域は本章での HHI 指数算出の対象としない。 

 

(3) 東日本大震災において被災した東北地方の太平洋沿岸地域 

第 4章第 2節第 3項(3)で述べたように、東北地方の太平洋沿岸地域は東日本大震災の津

波被害の影響により自然資源の構成が変化している。また、人々が居住する地域が復興途中

である状況から、地域の人々が過去から受け継いできた人文資源も、その構成や内容が変化

している。したがって、他の地域と同条件で定量化を行うことは困難である。このことから、

本章で HHI 指数の算出を行うにあたっては東北地方の太平洋沿岸地域は対象から除外する。

HHI 指数の算出対象から除外する具体的な地域は、岩手県釜石・大船渡地域、岩手県宮古

地域、宮城県石巻地域、福島県いわき地域、福島県相双地域とする。  

 

第 2項 観光資源の分類 

 

本稿の観光地ブランドの定義に従えば、観光地ブランドは当該地域の観光資源によって

構成される。このことから、ハーフィンダール・ハーシュマン指数（HHI）を算出するにあ

たり、対象とする観光資源は、主たる観光目的地区における全ての観光資源とする。そして、

各観光資源を第 2章で定義した観光資源の分類に基づき自然資源、歴史資源、現代資源の 3

つに分け、それぞれに分類された観光資源数を使用する。 

なお、本稿の観光資源の定義においては、観光資源の 3分類の下位層として、小分類を設

定している。本分析においては小分類による観光資源の区分を行わず、次に述べる理由によ

り、3分類の自然資源、歴史資源、現代資源に観光資源を区分する。 

3分類とする理由は、一つの地域資源が観光資源の複数の小分類に関連する場合が存在す

るからである。例えば、城址を有する地区においては、地域資源としての歴史上の人物であ

る城址の築城者に着目すると、歴史資源の小分類である 2の城址、5の像、9の人物、10の

逸話など複数の小分類に属するケースがある。その他にも、現代資源の小分類である 4の近

代の人物が 1の建造物の設計者である場合もある。すなわち、ハーフィンダール・ハーシュ

マン指数を用いる本章の分析においては、自然資源、歴史資源、現代資源の 3分類の下位層

の小分類で観光資源を区分した場合、例に挙げた個々の観光資源の関連性を表すことがで

きない。従って、本章の分析における観光資源の分類は、第 2章で定義した分類に基づく自
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然資源、歴史資源、現代資源の 3分類とする。 

 

第 3項 ハーフィンダール・ハーシュマン指数 

 

観光地ブランドは、他の観光地との差別化を明確におこない観光地の中心的・本質的部分

を表し、観光地としての特性を恒久的に示す DNA のようなものであり、観光地としての特

性が明確化されたものである。一方で、地域に存在する観光資源の領域は、自然資源、歴史

資源、現代資源と多岐にわたる。多岐にわたる領域の観光資源が混在すると、地域としての

特性すなわち観光地ブランドが不明確となる。言い換えるなら、同じ領域の観光資源に集中

した場合、当該地の観光地ブランドは明確になると言える。本章では観光地ブランドの定量

化として、観光資源の集中度のハーフィンダール・ハーシュマン指数（HHI）を算出し、こ

れを用いる。  

ハーフィンダール・ハーシュマン指数は、市場の集中度を測る指標として用いられる。市

場に参入している企業の市場占有率（%）を二乗し、すべての企業における総和を求めたも

のである。市場において独占状態のとき、つまり企業数が 1企業のみで市場占有率が 100%

のときに最大値となり、完全競争状態に近づくにつれ、その値は 0に近くなる。本章におい

ては、収集した観光資源情報を第 2 章で定めた本稿における観光資源の定義と分類に従い

歴史資源数、自然資源数と現代資源数に 3分類し、各資源数の資源全体占有率を二乗した値

の総和を求めることにより、観光資源の分類における集中度を明らかにする。 

定義式は、次の通りである。 

 

HHI＝ ∑ 𝐶𝑖
23

𝑖=1  
 𝐶𝑖：観光資源分類(i)の資源分類占拠率（%）  

 

求められた値は、値が大きいほど同じ属性の資源の割合が高いことを示し、地域としての

特性すなわち観光地ブランドが明確化されていることを示す。値が小さいほど多分類にわ

たる観光資源が混在していることを示し、その地域の特性すなわち観光地ブランドが不明

確であることを示す。 
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第 4項 観光資源情報の収集の対象 

 

第 2 章で述べたように消費者に対して可視化されていない地域資源は、その存在自体が

知られることが無いため、観光資源となり得ない。従って、観光資源情報の収集については

観光客の視点からデータの収集を行う必要がある。  

消費者は観光資源の情報収集に関しては、日本観光振興協会（2017, 2019）の調査による

と、図 20 に示すように 2011 年以降は宿泊旅行の目的地を決定する際に概ね 60%以上が

ICT から情報を収集している。また、地域外部からのマスメディアの取材等に関しては、一

般的に地域の観光協会ホームページでの情報収集からはじまる。消費者、マスメディアとも

これらの媒体上に掲載されていない地域資源に関しては、その存在を知ることはない。 

 本節では、観光客の視点からデータの収集を行う必要があることから、観光資源に関する

データの収集は、本稿の観光資源の定義に従って各観光目的地区内の観光協会ホームペー

ジに掲載されている情報から集計を行う。また、各地域の範囲に関しては本章の地域の定義

に従い、各主たる観光目的地区内の観光協会ホームページに掲載されている情報から集計

を行い、観光協会を有しない観光目的地区に関しては当該地方自治体ホームページから観

光資源情報を収集する。また、情報提供の主体が異なることから、旅行代理店など他の URL

へのリンクは HHI 指数の算出にあたっての情報収集の対象外とする。 

 

（単位：%） 

 
図 20 宿泊観光旅行の目的地を決定する際に参考とするもの 

（出所）日本観光振興協会『数字で見る観光[2017 年度版]』（日本観光振興協会 2017：11）

と『数字で見る観光[2019年度版]』（日本観光振興協会 2019：11）をもとに筆者作成 
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第 5項 観光資源情報の収集の手順 

  

各当該地区の対象とするホームページからの情報収集は、以下の手順にて行う 

① 情報体系と掲載箇所の確認 

対象となるホームページのサイトマップからホームページ内の情報体系を確認し、情報

収集対象となる観光資源の掲載ページを確認する。 

 

② 観光資源の分類 

各観光資源の情報体系毎に全ページを紙出力し、紙出力を行ったデータから、本稿におけ

る観光資源の定義に従って観光資源の分類を行う。 

 

③ 分野毎の観光資源数の算出 

分類を行った観光資源を、観光資源の分野毎に数を集計する。そして、それを当該地にお

ける分野毎の観光資源数とする。   

 

④ 作業上の留意点   

観光資源数の算出にあたっての留意点は、次の 2点である。1点目は、個々の観光資源は、

その大きさや知名度にかかわらず、1とカウントする。2点目は、個々の観光資源の集合物

としてつくられた観光資源は数的に 1とする。例を挙げると、個々の観光資源を包含して造

られたまち歩きのモデルコースやガイドツアーなどの着地型観光商品である。これらは

個々の観光資源をつなぎ合わせる事により、一つのストーリーを形成し対象とする観光資

源の歴史的背景や地理的背景を表現しており、すなわち観光資源となっている。 

なお、重複算出を避けるためにモデルコースやガイドツアーなどの着地型観光商品内で

再度記載されている観光資源は、再カウントしないこととする。   

 

⑤ 情報収集の対象外とするもの   

当該地域内においては、観光協会ホームページに掲載されていない観光資源へも観光客

は訪れている。観光客は、これらの観光資源情報を当該地滞在中に観光案内所等にて情報を

入手し、彼らの地域内での回遊行動に結びついたものと考えられる。よって、これらの情報

は、消費者に対する当該地域への来訪に影響を与える物ではないため、本章の HHI 指数の
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算出においてはカウント対象外とする。 

また、地域の祭事・イベントに関しては、次に述べる理由から本分析においては利用しな

い。地域においては、地域で古から受け継がれている伝統的な祭事や近年に地域おこしを主

眼とした単発的なイベントが存在する。伝統的な祭事は、岐阜県郡上市の郡上おどりのよう

に多くの観光客が訪れ、人口の約 7倍の人出29となるものなど、地域の歴史や文化に深く根

差し地域性を強く表している。一方で、近年に始められたイベントは、地域に根差した食文

化の可視化イベントなどがあげられる。いずれも、開催される期間が限られ日常的に観光客

が見ることはできない。 

これらの祭事やイベントは観光資源の一つであるが、通年で実施されるものではないた

め、情報を収集する観光協会ホームページに掲載される期間が限られ、本分析の情報収集時

に掲載されていないものは存在を知ることができない。従って、全分析対象地域に対して同

一条件下で情報収集を行うことができない。よって、祭事やイベントは本章の HHI 指数の

算出においてはカウント対象外とする。 

 
 

第 6項 ハーフィンダール・ハーシュマン指数の算出結果 

 

算出された各地域のハーフィンダール・ハーシュマン（HHI）指数30を図 21 の地図にて

示し、その度数分布を図 22に示す。 

算出対象となった 175 地域のうち、HHI 指数が 9,001 以上の値となった地域は、5 地域

で全体の 2.86%を占める結果となった。また、HHI 指数が 7,001以上の値となった地域は、

前述の 5地域を含めて合計 19 地域となり全体の 10.86%を占め、そして同様に、HHI 指数

が 5,001以上の値となった地域は、合計 85地域で全体の 48.57%を占める結果となった。 

算出結果を個々の地域で見てみると、最も高い HHI 指数を導出したのは、北海道北網走

地域と鹿児島県大島地域で HHI 指数は 10,000 である。両地域とも、観光資源の数は少な

いが地域の自然資源を中心に、観光資源化がなされている。北海道北網走地域は知床半島西

部を含む地域で観光資源として流氷、花、森林浴、バードウォッチング等の自然資源のみが、

 
29 郡上市（URL 61）と岐阜県（URL 62）によると、郡上市の 2016年 3月の人口 43,183

人（URL 61）に対して、郡上おどりの入込客数は 31.4万人（URL 62）である。 
30 詳細は Appendix の 3. におけるハーフィンダール・ハーシュマン（HHI）指数の算出

結果を参照されたい。 
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消費者居住地域への情報発信としてホームページ上に表現されている。また、鹿児島県大島

地域は奄美大島を含む地域で、観光資源として海や海でのアクティビティ、亜熱帯気候にお

ける自然の植物等の自然資源が、消費者居住地域への情報発信としてホームページ上で表

現されている。両地域とも、自然資源以外の他の領域の観光資源が混在していない。歴史資

源や近年造られた現代資源は表現されておらず、自然資源に特化した地域として情報が出

されている。 

同じように、少ない観光資源総数の中において、自然資源を中心に観光資源化がなされ

ている北海道根室地域は知床半島東部を含む地域で HHI 指数は 9,027であり、山口県宇

部地域は秋吉台国定公園を含む地域で HHI 指数は 9,311であり、両地域とも高い HHI 指

数が算出されている。また、高知県高知地域は高知市を中心とする地域であり、歴史資源

を中心に観光資源化がなされており HHI 指数が 9,524であり、京都市を中心とし歴史資

源数において最多数を示している京都府京都地域の HHI 指数の 8,808より高い値が算出

されている。また、京都府宇治地域や津和野を含む島根県益田地域も歴史資源に重点をお

いて観光資源化がなされており、京都府宇治地域の HHI 指数が 8,787、島根県益田地域の

HHI 指数が 8,320と高い値の HHI 指数が算出されている。これらの地域は、改めて述べ

るまでもなく、それぞれが自然または歴史がイメージされる観光地である。 

なお、ハーフィンダール・ハーシュマン指数は、観光資源領域における集中度を定量化

したものである。そのため、観光地ブランドの一面を示す 1つの指標である。よって自ず

と限界をもっている。 
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図 21 全国各地域の HHI 指数 

（出所）国土交通省「全国幹線旅客純流動調査 集計ゾーンの区分 図 2 207 生活圏ゾーン」（URL 57）

の地図を用いて筆者が作成した。 

【HHI 指数】 
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図 22  HHI 指数の度数分布 

 

 次に、図 23は観光資源総数が 600以下の 174地域を対象とした、各地域の観光資源総数

と HHI 指数の散布図である。散布図から読み取れる事は、全般的には観光資源総数が 100

以下で HHI 指数の値が 6,000台から 3,000台に多くの地域が分布している。また、観光資

源総数が 100以上の地域では、HHI 指数の値が 3,000台から 8,000まで広く分布している。

そして、観光資源総数が 100以下の地域においても、HHI 指数が 10,000から 3,000台まで

広く分布している。 

 以上の状況から、各地域の観光資源総数と HHI 指数の値の関係性には、何らかの類似す

る点が存在すると考えられる。よって、次節ではこれらを明らかにするために、クラスター

分析を行う。クラスター分析を行い類似する点を見出す事により、国内の各観光地の観光地

ブランドと観光資源の関係性がどのような状態であるのか、明らかにしたい。 

 

 

図 23 観光資源総数が 600以下の地域の分布31 

 
31 京都市は HHI 指数の値が 8,808であり、観光資源総数が他地域より外れる為、図 23

の散布図の記載から除外した。 
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第 3節 観光地のクラスター分析 

  

本節では、前節にて導出された全国各地域の HHI 指数の値と観光資源数を用いてクラス

ター分析を行なう。クラスター分析によって、国内の各観光地がどのように分類され、どの

ような状態にあるかを明らかにする。 

 

第 1項 クラスター分析 

 

石黒・小林・相田（2014）によると、クラスター分析は、複数の異なるものが混ざりあっ

ている集団の中から類似度または非類似度を定義し、類似度または非類似度の高いものを

集めてクラスターを作り、対象を分類するという方法（石黒・小林・相田 2014：165）であ

り、張（2013）が述べるように変数の正規性や線形関係などの仮定が必ずしも必要でなく、

個体間の関係を表す距離や非類似度だけが与えられれば、分類が可能になる分類法である

（張 2013：133）。この方法を用いると、標準化された手続に従って対象の分類ができるた

め、マーケティングリサーチにおいてはポジショニングの確認を目的としたブランドの分

類32などを行うことができる。 

そして、石黒・小林・相田（2014）は、クラスター分析には、大きく分けると階層的クラ

スター分析、非階層的クラスター分析の 2種類の方法があるとしている。階層的クラスター

分析は、分析対象相互の類似性を基準にして類似度の高いものをまとめ上げ、その過程をテ

ンドグラム（樹形図）で描くことができるのが特徴である。また、テンドグラムから最終的

なクラスター数を決定する事ができる。非階層的クラスター分析は、分析を行う前にあらか

じめクラスター数を仮定し、分析対象を仮定したクラスター数にまとめあげる。分析対象を

分類することで最も類似度が近いクラスターにまとめ上げ、同時に各クラスター間にはっ

きり違いが見られるようになるかを繰り返し計算し、最終的なクラスターが決定される。階

層的クラスター分析と非階層的クラスター分析のどちらを用いるかは、一般的には大規模

なサンプルに対しては非階層的クラスター分析が用いられる（石黒・小林・相田 2014：165）。 

本章の分析おいては、サンプル数が 175であるため非階層的クラスター分析を行い、各観

光資源数と HHI 指数との関連性に基づく分類を行う。 

 
32 例としては、照井（2008）がシャネルやプラダなどの 11のブランドを分類し、それぞ

れのポジショニングについて述べている（照井 2008：434-7）。 
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第 2項 分析対象地域設定と使用するデータ 

  

本節では、その分析対象とする地域設定は本章第 2節に従い設定する。また、本節のクラ

スター分析を行うにあたっては、本章で算出された HHI 指数と観光資源数を用いる。 

 

第 3項 分析結果 

 

各地域の分類別の観光資源数と観光資源総数および本章で求められたハーフィンダー

ル・ハーシュマン指数を用いて、クラスター分析を行った。分析結果を図 24に示す。分析

結果から、全国の各観光地は 4 つに分類された。分析結果について、HHI 指数が高いクラ

スターから順に述べる。 

HHI 指数が最も高い値のクラスターは、クラスター１である。観光資源総数は 4 クラス

ターにおいて最も少ないが、観光資源総数に対して 1 つの観光資源領域が占める割合が高

い地域であり、HHI 指数の値が高くなっている地域である。具体的には観光資源数におい

て歴史資源領域の資源が多い地域であり、高知県高知地域、京都府宇治地域、島根県益田地

域などが、このクラスターに含まれる。 

HHI 指数が 2 番目に高い値のクラスターは、クラスター4 である。観光資源総数は 4 ク

ラスターにおいて 2 番目に多く、その内訳は 1 つの観光資源領域における観光資源数が多

く、またそれ以外の他の 2つの観光資源領域においてもクラスター1より観光資源が多い地

域である。観光資源総数がクラスター1より多く、また歴史資源が多くその色合いが強いが、

自然資源や現在資源も混在するため、HHI 指数の値がクラスター1 より低い値の地域であ

る。鹿児島県鹿児島地域、山口県萩地域、北海道函館地域などが、このクラスターに含まれ

る。 

 HHI 指数が 3 番目に高い値のクラスターは、クラスター2 である。観光資源数全体に対

して 2つの観光資源領域の資源数が大半を占めており、これらが混在しているため HHI 指

数の値が低くなっている地域である。具体的には、自然資源と歴史資源の 2つの観光資源領

域で観光資源数が多い地域で、新潟県上越地域、富山県南砺地域、奈良県南和地域などが、

このクラスターに含まれる。 

 HHI 指数が一番低い値のクラスターは、クラスター3 である。観光資源総数は 4 クラス

ター内で一番多い。しかし、HHI 指数が 3 番目に高いクラスター2 が 2 つの観光資源領域
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の資源数が全観光資源数の大変を占めているのに対して、クラスター3では 3番目の観光資

源領域の観光資源数の値も高く、クラスター2以上に 3つの観光資源領域の観光資源が混在

している。結果として HHI 指数の値が 4 クラスター内で一番低くなっている地域である。

具体的には、自然資源と歴史資源が多く、また現在資源も多く存在する地域で、福岡県久留

米・大牟田地域、兵庫県神戸地域、福島県郡山地域などが、このクラスターに含まれる。 

 

 
図 24 クラスター分析の結果 

 

本章においては、本稿の観光資源の定義に従い各地域の観光資源を自然資源、歴史資源、

現代資源の 3領域の観光資源数を算出して、この値を用いて HHI 指数を算出することによ

って観光地ブランドの定量化を行った。つまり、当該地域における観光資源分類において、

分類別の観光資源の集中度を求める事により定量化を行った。 

次に、算出された HHI 指数と観光資源数を用いて第 3 節にてクラスター分析を行った。

クラスター分析を行うことによって、国内の各観光地が、どのように分類され、各観光地の

観光地ブランド形成がどのような状態にあるかを定量的に示した。 

次章では、本章で算出された観光地ブランドの値と観光資源数を用いて本稿の仮説の立

証を行う。 
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第 6章 観光地の魅力向上の要因分析（１）：全国を対象とした分析  

 

本章では、本稿の目的である、観光における地域の魅力向上に結び付く要因を定量的に明

らかにする。分析にあたっては、国土交通省が実施した全国幹線旅客純流動調査のデータを

用いて、全国を対象として観光における地域の魅力向上に結びつく要因を明らかにする。 

最初に第 1節にて本章の仮説を示し、第 2節にて本分析の対象とする地域の設定を行う。

次に、第 3節にて変数の設定について述べる。本章の分析にあたっては、第 4章で算出した

各地域の観光地の魅力の定量化結果、並びに、第 5章で算出した各地域の観光地ブランドの

定量化結果を使用する。そして、分析対象を都道府県庁所在地域と都道府県庁所在地域以外

の 2 つ分け、更に利用交通機関に関しては航空機利用、鉄道利用、乗用車利用の 3 つに分

け、合計で 6つの分析を行う。個々の分析結果は第 4節で示し、第 5節にて分析結果のまと

めを行う。 

また、本章に対して第 7章では、分析の対象を特定の観光資源とその観光資源を有する地

域に絞り込み分析を行う。 

 

第 1節 本分析の仮説 

 

本分析の仮説は、以下の通りである。 

観光地としての地域の魅力を向上させる要因は、観光資源の充実と観光資源に基づく観

光地ブランドの明確化である。 

 

第 2節 分析の対象とする地域の設定 

 

 本章の分析においては、分析対象地域を第 4 章に従い各地域の主たる観光目的地区とす

る。また、出発居住地区における発地及び主たる観光目的地区における着地の設定にあたっ

ても、第 4章に従って設定する。 

 なお、分析の実施にあたっては、都道府県庁所在地域とその他の地域に分けて分析を行う。

第 4章で示したように、道府県庁所在地域の総旅行費用の度数分布は、道府県庁が所在しな

いその他の地域と異なる形状となっている。これは、杜（2010）が指摘するように、都道府

県庁所在地域の都市における観光旅客のゲートウェイとしての役割も指摘している。また、
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図 25、図 26、図 27から分かるように、観光資源数の度数分布においても道府県庁所在地

域は、それ以外と形状が異なっている。これは、各都道府県庁所在地域はその他の地域と異

なり、一般的に各都道府県における行政、経済、文化、交通などの集積地であると考えられ

るため、地域に蓄積されてきた観光資源数が多くなっていると考えられる。そして、本章の

分析においては、その仮説において観光資源数は観光地としての地域の魅力を向上させる

要因であるとしている。 

このように道府県庁所在地域は各道府県内の他の地域と比較した場合において、本章の

仮説を構成する観光資源数の蓄積されてきた歴史的背景と社会的背景が異なることから、

分析の実施にあたっては、道府県庁所在地域とその他の地域に分けて分析を行う。 

 

 
図 25 全国の観光資源数の度数分布 

 

 
図 26 道府県庁所在地域の観光資源数の度数分布
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図 27 道府県庁所在地域以外の観光資源数の度数分布 

 

第 3節 変数の設定  

 

 本節は、本章の分析における変数の設定について述べる。最初に第 1項にて、使用するデ

ータと各定義について述べる。続いて、第 2項にて従属変数の設定、第 3項にて独立変数の

設定、第 4項にてコントロール変数の設定を行う。そして、第 5項では本章の分析において

その対象外とする地域について述べる。 

 

第 1項 使用するデータと各定義 

 

(1) 使用するデータ 

日本全国の旅客流動を対象とした本章の分析においては、第 4 章で述べた理由に従い国

土交通省が 2015年に実施した全国幹線旅客純流動調査データのなかから、代表交通機関別

旅行目的別流動データにおける休日でかつ旅行目的が観光である流動データを使用する。  

    

(2) 都道府県間流動と生活圏流動および地域の定義 

本章の分析においての地域の定義は、本稿の第 4 章に従い全国幹線旅客純流動調査デー

タにおける地域設定を使用する。そして、出発地区の設定に関しては当該地域を構成する市

町村行政区域のうち、最大人口数を擁する市町村行政区域を出発居住地区として設定する。

また、到着地区の設定に関しても、本稿の第 4章に従い最大観光入込客数を擁する市町村行
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政区域を主たる観光目的地区として設定する。 

 

第 2項 従属変数の設定 

 

本章の分析おいては従属変数として、第 4 章で観光地の魅力の定量化指標として算出し

た各地域の総旅行費用を用いる。 

 

第 3項 独立変数の設定 

 

本章の分析では独立変数として、第 5 章で観光地ブランドの定量化指標として算出した

「ハーフィンダール・ハーシュマン指数」と「観光資源数」を用いる。 

 

第 4項 コントロール変数の設定 

 

第 3 項で設定した独立変数以外に従属変数に影響を与えていると思われる変数として、

当該地に対する時間距離毎の居住人口が考えられる。奈良（1996）が述べるように、一般的

に観光地を訪れる観光客は遠距離になるほど少なくなる。しかし、大都市圏からの観光客数

は観光発生量が大きいため、遠距離でも近距離客より多いこともある（奈良 1996：201-2）。

これを踏まえ、時間距離別の居住人口を、コントロール変数として設定する。 

時間距離別の居住人口の算出においては、実流動が発生している全出発居住地区を主た

る観光目的地への時間距離帯別に分類し、各時間距離帯別の人口の総和を求める。各出発居

住地区の人口数については、総務省が発表する「平成 28年 1月 1日住民基本台帳人口・世

帯数、平成 27年（1月 1日から同年 12月 31日まで）人口動態（市区町村別）（総計）」（URL 

47）を使用し、各地域を構成する市町村の居住人口の総和を算出する。 

  

第 5項 分析対象外地域 

 

第 4章で述べた地域以外に、次の地域を分析対象外とした。 

 

(1) 北海道、沖縄県 
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表 8は、観光庁（2016）が発表した 2015年の「都道府県別 1人当たり平均宿泊数」であ

り、同一宿泊施設における 1人当たりの平均宿泊数を表したものである。次に表 9は、日

本交通公社（2016）が発表した「旅行先（都道府県）別の宿泊数」であり、1回の旅行にお

いて、単一の旅行先（都道府県）を訪問した際の宿泊数を表したものである。表 8におけ

る同一の宿泊施設における一人当たりの平均宿泊をみると、全都道府県の平均宿泊数が

1.33泊であるのに対し、北海道が 1.33泊であり沖縄が 1.74泊となっている。次に表 9に

おける単一の旅行先（都道府県）を訪問した際の宿泊数をみると、全都道府県の平均宿泊数

が 1.88 泊であるのに対し、北海道が 2.44 泊であり沖縄が 2.93 泊となっている。つまり、

北海道と沖縄に関しては、表 8の同一施設における 1人当たりの平均宿泊数と表 9の旅行

先（都道府県）別の宿泊数との乖離が、他の都府県より大きくなっている。この乖離が意味

することは、北海道と沖縄においては、単一の旅行先（都道府県）を訪問した際に複数の地

域にまたがって宿泊が行われていることを示している。本分析では、旅行目的地を単一の地

域とする全国幹線旅客純流動調査データを用いている。従って、複数の地域にまたがって宿

泊が行われている値が、他の府県のその値と乖離している北海道と沖縄に関しては、比較分

析を行うことは好ましくない。よって、北海道と沖縄への流動数は本章の分析においては使

用しない。 

 

表 8 都道府県別 1人当たり平均宿泊数 

 
（注）ここでいう平均宿泊数とは、同一施設における 1 人当たりの平均宿泊数を意味する。 

（出所）観光庁『平成 28 年版観光白書』（観光庁 2016：235）をもとに、筆者が作成した。 

  

全体 1.33 群馬県 1.17 長野県 1.32 和歌山県 1.17 福岡県 1.28
北海道 1.33 埼玉県 1.34 岐阜県 1.20 鳥取県 1.22 佐賀県 1.32
青森 1.27 千葉県 1.29 静岡県 1.24 島根県 1.23 長崎県 1.28
岩手県 1.34 東京都 1.49 愛知県 1.31 岡山県 1.29 熊本県 1.23
宮城県 1.37 神奈川県 1.28 三重県 1.21 広島県 1.28 大分県 1.20
秋田県 1.33 新潟県 1.31 滋賀県 1.28 山口県 1.30 宮崎県 1.30
山形県 1.29 富山県 1.21 京都府 1.48 徳島県 1.30 鹿児島県 1.30
福島県 1.39 石川県 1.23 大阪府 1.44 香川県 1.25 沖縄県 1.74
茨城県 1.43 福井県 1.21 兵庫県 1.26 愛媛県 1.20
栃木県 1.26 山梨県 1.24 奈良県 1.21 高知県 1.24

都道府
県名

1人当たり

平均宿泊数

都道府
県名

1人当たり

平均宿泊

数

都道府
県名

1人当たり

平均宿泊数

都道府
県名

1人当たり

平均宿泊数

都道府
県名

1人当たり

平均宿泊数
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表 9 旅行先（都道府県）別の宿泊数 

                             （単位:%） （単位:泊数） 

 
(注）1回の旅行につき、単一の旅行先（都道府県）を訪問したデータのみ。 

  平均宿泊数については、7泊以上は 7泊と仮定して算出。 
（出所）日本交通公社『旅行年報 2016』（日本交通公社 2016：24）をもとに筆者が作成した。 

全体 49.7 28.6 13.3 4.1 4.3 1.88 17568
北海道 26.5 33.6 24.2 8.1 7.7 2.44 1312
青森 55.7 25.6 11.1 4.0 3.5 1.76 130
岩手県 62.0 20.9 10.0 2.8 4.3 1.71 192
宮城県 61.3 25.2 8.4 2.9 2.2 1.61 317
秋田県 43.6 38.7 6.4 4.4 7.0 1.99 105
山形県 62.9 26.5 8.3 1.0 1.3 1.52 153
福島県 66.9 24.6 6.2 0.4 1.6 1.15 255
茨城県 72.0 14.9 6.5 2.4 4.1 1.55 119
栃木県 71.0 21.0 5.9 1.4 0.7 1.40 340
群馬県 72.6 19.3 5.2 1.4 1.5 1.41 363
埼玉県 73.0 12.9 6.6 1.1 6.4 1.60 100
千葉県 68.3 25.4 5.4 0.3 0.6 1.40 455
東京都 49.8 29.4 12.2 3.9 4.7 1.88 1240
神奈川県 67.8 24.2 5.4 0.4 2.2 1.47 512
新潟県 63.6 22.3 8.0 4.6 1.5 1.58 241
富山県 53.0 33.2 8.6 3.3 1.9 1.69 138
石川県 54.2 32.3 9.4 2.6 1.5 1.67 299
福井県 67.7 27.1 4.2 0.0 0.9 1.40 123
山梨県 62.7 27.9 6.7 2.3 0.4 1.50 271
長野県 54.4 27.7 11.7 2.1 4.1 1.77 720
岐阜県 67.0 23.8 7.5 1.7 0.0 1.44 210
静岡県 71.8 20.3 5.5 1.2 1.2 1.40 727
愛知県 63.8 22.5 9.8 1.9 2.0 1.57 353
三重県 70.6 22.2 5.2 1.3 0.6 1.40 362
滋賀県 72.4 16.0 4.1 4.5 3.2 1.50 123
京都府 49.5 33.4 12.6 2.3 2.1 1.76 628
大阪府 52.6 32.9 10.1 1.9 2.5 1.70 575
兵庫県 67.1 20.7 7.7 2.0 2.5 1.54 489
奈良県 63.2 18.9 12.6 3.2 2.1 1.64 113
和歌山県 65.4 28.4 2.6 2.5 1.1 1.47 266
鳥取県 66.2 24.0 5.2 0.9 3.8 1.54 110
島根県 58.6 27.1 7.1 5.1 2.1 1.66 124
岡山県 75.6 18.9 4.7 0.0 0.7 1.31 149
広島県 59.0 25.2 11.3 3.3 1.2 1.63 246
山口県 64.6 22.4 7.8 2.2 2.9 1.58 122
徳島県 48.0 35.8 11.5 1.0 3.7 1.81 50
香川県 57.3 32.6 4.1 4.4 1.6 1.60 127
愛媛県 53.8 33.1 8.1 3.9 1.1 1.66 134
高知県 60.5 26.3 8.5 0.0 4.7 1.66 103
福岡県 52.7 33.0 11.4 1.8 1.2 1.66 358
佐賀県 62.0 18.7 5.5 7.4 6.4 1.85 71
長崎県 54.3 28.6 11.6 3.8 1.7 1.72 228
熊本県 74.0 16.6 5.1 0.8 3.6 1.46 235
大分県 70.5 21.4 4.7 1.0 2.4 1.46 261
宮崎県 54.9 30.3 11.3 1.3 2.3 1.67 90
鹿児島県 35.6 38.3 18.3 4.7 3.1 2.05 203
沖縄県 9.3 31.4 35.0 13.0 11.3 2.93 800

サンプル数宿泊数

旅行先00000

平均宿泊数
（概数）

5泊以上4泊3泊2泊1泊
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(2) 千葉県船橋地域 

当地域には、東京ディズニーリゾートを有する浦安地区が含まれる。当テーマパークは年

間 3,000万人規模の入場者数を有している33が、国内においては他に類似する規模・内容の

施設が存在しない34。従って、当該地域への流動数は当テーマパークへの来場者数を反映す

る他地域にない特殊性を有するため、比較分析に適さないと考える。以上の理由により、当

該地域は本章の分析の対象から除外する。   

   

第 4節 分析結果 

 

本章の分析では、地域の魅力とこれに影響を与える観光資源や観光地ブランドなどの要

因との因果関係の明確化を目的として、重回帰分析（最小２乗推定法）を行った。 

 本節では、分析結果を述べる。まず、第 1項にて都道府県庁所在地域以外を対象とした分

析の結果について、次に第 2 項にて都道府県庁所在地域を対象とした分析の結果について

述べる。 

 

第 1項 都道府県庁所在地域以外を対象とした分析 

 

分析に際しては、代表交通機関毎のデータを使用し個別に分析を行った。まず（1）にお

いて代表交通機関を航空機とした流動データを用いた分析を行い、（2）では代表交通機関を

鉄道とした流動データを用いた分析を行い、そして（3）にて代表交通機関を乗用車とした

流動データを用いた分析を行った。 

 

(1) 代表交通機関を航空機とした分析 

分析結果を表 10に示す。回帰直線の自由度調整済み決定係数は 0.6544であることから、

本分析で求められた回帰直線の説明力はよいと言える。個々の変数に関しては、表 12に示

すように多重共線性見られなかった。各変数に関する分析結果は以下となる。 

 
33 （株）オリエンタルランドの発表（URL 63）によると、年間入場者数は 2015 年度が約

3,191万人、2016年度は約 3,000万人、2017年度は約 3,100万人である。 
34 同様の規模の施設としては、大阪府域のユニバーサルスタジオジャパンが存在するが、

第 4章第 2節第 3項にて述べた理由により大阪府域を分析の対象としていない。 
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 本分析の結果、5パーセント有意水準で「観光資源数」、「HHI 指数」とコントロール変数

である「居住人口（151-180分圏内）」、「居住人口（241-300分圏内）」、「居住人口（301-360

分圏内）」、「居住人口（361-420圏内）」、「居住人口（421-480分圏内）」が正の有意な影響を

与えるとする分析結果を得られた。一方、「居住人口（181-240分圏内）」に関しては、有意

な分析結果を得ることができなかった。 

 

表 10 分析結果  

  

 

表 11 変数間の相関 

 

 

変動 自由度 分散 サンプル数 = 117

回帰 9.4524E+15 8 1.1816E+15 F(8, 108) = 28.46

残差 4.4842E+15 108 4.1520E+13 Prob > F = 0.0000

合計 1.3937E+16 116 1.2014E+14 重決定R2 = 0.6782

補正R2 = 0.6544

標準誤差 = 6.40E+06

総旅行費用(航空機利用) 係数 標準誤差 T P値 下限95% 上限95%

観光資源数 20946.32 7600.671 2.76 0.007 5880.472 36012.17

HHI指数 1129.14 494.8776 2.28 0.024 148.2066 2110.073

居住人口(151-180分圏内) 6.040756 1.468617 4.11 0.000 3.129701 8.951811

居住人口(181-240分圏内) 0.0360362 0.1244478 0.29 0.773 -0.210641 0.282713

居住人口(241-300分圏内) 0.4525978 0.0889911 5.09 0.000 0.2762021 0.628994

居住人口(301-360分圏内) 0.428125 0.0804123 5.32 0.000 0.2687338 0.587516

居住人口(361-420分圏内) 0.2389636 0.1208107 1.98 0.050 -0.0005042 0.478431

居住人口(421-480分圏内) 0.4676153 0.2069477 2.26 0.026 0.057409 0.877822

切片 -1.08E+07 2805764 -3.84 0.000 -1.63E+07 -5214486

総旅行費用
(航空機)

観光資源数 HHI指数
居住人口

(151-180分圏内)
居住人口

(181-240分圏内)

総旅行費用(航空機) 1

観光資源数 0.3067 1

HHI指数 0.1671 -0.1275 1

居住人口(151-180分圏内) 0.5045 0.1926 -0.0605 1

居住人口(181-240分圏内) 0.3171 0.0467 0.0010 0.4731 1

居住人口(241-300分圏内) 0.5861 0.1906 0.0770 0.4934 0.4769

居住人口(301-360分圏内) 0.5510 0.1010 0.0786 0.0905 0.0413

居住人口(361-420分圏内) 0.3270 0.1106 0.0624 -0.0223 -0.094

居住人口(421-480分圏内) 0.0874 -0.0673 0.0891 -0.0758 -0.1046

総旅行費用(航空機)

観光資源数

HHI指数

居住人口(151-180分圏内)

居住人口(181-240分圏内)

居住人口(241-300分圏内) 1

居住人口(301-360分圏内) 0.216 1

居住人口(361-420分圏内) -0.1075 0.4907 1

居住人口(421-480分圏内) -0.1657 -0.0054 0.2871 1

居住人口
(241-300分圏内)

居住人口
(301-360分圏内)

居住人口
(361-420分圏内)

居住人口
(421-480分圏内)
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表 12 多重共線性チェック 

   

 

(2) 代表交通機関を鉄道とした分析 

分析結果を表 13に示す。本分析の結果、総旅行費用に対して旅行目的地の「観光資源数」

と「HHI 指数」が与える影響に関して、有意な分析結果を得る事が出来なかった。5パーセ

ント有意水準で正の有意な分析結果を得たのは、コントロール変数で設定した「居住人口

（91-120 分圏内）」と「居住人口（121-150 分圏内）」、「居住人口（181-240 分圏内）」、「居

住人口（241-300分圏内）」となった。また、「居住人口（151-180分圏内）」に関しては、有

意な分析結果を得ることができなかった。 

 

表 13 分析結果 

 

 

 

 

Variable VIF 1/VIF

居住人口(241-300分圏内) 1.69 0.592135

居住人口(421-480分圏内) 1.58 0.631255

居住人口(151-180分圏内) 1.51 0.663257

居住人口(301-360分圏内) 1.50 0.668843

居住人口(181-240分圏内) 1.45 0.688106

居住人口(421-480分圏内) 1.15 0.869459

観光資源数 1.11 0.903588

HHI指数 1.06 0.947805

Mean VIF 1.38

変動 自由度 分散 サンプル数 = 113

回帰 1.8090E+16 7 2.5843E+15 F(7, 105) = 30.98

残差 8.7574E+15 105 8.3404E+13 Prob > F = 0.0000

合計 2.6847E+16 112 2.3971E+14 重決定R2 = 0.6738

補正R2 = 0.6521

標準誤差 = 9.10E+06

総旅行費用（鉄道利用） 係数 標準誤差 T P値 下限95% 上限95%

観光資源数 18068.89 11373.02 1.59 0.115 -4481.703 40619.48

HHI指数 124.8706 753.705 0.17 0.869 -1369.587 1619.328

居住人口（91-120分圏内） 0.933634 0.292428 3.19 0.002 0.3538035 1.513464

居住人口（121-150分圏内） 0.784591 0.203884 3.85 0.000 0.3803255 1.188856

居住人口（151-180分圏内） 0.338407 0.203935 1.66 0.100 -0.0659576 0.742772

居住人口（181-240分圏内） 0.439732 0.137411 3.20 0.002 0.1672721 0.712192

居住人口（241-300分圏内） 0.827904 0.14298 5.79 0.000 0.5444017 1.111406

切片 -6061336 4367917 -1.39 0.168 -1.47E+07 2599436
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表 14 変数間の相関 

 

 
 

表 15 多重共線性のチェック 

 

 

(3) 代表交通機関を乗用車とした分析 

代表交通機関を乗用車とした分析については、表 16の分析結果に見られるように総旅行

費用に対して旅行目的地の「観光資源数」と「HHI 指数」が与える影響に関して、有意な

分析結果を得る事が出来なかった。5パーセント有意水準で正の有意な分析結果を得たのは、

コントロール変数で設定した「居住人口（61-90 分圏内）」、「居住人口（91-120 分圏内）」、

「居住人口（121-150分圏内）」、「居住人口（151-180 分圏内）」となった。その他のコント

ロール変数に関しては、有意な分析結果を得られなかった。 

総旅行費用
（鉄道利用）

観光資源数 HHI指数 居住人口
(91-120分圏内)

居住人口
(121-150分圏内)

総旅行費用（鉄道利用） 1

観光資源数 -0.0527 1

HHI指数 0.2532 -0.1163 1

居住人口（91-120分圏内） 0.4312 0.1069 -0.1863 1

居住人口（121-150分圏内） 0.5542 0.2445 -0.1171 0.5157 1

居住人口（151-180分圏内） 0.4155 0.1112 -0.0575 0.3659 0.3752

居住人口（181-240分圏内） 0.5950 0.2045 0.1072 0.0525 0.2946

居住人口（241-300分圏内） 0.5631 0.0266 0.0039 0.0324 0.0968
総旅行費用（鉄道利用）

観光資源数

HHI指数
居住人口（91-120分圏内）

居住人口（121-150分圏内）

居住人口（151-180分圏内） 1

居住人口（181-240分圏内） 0.3327 1

居住人口（241-300分圏内） 0.0947 0.5355 1

居住人口
(151-180分圏内)

居住人口
(181-240分圏内)

居住人口
(241-300分圏内)

総旅行費用（鉄道利用）

観光資源数

HHI指数
居住人口（91-120分圏内）

居住人口（121-150分圏内）

居住人口（151-180分圏内） 1

居住人口（181-240分圏内） 0.3327 1

居住人口（241-300分圏内） 0.0947 0.5355 1

Variable VIF 1/VIF

居住人口（181-240分圏内） 1.81 0.553947

居住人口（121-150分圏内） 1.60 0.625792

居住人口（91-120分圏内） 1.51 0.661864

居住人口（241-300分圏内） 1.45 0.689219

居住人口（151-180分圏内） 1.35 0.742581

観光資源数 1.11 0.899372

HHI指数 1.08 0.927380

Mean VIF 1.41
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表 16 分析結果 

 

 
表 17 変数間の相関 

 
 

 

変動 自由度 分散 サンプル数 = 136

回帰 4.6555E+17 12 3.8796E+16 F(12, 123) = 18.32

残差 2.6052E+17 123 2.1181E+15 Prob > F = 0.0000

合計 7.2607E+17 135 5.3783E+15 重決定R2 = 0.6412

補正R2 = 0.6062

標準誤差 = 4.6E+07

総旅行費用
（乗用車利用）

観光資源数 HHI指数 居住人口
（60分圏内）

居住人口
（61-90分圏内）

居住人口
（91-120分圏内）

総旅行費用（乗用車利用） 1

観光資源数 0.2154 1

HHI指数 -0.1765 -0.1721 1

居住人口（60分圏内） 0.0541 0.0655 0.0064 1

居住人口（61-90分圏内） 0.5032 -0.0281 -0.0278 0.1800 1

居住人口（91-120分圏内） 0.5239 0.0284 -0.0780 0.1028 0.5864 1

居住人口（121-150分圏内） 0.3854 0.1468 -0.0610 0.0350 0.1619 0.4481

居住人口（151-180分圏内） 0.5151 0.1922 -0.2121 -0.0186 -0.0131 0.0736

居住人口（181-240分圏内） 0.3597 0.2526 -0.1753 -0.0178 0.0573 0.1189

居住人口（241-300分圏内） 0.2040 0.0901 -0.0490 -0.0161 -0.0147 0.0380

居住人口（301-360分圏内） 0.1553 -0.0165 0.2053 0.2429 0.1743 0.2407

居住人口（361-420分圏内） 0.0396 0.2396 -0.0458 0.0673 -0.0021 0.0112

居住人口（421-480分圏内） 0.0627 0.2902 0.0260 -0.0547 -0.0371 -0.0265

居住人口
(121-150分圏内)

居住人口
(151-180分圏内)

居住人口
(181-240分圏内)

居住人口
(241-300分圏内)

居住人口
(301-360分圏内)

居住人口
(361-420分圏内)

総旅行費用（乗用車利用）

観光資源数

HHI指数
居住人口（60分圏内）

居住人口（61-90分圏内）

居住人口（91-120分圏内）

居住人口（121-150分圏内） 1

居住人口（151-180分圏内） 0.1947 1

居住人口（181-240分圏内） 0.0530 0.3309 1

居住人口（241-300分圏内） 0.0176 0.1360 0.3430 1

居住人口（301-360分圏内） 0.1723 0.0850 0.0769 0.2707 1

居住人口（361-420分圏内） 0.1796 0.1249 0.0752 0.0373 0.1466 1

居住人口（421-480分圏内） 0.0241 0.0511 0.1028 -0.0405 0.0327 0.1413
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表 18 多重共線性のチェック 

 

 

第 2項 都道府県庁所在地域を対象とした分析 

 

都道府県庁所在地域を対象とした本分析においても、代表交通機関毎のデータを使用し

個別に分析を行った。まず（1）において代表交通機関を航空機とした流動データを用いた

分析を行い、（2）では代表交通機関を鉄道とした流動データを用いた分析を行い、そして（3）

にて代表交通機関を乗用車とした流動データを用いた分析を行った。 

 

(1) 代表交通機関を航空機とした分析 

分析結果を表 19に示す。回帰直線の自由度調整済み決定係数は 0.7101であることから、

本分析で求められた回帰直線の説明力は高いと言える。個々の変数に関しては、表 21に示

すように多重共線性見られなかった。各変数に関する分析結果は以下となる。 

居住人口
(421-480分圏内)

総旅行費用（乗用車利用）

観光資源数

HHI指数
居住人口（60分圏内）

居住人口（61-90分圏内）

居住人口（91-120分圏内）

居住人口（121-150分圏内）

居住人口（151-180分圏内）

居住人口（181-240分圏内）

居住人口（241-300分圏内）

居住人口（301-360分圏内）

居住人口（361-420分圏内）

居住人口（421-480分圏内） 1

Variable VIF 1/VIF

居住人口（91-120分圏内） 1.97 0.506742

居住人口（61-90分圏内） 1.60 0.625209

居住人口（121-150分圏内） 1.38 0.722066

居住人口（301-360分圏内） 1.36 0.735199

居住人口（181-240分圏内） 1.34 0.747296

観光資源数 1.27 0.785619

居住人口（241-300分圏内） 1.25 0.798390

居住人口（151-180分圏内） 1.22 0.819085

HHI指数 1.17 0.857914

居住人口（421-480分圏内） 1.13 0.884672

居住人口（361-420分圏内） 1.13 0.886844

居住人口（60分圏内） 1.12 0.894183

Mean VIF 1.33
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 本分析の結果、5パーセント有意水準で「観光資源数」とコントロール変数である「居住

人口（181-240 分圏内）」が正の有意な影響を与えるとする分析結果を得られた。一方で、

「HHI 指数」と「居住人口（121-150 分圏内）」「居住人口（151-180 分圏内）」「居住人口

（241-300分圏内）」「居住人口（301-360分圏内）」「居住人口（361-420圏内）」、そして「居

住人口（421-480分圏内）」に関しては、有意な分析結果を得ることができなかった。 

 

表 19 分析結果 

 
 

 

表 20 変数間の相関 

 

変動 自由度 分散 サンプル数 = 40

回帰 4.8272E+16 9 5.3636E+15 F(9, 30) = 11.61

残差 1.3854E+16 30 4.6179E+14 Prob > F = 0.000

合計 6.2126E+16 39 1.5930E+15 重決定R2 = 0.777

補正R2 = 0.7101

標準誤差 = 2.10E+07

総旅行費用
(航空機利用)

観光資源数 HHI指数 居住人口
(121-150分圏内)

居住人口
(151-180分圏内)

総旅行費用（航空機利用） 1

観光資源数 0.2136 1

HHI指数 0.1258 0.4171 1

居住人口（121-150分圏内） 0.208 -0.0273 0.0181 1

居住人口（151-180分圏内） 0.2285 -0.0999 0.3493 0.1903 1

居住人口（181-240分圏内） 0.5313 0.1343 0.0848 0.4072 0.4401

居住人口（241-300分圏内） 0.5226 0.2137 0.136 0.0863 0.206

居住人口（301-360分圏内） 0.2015 -0.0045 0.0649 -0.1044 -0.1627

居住人口（361-420分圏内） 0.2312 -0.0693 0.0842 -0.0088 -0.0181

居住人口（421-480分圏内） 0.1292 -0.0692 0.065 -0.162 0.0063
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表 21 多重共線性のチェック 

 

 

(2) 代表交通機関を鉄道とした分析 

 代表交通機関を鉄道とした流動に対する分析結果を表 22に示す。回帰直線の自由度調整

済み決定係数は 0.8402 であり、分析によって求められた回帰直線の説明力は高いと言える。

また、表 24に示すように個々の変数関の多重共線性はみられなかった。以下に各変数に関

する分析結果を述べる。 

 分析の結果、5%有意水準で「観光資源数」とコントロール変数である「居住人口（91-120

分圏内）」および「居住人口（181-240分圏内）」が正の有意な影響を与える結果を得られた。

「HHI 指数」およびその他のコントロール変数に関しては有意な結果を得ることができな

かった。  

 

 

 

 

 

居住人口
(181-240分圏内)

居住人口
(241-300分圏内)

居住人口
(301-360分圏内)

居住人口
(361-420分圏内)

居住人口
(421-480分圏内)

総旅行費用（航空機利用）

観光資源数

HHI指数

居住人口（121-150分圏内）

居住人口（151-180分圏内）

居住人口（181-240分圏内） 1

居住人口（241-300分圏内） 0.4174 1

居住人口（301-360分圏内） -0.2929 0.3595 1

居住人口（361-420分圏内） -0.0173 0.1114 0.5944 1

居住人口（421-480分圏内） 0.0661 0.24 0.4366 0.624 1

Variable VIF 1/VIF

居住人口(301-360分圏内) 2.86 0.349818
居住人口(181-240分圏内) 2.54 0.393152
居住人口(361-420分圏内) 2.40 0.416005
居住人口(241-300分圏内) 2.09 0.478482
居住人口(421-480分圏内) 1.88 0.532779
居住人口(151-180分圏内) 1.69 0.593002

HHI指数 1.60 0.623597

観光資源数 1.54 0.650894

居住人口(121-150分圏内) 1.33 0.754063

Mean VIF 1.99
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表 22 分析結果 

 

 
 

表 23 変数間の相関 

 

 

変動 自由度 分散 サンプル数 = 40

回帰 9.3152E+16 12 7.7627E+15 F(12, 27) = 18.09

残差 1.1584E+16 27 4.2905E+14 Prob > F = 0.0000

合計 1.0474E+17 39 2.6856E+15 重決定R2 = 0.8894

補正R2 = 0.8402

標準誤差 = 2.10E+07

総旅行費用(鉄道利用） 係数 標準誤差 T P値 下限95% 上限95%

観光資源数 79294.48 9433.427 8.41 0.000 59938.69 98650.28

HHI指数 -25.31354 2919.91 -0.01 0.993 -6016.473 5965.846

居住人口（60分圏内） -2.726738 1.432024 -1.90 0.068 -5.665008 0.211532

居住人口（61-90分圏内） 1.5226 1.133841 1.34 0.190 -0.803849 3.84905

居住人口（91-120分圏内） 2.456117 0.903806 2.72 0.011 0.6016598 4.310574

居住人口（121-150分圏内） 1.035297 0.980174 1.06 0.300 -0.975854 3.046449

居住人口（151-180分圏内） 0.269423 0.935719 0.29 0.776 -1.650513 2.18936

居住人口（181-240分圏内） 1.650211 0.352987 4.67 0.000 0.9259418 2.37448

居住人口（241-300分圏内） 0.414405 0.777135 0.53 0.598 -1.180143 2.008954

居住人口（301-360分圏内） 0.72394 0.655421 1.10 0.279 -0.620873 2.068752

居住人口（361-420分圏内） 1.295247 0.773637 1.67 0.106 -0.292125 2.882618

居住人口（421-480分圏内）-0.034125 3.280273 -0.01 0.992 -6.764689 6.696438

切片 -3.75E+07 1.89E+07 -1.98 0.058 -7.64E+07 1294708

総旅行費用
(鉄道利用)

観光資源数 HHI指数
居住人口

（60分圏内）

居住人口
(61-90分圏内)

総旅行費用（鉄道利用） 1

観光資源数 0.8317 1

HHI指数 0.3379 0.4171 1

居住人口（60分圏内） 0.1098 0.101 -0.2642 1

居住人口（61-90分圏内） 0.4044 0.3018 -0.0394 0.1799 1

居住人口（91-120分圏内） 0.2134 0.0595 -0.2571 0.6326 0.2867

居住人口（121-150分圏内） 0.4762 0.282 0.1437 0.3503 0.6237

居住人口（151-180分圏内） 0.4164 0.3662 0.1241 -0.1456 0.1885

居住人口（181-240分圏内） 0.4503 0.193 0.1252 0.0054 -0.0174

居住人口（241-300分圏内） 0.1825 0.0878 0.0415 -0.0199 0.0691

居住人口（301-360分圏内） -0.0118 -0.0601 -0.0327 -0.1312 -0.1342

居住人口（361-420分圏内） -0.0894 -0.0869 0.1011 -0.0899 -0.2646

居住人口（421-480分圏内） -0.0839 -0.0602 0.1457 -0.1673 -0.2292

居住人口
(91-120分圏内)

居住人口
(121-150分圏内)

居住人口
(151-180分圏内)

居住人口
(181-240分圏内)

居住人口
(241-300分圏内)

総旅行費用（鉄道利用）

観光資源数

HHI指数

居住人口（60分圏内）

居住人口（61-90分圏内）

居住人口（91-120分圏内） 1

居住人口（121-150分圏内） 0.5085 1

居住人口（151-180分圏内） 0.1243 0.13 1

居住人口（181-240分圏内） -0.0743 0.1737 0.2419 1

居住人口（241-300分圏内） -0.2295 0.0717 -0.1799 0.128 1

居住人口（301-360分圏内） -0.2121 -0.1817 0.0447 -0.0951 0.389

居住人口（361-420分圏内） -0.2859 -0.2982 -0.2859 -0.2193 0.3185

居住人口（421-480分圏内） -0.2731 -0.2344 -0.2523 -0.1837 0.1905
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表 24 多重共線性のチェック 

 

 

(3) 代表交通機関を乗用車とした分析 

代表交通機関を乗用車とした分析については、表 25の分析結果に見られるように総旅行

費用に対して旅行目的地の「観光資源数」と「HHI 指数」が与える影響に関して、有意な

分析結果を得る事が出来なかった。また、コントロール変数のうち 5%有意水準で正の有意

な影響を与える分析結果を得たのは、「居住人口（91-120分圏内）」と「181-240 分圏内」で

あり、その他のコントロール変数に関しては、有意な分析結果を得られなかった。 

 

 

 

 

 

 

居住人口
(301-360分圏内)

居住人口
(361-420分圏内)

居住人口
(421-480分圏

内)

総旅行費用（鉄道利用）

観光資源数

HHI指数

居住人口（60分圏内）

居住人口（61-90分圏内）

居住人口（91-120分圏内）

居住人口（121-150分圏内）

居住人口（151-180分圏内）

居住人口（181-240分圏内）

居住人口（241-300分圏内）

居住人口（301-360分圏内） 1

居住人口（361-420分圏内） 0.2279 1

居住人口（421-480分圏内） 0.3036 0.6383 1

Variable VIF 1/VIF

居住人口(121-150分圏内) 2.77 0.361276

居住人口(91-120分圏内) 2.69 0.371549

居住人口(60分圏内) 2.08 0.479929

居住人口(361-420分圏内) 2.07 0.482919

居住人口(61-90分圏内) 2.04 0.491013

居住人口(421-480分圏内) 1.89 0.527858

観光資源数 1.70 0.586638

HHI指数 1.70 0.586871

居住人口(151-180分圏内) 1.66 0.603304

居住人口(241-300分圏内) 1.64 0.608406

居住人口(301-360分圏内) 1.45 0.690017

居住人口(181-240分圏内) 1.37 0.730912

Mean VIF 1.92
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表 25 分析結果 

 

 

表 26 変数間の相関 

 

変動 自由度 分散 サンプル数 = 42

回帰 2.1661E+17 12 1.8043E+16 F(13, 28) = 2.65

残差 1.7602E+17 29 6.0730E+15 Prob > F = 0.0149

合計 3.9263E+17 41 9.5764E+15 重決定R2 = 0.5517

補正R2 = 0.3435

標準誤差 = 7.9E+07

総旅行費用
（乗用車利用）

観光資源数 HHI指数 居住人口
（60分圏内）

居住人口
（61-90分圏内）

居住人口
（91-120分圏内）

総旅行費用（乗用車利用） 1

観光資源数 0.0014 1

HHI指数 -0.1028 0.3977 1

居住人口（60分圏内） 0.0858 0.0369 0.0726 1

居住人口（61-90分圏内） 0.3542 -0.0963 -0.2238 0.3771 1

居住人口（91-120分圏内） 0.5462 0.0096 -0.0400 0.1094 0.4588 1

居住人口（121-150分圏内） 0.4946 0.0902 -0.0334 0.0297 0.1383 0.5144

居住人口（151-180分圏内） 0.1201 -0.0956 -0.0706 0.0054 -0.0692 0.1277

居住人口（181-240分圏内） 0.0657 0.0310 0.0560 -0.0584 -0.0542 -0.1775

居住人口（241-300分圏内） -0.2074 -0.0345 0.0201 -0.0512 -0.0802 -0.1175

居住人口（301-360分圏内） -0.0938 0.2663 0.2486 0.4999 0.1899 0.0633

居住人口（361-420分圏内） -0.1546 0.0648 0.1592 0.0120 -0.0280 -0.1240

居住人口（421-480分圏内） 0.2423 0.0615 -0.1127 -0.0145 -0.0364 0.0056

居住人口（481分以上） 0.1236 0.0009 -0.0673 -0.0973 -0.1242 -0.1669
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表 27 多重共線性のチェック 

 

居住人口
（121-150分圏内）

居住人口
（151-180分圏内）

居住人口
（181-240分圏内）

居住人口
（241-300分圏内）

居住人口
（301-360分圏内）

居住人口
（361-420分圏内）

総旅行費用（乗用車利用）

観光資源数

HHI指数

居住人口（60分圏内）

居住人口（61-90分圏内）

居住人口（91-120分圏内）

居住人口（121-150分圏内） 1

居住人口（151-180分圏内） 0.3750 1

居住人口（181-240分圏内） -0.0907 0.0846 1

居住人口（241-300分圏内） -0.0259 0.1030 0.1467 1

居住人口（301-360分圏内） 0.0889 0.1335 0.1546 0.2985 1

居住人口（361-420分圏内） -0.1495 0.0267 0.0689 -0.1898 -0.0048 1

居住人口（421-480分圏内） 0.2752 0.0897 -0.0540 -0.3275 -0.1334 0.0754

居住人口（481分以上） -0.2054 -0.2307 -0.2684 -0.2753 -0.3405 -0.2880

居住人口
（421-480分圏内）

居住人口
（481分以上）

総旅行費用（乗用車利用）

観光資源数

HHI指数

居住人口（60分圏内）

居住人口（61-90分圏内）

居住人口（91-120分圏内）

居住人口（121-150分圏内）

居住人口（151-180分圏内）

居住人口（181-240分圏内）

居住人口（241-300分圏内）

居住人口（301-360分圏内）

居住人口（361-420分圏内）

居住人口（421-480分圏内） 1

居住人口（481分以上） 0.1120 1

Variable VIF 1/VIF

居住人口（301-360分圏内） 1.99 0.502199

居住人口（91-120分圏内） 1.91 0.523219

居住人口（121-150分圏内） 1.89 0.527732

居住人口（61-90分圏内） 1.70 0.586866

居住人口（481分以上） 1.65 0.604309

居住人口（60分圏内） 1.64 0.610958

居住人口（241-300分圏内） 1.50 0.665599

HHI指数 1.40 0.715214

居住人口（361-420分圏内） 1.37 0.728158

観光資源数 1.34 0.746304

居住人口（421-480分圏内） 1.32 0.755353

居住人口（151-180分圏内） 1.31 0.763379

居住人口（181-240分圏内） 1.18 0.848111

Mean VIF 1.56
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第 5節 分析結果の小括 

 

 本章では、日本全国を対象として第 4 章で算出した全国各地の魅力の値としての旅行費

用と第 5章で算出した全国各地の HHI 指数の値と観光資源数を用いて、観光における地域

の魅力向上に結びつく要因を分析した。そして、分析にあたっては、分析対象とする地域を

都道府県庁所在地域以外と都道府県庁所在地域の 2 つに分け、さらに、航空機利用と鉄道利

用、乗用車利用という 3つの代表交通機関に分けて分析を行った。分析の結果の順に述べて

いく。 

最初に、都道府県庁が所在しない地域を対象とした分析の結果は、代表交通機関が航空機

利用とする分析において、総旅行費用に対して観光資源数と HHI 指数が正の有意な影響を

与える結果を得た。そして、代表交通機関を鉄道利用とする分析と代表交通機関が乗用車と

する分析においては、総旅行費用に対して観光資源数と HHI 指数が与える影響に関して、

有意な分析結果を得る事が出来なかった。 

次に、都道府県庁所在地域を対象とした分析の結果は、代表交通機関を航空機利用とする

分析と代表交通機関が鉄道とする分析において、総旅行費用に対して観光資源数が正の有

意な影響を与える結果を得た。HHI 指数に関しては、有意な分析結果を得られなかった。

そして、代表交通機関を乗用車とする分析においては、総旅行費用に対して観光資源数と

HHI 指数が与える影響に関して、有意な分析結果を得る事が出来なかった。 

都道府県庁が所在しない地域と都道府県庁所在地域を対象とした分析の双方において、

代表交通機関を鉄道利用とする分析と代表交通機関が乗用車利用とする分析で、HHI 指数

と観光資源数が、一部を除き有意な結果にならなかった原因は、分析に用いたデータの特性

に起因するものと考える。分析に用いた全国幹線旅客純流動調査は、第 4章で述べたように

首都圏、中京圏、近畿圏内の流動は都道府県内の移動とみなして調査対象外となっている。

よって、これら地域における近接地からの観光客数を読み取ることができない。これらの地

域の居住人口は、総務省が発表する「平成 28年 1月 1日住民基本台帳人口・世帯数、平成

27 年（1月 1日から同年 12月 31日まで）人口動態（市区町村別）（総計）」（URL 47）によ

ると、約 6,600 万人であり日本の全人口の約 51％を占める。そして、この三大都市圏内に

おける移動手段は主に鉄道および乗用車であると考えられる。従って、本章における鉄道利

用および乗用車利用とする分析においては、データの特性上、分析に限界がある。 

以上の分析結果から、次の 2点を述べることができる。1点目は、観光資源の充実は観光
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地としての地域の魅力向上に結びつくと言うことである。そして、2点目は、観光地ブラン

ドの明確化は、地方においては、言い換えると都道府県庁所在地域以外の地方においては、

観光地としての地域の魅力向上につながると言うことである。 

 

 本章では全国を 207 地域に区分し、各地域全体への旅客流動を対象として各地域全体と

しての観光地の魅力向上の要因分析を行った。一方で、本稿の主題の最終目的は、観光地域

づくりにおける具体的な取り組みを示すことである。地域においては、それぞれの自然や歴

史、文化などの背景が異なり、観光地域づくりにおける具体的な取り組みを単一的に示すこ

とには限界があると考えられる。では、分析の対象を特定の観光資源とその観光資源を有す

る市町村行政区域に絞り込んだ場合においては、観光地の魅力向上の要因はどのようなも

のになるのであろうか。次章では、この疑問に対する答えを明らかにしてみたい。  
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第 7章 観光地の魅力向上の要因分析（２）：城址地域を対象とした分析 

  

本章では、分析の対象を特定の観光資源とその観光資源を有する市町村行政区域に絞り

込み分析を行うことによって、前章の分析より細かな観点で観光地の魅力に与える影響を

明らかにしてみたい。 

本章では、第 1節にて、本章の分析が前章と異なるポイントを述べる。次に第 2節にて本

章の分析の仮説を述べ、第 3 節にて本章の分析対象地域と分析に用いる変数について述べ

る。そして、第 4節にて分析結果を示し第 5節にて分析結果の小括を行う。 

 

第 1節 本章の分析 

 

 前章と異なり、本章では分析対象地域を特定の観光資源とその観光資源を有する市町村

行政区域に絞り込む。従って、前章の分析で用いた全国幹線旅客純流動調査データは、地域

設定を複数の市町村行政区域を含む生活圏としているため、各市町村行政区域単位の流動

数を知ることができない。よって、本章の分析に用いることはできない。一方、観光地の魅

力の定量的な表れの一つが観光入込客数であるが、第 4章で述べたように、観光統計に関し

ては比較分析を行う上で問題点が存在する。 

そこで、本章では、地域間で比較可能なデータである天守閣登閣者数が入手できる城址地

域を対象として、観光地ブランドの明確化のレベルと観光資源の充実が観光入込客数に与

える影響の分析を行う。 

 

第 2節 本章の仮説 

   

第 6 章の分析と同じく本章の分析における仮説は、観光地としての地域の魅力を向上さ

せる要因は、観光資源の充実と観光資源に基づく観光地ブランドの明確化である、という命

題である。 

 

第 3節 分析対象地域と変数の設定 

  

本節では、最初に第 1 項にて分析対象地域の設定について述べる。次に第 2 項にて従属
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変数の設定について述べ、第 3項にて分析に用いる独立変数の設定について述べる。そして

第 4 項にてコントロール変数について述べ、第 5 項にて分析から除外したデータについて

述べる。 

 

第 1項 分析対象地域 

 

本章の分析にあたっては、当該観光地とは分析対象とする市町村行政区域とし、周辺地域

とは当該観光地周辺の市町村行政区域とする。周辺地域の圏域については、第 4項のコント

ロール変数の設定説明の際に述べる。 

 

第 2項 従属変数の設定 

 

観光振興の指標のひとつとして用いられているのが、観光統計における観光入込客数で

ある。しかし、観光統計に示される観光入込客数を本分析に使用することは、次に述べる理

由から本分析に用いるのは好ましくない。まず、観光庁の観光統計は地域設定が都道府県単

位であり本分析の地域定義と異なる。また、第 4章で指摘したように、各地方自治体による

観光入込調査には地域住民の利用数の占める割合が高いと思われる教育関連施設などが含

まれるなど、これらの観光入込客数を比較分析に用いるのに適さない。 

これらの課題を軽減する指標を検討した結果、本章の分析における従属変数の設定につ

いては、次の三点の理由から城址の天守閣の登閣者数に着目したい。第一に天守閣の大半は

江戸時代に建築されたものであり建築時期の差異が小さく、歴史資源として一定程度同じ

属性を持つものとして扱うことができる。第二に登閣料金は大半の城址の管理者である地

方自治体の財源となるため、登閣者数の正確なデータが管理されている。よって観光統計の

統一基準が不明確な自治体間において、登閣者数を用いることにより同一基準による比較

分析を行うことができる。そして第三に、資源の特性から、地域住民が日常生活において利

用する公園、博物館、寺社など他の資源と比較した場合に、地域住民が有料入場する頻度は

低い。すなわち観光客の比率が他の観光資源より高くなることになり、観光統計が有する課

題を軽減することができる。 

よって、本章では観光入込客数が地域の魅力を定量的に表すものと定義し、城址の天守閣

の登閣者数を観光入込客数の代理変数とし、分析対象を城址天守閣が存在する地域に限定
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して分析を行う。 

分析対象は、全国城郭管理者協議会（URL 64）加盟の城址 48か所のうち、天守閣が存在

する城址を対象とする。登閣者数データは各自治体発表で加盟城址全ての数値が入手可能

な 2012年度の発表数値を使用する。 

 

第 3項 独立変数の設定 

 

本章の分析では、前章の分析と同様に「観光資源数」および観光地ブランドの定量化とし

て観光資源の集中度の「ハーフィンダール・ハーシュマン指数」を独立変数に設定する。更

に地域の価値を表す指標として「伝統的建造物群認定」と「国宝認定」を魅力の構成要素と

して独立変数として設定する。なお、対象とする地域の範囲に関しては、本章の地域設定に

従う。 

 

(1) 観光資源    

本分析は従属変数の設定にあたり城址の天守閣の登閣者数、すなわち観光入込客数を使

用している。従って、観光資源に関するデータの収集は観光客の視点から収集を行う必要が

ある。観光資源に関するデータの収集は、本稿の第 5章で述べた手順に従う。 

 

(2) 観光資源の集中度のハーフィンダール・ハーシュマン指数 

観光資源の集中度のハーフィンダール・ハーシュマン指数は、第 5章に従って算出す

る。 

 

(3) 伝統的建造物群認定および国宝認定 

地域の価値を表すものには、町並や町を取り囲む自然など多くのものが考えられる。本分

析の対象は城址と城址を中心として構成される町であることから、伝統的建築物群認定お

よび国宝認定をダミー変数として設定する。 

 

第 4項 コントロール変数の設定 

 

前節の独立変数以外に、従属変数に影響を与えていると思われる変数として、当該地に対
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する近接地域の居住人口が考えられる。近接地域からの来訪は、主に日帰り旅行が想定され

る。例えば、京都市においては、全来訪者数に占める近畿地域内からの来訪者数は全来訪者

数の 36.7%を占め（URL 40）、東京ディズニーランドでは来園者の 60.8%が近接地の関東

地方内からの来訪である（URL 65）。また、観光庁は日帰り旅行の定義を、移動時間と滞在

時間の合計である所要時間が 8 時間以上の非日常圏への旅行、または移動距離が 80km 以

上旅行として、2つの定義を行っている（URL 66）。近接する周辺地区の設定を観光庁の定

める 1 つ目の定義に従った場合は、各訪問地域での滞在時間を示すデータが存在しないこ

とから、移動時間と滞在時間の合計を 8時間以上とする定義に対して、最短時間距離地区へ

の時間距離算出の基準がない。よって、最短時間距離地区の設定が不可能であり、コントロ

ール変数の対象とする周辺地区における居住人口の全てを算出することができない。従っ

て、本分析においては観光庁が定める 2つ目の定義に従って、周辺地区における移動距離帯

別の居住人口を算出しコントロール変数として用いる。 

 

(1) 周辺地域の居住人口 

本分析では、城址が存在する当該地からの移動距離が 50km を最小距離圏とし最大距離

100km 圏までの周辺人口を距離別に算出し変数として設定する。居住人口数については、

登閣者数データが 2012年 4月 1日から 2013年 3月 31日までの 2012年度データであるこ

とから、2013年 3月 31日時点の人口である「平成 25年住民基本台帳人口・世帯数、平成

24 年度人口動態（市区町村別）」（URL 67)を使用する。 

移動距離算出に際しての観光客の OD 間における移動手段は、乗用車を設定する。国土

交通省が 2015年に実施した第 6回全国幹線旅客純流動調査（URL49）では、観光客が利用

した代表交通機関毎の OD 間の流動数の分布が明らかにされている。図 28は、同調査によ

る移動距離帯別の代表交通機関の分担率を表したものである。移動距離が 100km 未満では

乗用車利用の旅客流動が 95%を占めていることから、本分析においては観光客の利用交通

機関を乗用車と見なして移動距離を算出する。移動距離の算出は、（株）ナビタイムジャパ

ンの提供サービスより最短移動距離を求める。発地及び着地の設定にあたっては、次の二点

に留意した。発地に関しては、当該市町村行政区域内の JR 主要駅または私鉄主要駅とし、

鉄道駅が当該市町村行政区域内に存在しない場合は、市町村庁舎を発地とする。着地点は、

従属変数の算出対象である城址の大手門前とする。 
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（単位：%） 

 
図 28 距離帯別代表交通機関別分担率 

（出所）国土交通省「第 6 回全国幹線旅客流動調査」（URL49）をもとに筆者が作成。  

 

(2) 周辺観光地の年間宿泊者数 

周辺宿泊地における宿泊客は、宿泊前後に当該観光地を訪れると想定される。当該地に

とっては、周辺宿泊地を発地とした日帰り旅行である。 

周辺宿泊地の設定に関しては、大半の宿泊客の旅行目的が観光であると想定される温泉

地を設定し、関西地方においては宿泊客の大半の旅行目的が観光である京都市を追加設定

する。温泉宿泊地の選択に関しては、JTB 宿泊統計年報（JTB 総合研究所 2012）に定め

る箇所を対象とする。当該地からの移動距離に関しては、片道 100km 圏内と設定する。 

 

なお、従属変数に影響を与えると考える当該地における宿泊者数は、城址登閣者数と同時

性の問題が存在するため、独立変数の設定に採用しない。 

 

第 5項 除外したデータ 

 

本項では、分析を行うにあたって、対象から除外するデータについて述べる。 

 

(1) 東北 6県の城址 

表 28は、国土交通省東北運輸局（URL 68）が発表する東北 6県の 2010年から 2012年

の県別観光入込客数の推移をまとめたものである。東北 6県では、2011年の東日本大震災

の影響により東北地方の観光入込客数が当年度以降に減少しており、2012年度においても

震災前の観光入込客数の水準に回復していない。震災に伴う特殊要因が存在することか

ら、他地域と同条件における比較分析を行うことはできない。よって、本分析においては
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東北 6県に所在する城址を分析対象から除外する。 

 

表 28 東北 6 県の観光入込客数（2010年－2012年）   （単位：千人） 

 
（出所）国土交通省東北運輸局「県別観光入込客数の推移」（URL 68）をもとに筆者作成。 

 

(2) 大河ドラマに関連する城址 

NHK 大河ドラマが観光集客に与える影響は大きい。ドラマの内容と地域間に深い関わり

が存在する場合、放送年度を起点に地域の観光入込客数が変動する。表 29は、2006年以降

の NHK 大河ドラマ（URL 69）と関連する地域の城址登閣者数である。長浜城と彦根城に

関しては、2011年の放送の影響を受けて 2012年度の登閣者数が大幅に低下しており、他地

域の城址と同条件下での比較分析を行うことはできない。よって、本分析においては長浜城

と彦根城を分析対象から除外する。 

表 29 2006 年以降の NHK 大河ドラマと関連地域の城址天守閣登閣者数 

 
（出所）日本放送協会「大河ドラマ一覧」（URL 69）、全国城郭管理者協議会「平成 23 年度全国 

城郭管理者協議会加盟城郭総入場者数」（URL 64）、滋賀県『平成 23 年滋賀県観光入込客統計調 

査書』（URL 42）、長浜市「長浜城歴史博物館の入館者状況」（URL 70）をもとに筆者作成。 



126 

 

(3) 姫路城 

姫路城については、大天守保存工事により 2012年の姫路市の発表数値は保存工事見学施

設への入場者数である（URL 71）。よって、本分析においては、その対象から除外する。 

  

第 4節 分析結果 

 

本章の分析では、観光客数とこれに影響を与える観光資源や観光地ブランドなどの要因

との因果関係の明確化を目的として、前章と同じく重回帰分析（最小 2 乗推定法）を行っ

た。 

分析結果を表 30に示す。回帰直線の自由度調整済み決定係数は 0.5599であることから、

本分析で求められた回帰直線の説明力は良いと言える。個々の変数に関しては、表 32に示

すように多重共線性は見られなかった。各変数に関する分析結果は以下となる。 

本分析の結果、5パーセント有意水準で「観光資源数」、「HHI 指数」「周辺地区人口（50km

圏内）」、「周辺地区人口（81-100km 圏内）」「国宝認定（ダミー）」が正の有意な影響を与え、

「周辺地区人口（51-80km 圏内）」が負の有意な影響を与えるとする結果となった。「伝統

的建造物群認定（ダミー）」と「周辺観光地の宿泊者数」は有意な結果を得ることができな

かった。 

 

表 30 分析結果 

 

変動 自由度 分散 サンプル数 = 36

回帰 3.96E+12 8 4.9441+e F(9, 27) = 6.56

残差 2.03E+12 27 7.5311+e Prob > F = 0.0001

合計 5.99E+12 35 1.7111+e 重決定R2 = 0.6605

補正R2 = 0.5599

標準誤差 = 2.70E+05
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表 31 変数間の相関 

 

 

 

表 32 多重共線性のチェック 

 

 

第 5節 分析結果の小括 

 

観光資源は消費者の旅行目的そのもので、分析結果は「観光資源数」の充実は観光地の魅

力向上に繋がる旨を定量的に示している。観光資源の価値を表す「国宝認定」も、その認定

は観光入込客数の増加に結びつく。そして、観光資源の集中度の「ハーフィンダール・ハー

入込客数（登閣者数） 1

観光資源数 0.1596 1

HHI指数 0.3343 -0.3085 1

国宝認定 0.5108 -0.1993 0.2290 1

伝統的建造物群認定 -0.0813 -0.2573 0.3317 0.0236 1

周辺地区人口(50km圏内) 0.4362 -0.1156 0.2729 0.2226 0.0260

周辺地区人口(51-80km圏内) -0.0254 -0.0644 0.2370 -0.1596 0.2061

周辺地区人口(81-100km圏内) -0.0118 -0.2703 0.1826 -0.2199 0.1908

周辺観光地の　宿泊者数 0.4034 -0.2085 0.2159 0.2050 -0.0955

入込客数
（登閣者数）

観光資源数 HHI指数 国宝認定
伝統的建造
物群認定

入込客数（登閣者数） 1

観光資源数 0.1596 1

観光資源・HHI 0.3343 -0.3085 1

国宝認定 0.5108 -0.1993 0.229 1

伝統的建造物群

認定

周辺地区人口(50km圏内) 0.4362 -0.1156 0.2729 0.2226 0.026
周辺地区人口
(51-80km圏内)

周辺地区人口(81-100km圏内) -0.0118 -0.2703 0.1826 -0.2199 0.1908
周辺観光地の　宿泊者数 0.4034 -0.2085 0.2159 0.205 -0.0955

-0.0813 -0.2573 0.3317 0.0236

-0.0254 -0.0644 0.237 -0.1596 0.2061

入込客数
（登閣者数）

観光資源数 観光資源・HHI 国宝認定
伝統的建造

物群認定

1

周辺地区人口

(50km圏内)

周辺地区人口

(51-80km圏内)

周辺地区人口

(81-100km圏内)

周辺観光地
の宿泊者数

入込客数（登閣者数）
観光資源数
HHI指数

国宝認定
伝統的建造物群認定
周辺地区人口(50km圏内) 1

周辺地区人口(51-80km圏内) 0.3487 1

周辺地区人口(81-100km圏内) 0.0486 0.7070 1

周辺観光地の宿泊者数 0.4510 0.4411 0.4343 1

Variable VIF 1/VIF

周辺地区人口(81-100km圏内) 2.94 0.3405

周辺地区人口(51-80km圏内) 2.81 0.35567

周辺観光地の宿泊者数 1.87 0.534123

周辺地区人口(50km圏内) 1.64 0.610281

観光資源数 1.36 0.732665

HHI指数 1.35 0.742811

国宝認定 1.34 0.746642
伝統的建造物群認定 1.31 0.763833

Mean VIF 1.83
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シュマン指数」は、当該地の観光資源分類における資源の集中度を表したものであり、観光

地ブランドの明確化は、魅力向上に結びつくことが明らかである。 

「伝統的建造物群認定」は、有意な結果を得ることができなかった。これは、観光協会等

の HP に記載されていない場合が散見されることから、消費者に認知されず有意な結果を

得られなかったと考えられる。 

以上の結果から考えられるのは、本稿の主題である観光地域づくりにおいて、その中心と

なる地域住民が取り組むことが可能な地域の魅力向上に繋がる要因は、観光資源の充実と

観光地ブランドの明確化である。一方、観光資源の価値を表す「国宝認定」も観光入込客数

の増加に結びつくが、地域住民の取り組みにより認定を受けるのは困難である。 

 

このように第 6 章と第 7 章の分析結果から、観光資源の充実と観光地ブランドの明確化

は観光地の魅力向上に結びつくことが定量的に明らかになり、本稿の研究目的の半分を達

するに至った。では、具体的にはどのような取り組みによって、観光資源の充実と観光地ブ

ランド形成を行うことができるのであろうか。これが、本稿の研究目的の残された部分であ

る。次章では、本章で分析対象とした城址天守閣を有する地域の事例を取り上げることによ

って、この疑問点について明らかにしたい。 
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第 8章 観光地の魅力向上要因と観光地域づくり 

 

本稿はその研究目的に対して、第 4 章から第 7 章にて研究目的の前段部分である観光地

の魅力向上要因を定量的に明らかにした。観光地の魅力向上要因とは、観光資源の充実と観

光資源に基づく観光地ブランドの形成である。では、どのようにして、観光資源の充実と観

光地ブランド形成を行うのであろうか。 

本章では、観光資源の充実と観光地ブランドの形成に対する、観光地域づくりの具体的な

取り組み手法を示したい。最初に、第 1節にて観光地域づくりにおける魅力向上の取り組み

に関して、観光地域づくりプラットフォームの形成、観光資源の充実、観光地ブランドの形

成という 3 つの観点から先行研究について述べる。そして、第 2 節にて魅力向上に向けた

観光地域づくりの取り組み事例を示して、第 3節にて本章のまとめを述べる。 

 

第 1節 観光地域づくりにおける魅力向上の取り組みに関する先行研究 

 

本節では、観光地の魅力向上要因である観光資源の充実と観光地ブランドの形成、そして

これらを可能とする観光地域づくりの取り組み手法に関する先行研究について述べる。ま

ず、第 1 項にて観光地域づくりの活動を支える観光地域づくりプラットフォームについて

述べ、第 2 項で地域資源再発掘による観光資源の充実、そして第 3 項にて観光地ブランド

形成について述べていく。 

 

第 1項 観光地域づくりプラットフォームの形成 

 

(1) 観光地域づくりプラットフォーム 

観光地域づくりの取り組みにおいては、その活動をささえる観光地域づくりプラットフ

ォームが必要である。永瀬（2013）が指摘するように観光地域づくりの主体者は、地方自治

体ではなく観光関連産業の従事者を含む一般地域住民である（永瀬 2013：157）。また、吉

兼（2009）が述べるように、その取り組みにおいては、地域住民と行政が共同で行うことが

望ましい（吉兼 2009：21）。したがって、観光地域づくりという地域で面的な取り組みを行

う場合には、これらの人々をつなぎ合わせる受け皿である観光地域づくりプラットオーム

が必要である。 
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プラットフォームとは、もともと基盤や土台という意味を有し、観光地域づくりプラット

フォームとは大社（2013）などが提唱したものであり、地域のステークホルダーらの情報の

共有や活動の場（大社 2013：135-56）である。森重（2016）が述べるように、多様な人々

がかかわり、交流やコミュニケーションを通して、創造的なものや価値を生み出すための場

や仕組みであり、また、藻谷・山田佳一郎（2016）が述べるように、観光事業者だけが集ま

るのではなく、地域住民が主体的な活動を続けられる仕組みである（藻谷・山田佳一郎 

2016：92）。 

 

(2) 観光地域づくりプラットフォームの特徴と構成 

観光地域づくりプラットフォームの特徴については、森重（2016）が次の二点を述べてい

る。一点目は、これまで観光と接点を持っていなかった地域の一般住民や行政機関が含まれ

ている点が多いということである。これは地域固有で日常生活に埋もれた資源を観光資源

化するには、その資源が持つ歴史的・文化的背景を理解した地域の一般住民の協力が必要で

あることである。また、取組みの際には、公共施設の利用、関係者間の調整、補助金支援等、

行政の協力が必要となる例も少なくないからである。そして、二点目は、多種多様な関係者

が対等にかかわる「水平型ネットワーク」を形成する点である。取り組みにおいては、知識

やノウハウは特定の関係者に極端に依存する必要がない。そのため、特定の関係者の命令指

示を受けて行動するような垂直型ネットワークにはなりにくく、多種多様な関係者がかか

わり、水平型ネットワークを形成する仕組みとなる。 

次に、高田（2016）は、事例として三重県伊勢市で取り組まれた伊勢観光活性化プロジェ

クト会議（通称 活プロ）の取り組みについて述べている。伊勢市の活プロは、2007 年に

行政の呼びかけによって市内の観光や地域づくりに取り組んできた団体や個人が集まり設

立されたもので、その特徴は、行政が事務局を担うが、具体的事業を推進するため 3つのテ

ーマに分かれた部会制をとり、それぞれの部会を 2、3人の世話役が担当する体制となって

いる。また「長」を決めないゆるやかな連合体とし、いつでも誰でも、自由に参加できるル

ールを採っている。そして、活動内容をホームページ等で情報発信を行い取り組みが取材で

取り上げられることによって、さらに新たなメンバーが増えるという好循環が生まれてい

る（高田 2016：152-3）。また、類似する運営手法を用いた事例として、藻谷・山田佳一郎

（2016）が述べる北海道弟子屈町の「えこまち」が挙げられる。弟子屈町の「えこまち」の

特徴は、弟子屈町民なら誰でも参加でき、活動においては協議会内のどれでも好きな部会へ
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の参加が可能で、複数の部会の掛け持ちも可能である。そして、オブザーバーとしての参加

も可能としている（藻谷・山田佳一郎 2016：86）。 

また、観光地域づくりプラットフォームへの外部関係者の参画に関する事例研究もあり、

高山（2017）は瀬戸内国際芸術祭を例に挙げ、取組みにあたっては外部観光事業者のみが携

わるのではなく、自治体や地域住民による取り組みの重要性とかかわり方について述べて

いる。 

 

(3) 観光地域づくりプラットフォームの役割 

観光地域づくりプラットフォームの役割としては、大社（2013）が述べる情報と目的の共

有機能（大社 2013：135-56）のほかに、地域内における調整や合意形成の場としての機能

や観光地域づくり活動の持続性確保のための機能がある。 

 

① 地域内における調整や合意形成の場としての機能 

観光地域づくり活動に参加する地域住民には、既に観光に携わっている住民や観光客と

接点を持たない郷土史研究家、地域の長老、観光関連以外の産業関係者など多様な生活基盤

を持つ住民が存在する。それぞれの住民は生活基盤などの背景が異なるが故に、これらの住

民の間においては意見の相違が存在する場合もある。これらに対しては、藻谷・山田佳一郎

（2016）は、住民間の意見の相違などに対しては第三者による客観的な調整が必要であり、

意見調整を行う住民参画の場の設定がプラットフォームに求められる機能であると述べて

いる（藻谷・山田佳一郎 2016：92）。 

地域における調整機能に関する研究としては、工藤（2013）は、青森県の「奥津軽地域着

地型観光研究会」の事例調査を行っている。事例調査から、この研究会が有効に機能した要

因として、合意形成の場と取り組みの実践の場を分けて、個々にプラットフォームを設定し

た点を挙げている。場を分けることにより、それぞれの場の目的と参画する地域住民の役割

が明確化される利点を指摘している。 

次に、岡崎・原科（1994）や梅宮・岡崎（2003）は、合意形成に至らなかった事例につい

て述べている。岡崎・原科（1994）は奈良県橿原市今井地区の伝建地区指定の事例をもとに

して、地方自治体によるまちづくりにおける合意形成について論じている。具体的には、合

意形成を行う協議会に関して述べ、反対派の地域住民の議論への参加がアンケートへの回

答や説明会での意見陳述などに限られ十分でなかったことが原因となり、条例制定後に反
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対運動が発生したことを指摘している。また、梅宮・岡崎（2003）は新潟県村上市を事例と

して、歴史的資源の保存を前提とした都市像形成について述べ、合意形成に至らなかった原

因として、対立する意見の調整を行うまでの事前の議論が無かった点をあげている。 

 合意形成を行うワークショップの運営方法については、錦澤・米野・原科（2000）が都市

再開発における住民のワークショップについて取り上げている。しかし、対象事例は短期間

の取り組みであり、住民合意の手法としては意見を事務局が取りまとめて、その後に参加住

民が追認する形式となっている。また、増尾・植杉（2018）は地域の利害関係者のみで実施

されるワークショップにおいて、地域にとっての外部の参加者を加えることによって住民

の観光施策への積極的な理解を誘発させ、住民同士や観光事業者同士の相互理解を深める

効果を論じている。そして、森重ほか（2019）は、観光ガバナンスについて論じている。観

光まちづくりの推進に伴い観光に関わる関係者が拡大する中、観光分野においても関係者

間での合意形成やルールの調整など、ガバナンスの概念を取り入れることによる問題解決

の意義を示している。 

 

② 持続性確保のための機能 

森重（2013）は、観光地域づくりプラットフォームの持続性のポイントに関して、兵庫県

淡路島の「淡路おみなの会」の事例をもとにして述べている。参加メンバーに多くの裁量権

を与えること、活動の成果を見える形で蓄積すること、そして個人の興味や関心事を地域づ

くりへの貢献という社会的課題に転換すること、つまり「社会化」が観光地域づくりの取り

組みの持続性確保の要因となっているとしている。そして、森重（2016）は関係者の自主性

や主体性を引き出し、モチベーションを引き出す仕組みを構築することが、観光地域づくり

プラットフォームの持続のカギになると述べている（森重 2016：192-4）。 

 

第 2項 地域資源再発掘による観光資源の充実 

 

本稿の第 2章では、観光資源における地域資源再発掘の概念について述べた。本項では観

光資源の充実に向けた、地域資源再発掘の取り組みに関する先行研究について述べていく。 

 

(1) 地域資源再発掘の取り組み 

地域資源再発掘の取り組みに関する研究としては、囲（2008）が長崎市で取り組まれた「長
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崎さるく」の事例調査を行っている。そして、事例調査の結果として、地域に埋もれていた

資源が「長崎さるく」の中で新たに発見されていることを明らかにし、「観光資源の再発掘」

の過程における地域住民の関わりについて述べている。「長崎さるく」においては、市民プ

ロデューサー、さるくガイド、参加者である市民の 3つのアクターが存在し、それぞれの立

場で観光資源の発掘が行われている。市民プロデューサーは、さるくのコースマップの作製

に携わり、長崎の歴史に関する資料や文献、地元住民からの聞き取りをもとに、観光資源の

発掘を行っている。次に、さるくガイドは、ガイド研修への参加等により、個々のレベルで

観光資源の再発見がなされている。そして市民は、市民プロデューサーが作成したコースマ

ップや、さるくガイドが独自で発見したものから、自分たちが居住する街の魅力に新たに認

識を有するに至っている。このように、関係するアクターそれぞれの立場における観光資源

発掘について述べているが、そのそれぞれのプロセスについては、どのように具体的に取り

組まれたのかについては、述べられていない。 

次に、恩田（2010）は、地域づくりにおける一村一助運動35の意義について述べ、その理

念の一つに自分たちの地域に誇れる資源を再確認することを掲げている。地域が誇る資源

の再発見、現在ある資源の再活用、あるいは眠っている資源の再発掘を基本として、それら

に現代的な意味や価値を付与することで「一助」の素材としている。 

 

(2) 再発掘資源のリスト化 

金井（2008）や板垣（2011）は、再発掘された地域資源のリスト化の必要性について述べ

ている（金井 2008：21；板垣 2011：71）。一般的に企業や行政などの組織は、組織が所有

する財産の目録を有している。しかし、吉兼（2009）が述べるように、観光においては地域

の資産である地域資源の財産目録は存在しない地域が多い。その結果、地域住民の間でも観

光資源となり得る地域資源の情報が共有されていない。この課題に対して、地域資源情報は

リスト化を行うことにより、地域住民間での共有を図ることが可能となる。特に個人の記憶

の中に存在する伝承などの無形資源は、地域住民間での共有によって、地域の人々の世代交

代による記憶の断絶による資源の消滅を、防ぐことが可能となる（吉兼 2009：21）。 

 
35 恩田（2010）が論じるには、「一村一助」運動とは一つの地域（一村）で個人がその能

力に応じて何か一つ他者を手助けすること（一助）、また集団がそのもてる能力や資源に

基づいて他者を支え地域に貢献すること（一助）、さらに地域固有の資源を活かして社会

全体で他の地域を支援すること（一助）を通して、自らの地域づくりを進める取り組みで

ある。 
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(3) 外部からの目 

地域資源再発掘は、地域外の目で見る必要もある。溝尾（2009）が指摘するように、地域

住民は地域資源としての価値を認識していないが、地域資源の魅力を地域外の目により見

いだされる場合があるからである（溝尾 2009：45-6）。つまり、Urry（1990）が述べる「見

る目」の違いである（Urry 1990：21-3）。これは、村山（2011）が述べるように、地域住民

にとっては日常であり特別な価値が認識されていないが、地域外の人々にとっては、自分た

ちの生活圏に存在しないなど非日常であり価値が感じられる資源であるからである。 

例えば、前田・橋本（2012）は、「来日した外国人」と言う外部の目によって地域の魅力

が見出された例を挙げている。明治期に来日した外国人によって、新たに見出された保養地

や景勝地である。例としては長野県の軽井沢が挙げられる。軽井沢は英国人宣教師アレキサ

ンダー・クロフド・シヨウが 1886年に布教活動において訪れた地が、故郷の風景に似て避

暑地として適しているのを見出したのが始まりである。そして、日本アルプスも英国人宣教

師ウォルター・ウェストンが中部地方の山岳地域の素晴しさを海外に紹介し、それまで「日

本三景」など東洋的な風景美を良しとしていた日本人に、山岳の自然美を認識させている

（前田・橋本 2012：32）。また、日本人によって魅力が見いだされた例としては、溝尾（2009）

が、北海道美瑛町の丘の風景を、写真家である前田真三の「外部の目」による「発見」とし

て挙げている（溝尾 2009：53-4）。 

 

(4) 地域資源の磨き上げ  

再発掘された地域資源は磨き上げる必要がある。例えば、大社（2013）は、来訪者のニー

ズに合わせて観光資源の商品化を行う必要性を指摘している（大社 2013：57-8）。また、国

枝（2016）は、市場を細分化しターゲットを絞り込む必要性について述べ、奈良県高取町の

事例を挙げて再発掘資源による商品コンセプトの構築について論じている（国枝 2016：95-

6）。すなわち、観光資源の磨き上げである。 

そして、金井（2008）は、資源の磨き上げとして、資源の歴史的由来や地域の生活や活動

とのかかわりなどの調査の必要性を述べている（金井 2008：21-2）。 

 

(5) 地域資源再発掘から観光資源化へのプロセス 

第 2章で述べたように、観光資源は観光対象として顕在化されたものである。従って、板

垣（2011）が指摘するように再発掘された地域資源は可視化する必要がある。そして、地域
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資源再発掘から可視化による観光資源化のプロセスについては、吉兼（2016）が金井（2008）

の研究を踏まえて、資金調達や域外への情報発信など集客に向けた施策や、観光資源化後の

取り組みとしてマスタープランの策定・環境整備、アクセスのコントロール等も含めて観光

資源化のプロセスを 13に細分化して述べている。また、再発掘された地域資源の保存を目

的とした可視化手法として、エコミュージアム36について述べ、フランスのブルゴーニュの

ブレス・ブルギニオンやフランス北部のアベノア、日本国内の朝日町の事例を示している

（吉兼 2016：20-7）。そして、大和(2016)は、観光地域づくりに関して地域における地域再

生への流れを生み出す仕組みについて述べ、熱海の地域資源に着目し着地型観光商品づく

りまでのプロセスを述べている。 

これらの研究は、地域資源再発掘から観光資源化までのプロセスについて述べているが、

観光地ブランド形成については述べていない。 

  

第 3項 観光地ブランド形成 

 

(1) 再発掘資源による観光地ブランド形成 

再発掘資源と観光地ブランドに関する研究については、村山（2011）は、発掘された資源

を磨き地域へ新たに組み込むことにより、地域の新たなイメージを作り出せるとしている。

次に、濱・上田 (2015)は長野県小布施町と北海道富良野市を例に挙げ、地域性を「基盤」

とした地域資源を、地域性の「核」となるブランドとして強化することで、地域性の「象徴」

としての地域全体のイメージである地域（傘）ブランドが形成されるとしている。そして、

真板（2016）は、地域資源再発掘を宝探しと表現し、観光地ブランド形成への取り組みにつ

いて沖縄県南大東村の事例を取り上げ、地域資源を素にしたラム酒開発にみるブランド化

戦略について述べている（真板 2016：39-40）。 

また、平野・中尾・神谷（2018）は、京都府福知山市の伝統工芸の観光資源化への取り組

みについて述べ、「固有価値」は地域の資産となり、製造販売に結びつけるだけではなく、

観光や地域のブランド形成に用いれば、地域の人々の補完的な収益獲得に結び付く可能性

を指摘している。 

 
36 吉兼（2016）は、エコミュージアムとは、地域にある全ての素材に価値があり、これら

が一体となって地域は形成されるとする考えであり、博物館の中に資料を保存するのでは

なく、地域全体を展示室として地域の記憶・遺産を本来の姿で保存活用とするものである

と、述べている（吉兼 2016：10-9）。 
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そして、丸上・出口（2015）は、既に確立されている観光地ブランドとこれを構成する地

域資源の保全について述べ、地域環境・ブランド・観光の相互関係を意識し、自然生態系や

観光、資源を取り巻く地域のあらゆる循環構造の把握の上での資源保護施策の必要性を述

べている。 

このように、再発掘資源による観光地ブランド形成をテーマとした研究は見られるが、再

発掘地域資源によって形成される観光地ブランドへ至るプロセスについては、述べていな

い。 

 

(2) 観光地域づくりにおける観光地ブランド形成 

まず、永瀬（2013）は、観光地ブランドは観光地域づくりによって形成することができる

と述べている（永瀬 2013：155）。 

観光地ブランド形成に向けた観光地域づくりの取り組みに関しては、小布施町（山崎 2014）

や南木曾町（南木曽町博物館 2018）など町並み保存を起点とした取り組みが、一般的に知

られている。同じように町並みを利用した観光地ブランド形成の研究としては、濱田恵三

（2010）が、ブランド形成にあたっては、地域固有の特産物等を活かしたものづくりブラン

ドの開発・支援や、地域独自の街並み景観形成、歴史的建造物の再利用の有効性について述

べている。そして、まちづくりの推進主体者としての地域の老舗企業の存在の必要性と、地

域一体となったエリアマネージメントの重要性を指摘している。また、福岡（2015）は、事

例として地域主導でまちづくりを行なった川越市を取りあげ、川越市の町並み委員会の取

り組みについて述べ、現存する蔵などの町並み保存の観点から、観光地ブランドの形成につ

いて論じている。 

次に地域住民に着眼した研究としては、平田ほか（2015）は、地域住民で構成するワーク

ショップを開き、地域住民のライフスタイルから地域理念を捻出し、地域のブランド形成に

至るプロセスについて述べている。また、渡邉（2019）のように地方自治体や地域の企業が

主体となってブランド形成が取り組まれている地域を紹介し、その合意形成において地域

の主体者である地域住民の参画が充分でない問題点を指摘している事例も存在する。 

また、海外の事例と日本におけるブランド形成を比較した研究もある。押久保（2013）は、

イタリアで行った地域ブランドの調査を通じて得られた結果に基づき、地域ブランドの形

成プロセスに関する枠組みを示している。そして、地域ブランドの形成における課題として、

地域の複数の事業者の利害調整という課題を挙げている。これに対して、日本においては地
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域内の関係者全員の協調が必要とされているが、地域内の協調の仕組みだけでは地域ブラ

ンドは持続できないとしている。そして、地域ブランドを持続させるには、地域外の競争相

手を明確にして、地域内の協調を促しながら地域内で競争をさせる仕組みが必要であると

論じている。 

そして、観光地ブランド形成が認定要件である観光庁が推進する観光地域づくり施策の

広域観光圏（URL 22）に関しては、徳山・長尾（2013）が改正前の観光圏整備法における

広域観光圏形成について述べ、内実は機能的連携で終わっておりブランド形成に至ってい

ない問題点の指摘をしている。一方で、大野富彦（2019）は、改正後の観光圏整備法におけ

る広域観光圏形成に関して、新潟県の雪国観光圏の観光地ブランドの概要について述べて

いるが、形成過程については研究の対象としていない。 

また、観光地域づくりの観点における観光地ブランドの持続性確保に関する研究もあり、

真板（2016）は、地域住民と観光地ブランドにおける持続性確保の必要条件について、次の

5 点を述べている。戦略的資源の選定、顧客価値創造の視点の導入、由緒由来・正当性の明

確化、固有性の主張、持続的地域固有性の 5点である。一点目の戦略的資源の選定は、観光

地ブランド化にあたっては、その地域住民間での「価値の所有化」を図りやすい資源を対象

とすることであり、二点目の顧客価値創造の視点の導入は、持続的な商品化を図るためには、

現代から未来に引き継いでいける地域価値と経済価値の両立が必要としている。三点目の

由緒由来・正当性の明確化は、ブランド化にあたっては、なぜこの地域でこの商品が開発さ

れたのか、その理由づけが明確であることである。四点目の固有性の主張は、構成する内容

が常にその地域ならではのものであること、そして五点目の持続的地域固有性の証明は、そ

の商品の起点が常に地域であることを示す象徴的な「場」が存在することであるとしている

（真板 2016：41）。真板（2016）が述べるこれらの点が考慮されずに観光地ブランドの形成

を図った場合は、地域住民の継続的な理解が得られず、地域固有性があいまいなため地域特

性も不明確になると考えられる。 

このように、観光地域づくりにおける観光地ブランド形成に関して論じる先行研究は見

られるが、地域資源再発掘の観点を加えた研究は見られない。 

 

(3) 観光地域づくりにおける観光地ブランド評価手法の欠如 

日本国内における観光地ブランド形成の取り組みに関しては、観光地ブランドの客観的

な指標が存在しない問題点が存在する。大井（2013）は、地方自治体や観光業界は観光地の
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ブランディングを推進し、観光地ブランドの確立に成功した地域は比較的競争優位を発揮

することができるが、そうでない地域では観光入込客数の減少に直面しているのが現状で

あると指摘している。そして、観光地ブランドを客観的に評価する手法も現時点では確立さ

れていないとし、そのため観光地のブランディング37に成功している地域とそうでない観光

地において、どの程度、観光地ブランドの差異が影響しているのかについても不明であると

述べている。 

 

第 4項 本章の論点 

 

このように観光地域づくりに関しては、観光地域づくりプラットフォーム、地域資源再発

掘、観光地ブランドなどを個々に論じる事例研究は多く存在する。しかし、才原（2015）が

指摘する様に、既存研究の多くは実施途上にある個別事例を取り上げ、それが有する特徴的

な取り組みや期待される効果を論述するものや、それが誕生した過程を整理するものにと

どまっている。そのため、成功要因を調査・分析する研究はほとんど存在しない。 

そして、観光地域づくりの取り組みにおいては、桑田（2014）が指摘しているように、多

くの地域では単一的な他地域の事例の模倣に終始し、持続的な誘客に結びついていない課

題が存在する（桑田 2014）。藻谷・山田佳一郎（2018）によれば、単一的な模倣とは、先進

事例の表面的な取り組み部分にのみ着目した結果、成功事例の「劣化版コピー」に陥ってい

ることである（藻谷・山田佳一郎 2016：147-8）。つまり、地域特性、すなわち観光地ブラ

ンドを考慮せず、地域特性の異なる先進地の取り組みを単一的に模倣し、地域のあらゆる資

源の観光資源化を行った結果、観光地ブランドが不明確になっていることを意味する。筆者

は、この問題に対する答えは、観光資源の充実と観光地ブランド形成、そして観光地域づく

りの取り組みの 3 点の関連とその取り組みプロセスの明確化と考える。しかし、この 4 つ

を包含した先行研究は見られない。 

本稿では次節にて、観光資源の充実と観光地ブランドの形成、そして観光地域づくりの取

り組みの 3点の関連と、その取り組みプロセスを事例研究によって明らかにしていく。 

 
37 ブランドとブランディングの概念の違いとして、Anholt（2007）は「ブランドとは、製品

もしくはサービスまたは組織を、その名称、アイデンティティ、名声と結びつけてとらえた

もの」をいい、「ブランディングとは、名声の獲得や保持を目的として、名称とアイデンテ

ィティをデザインしコミュニケートするプロセス」（Anholt 2007:4）と述べている。 
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第 2節 事例研究：兵庫県姫路市  

 

本節は事例研究によって、観光資源の充実と観光地ブランドの形成による観光地の魅力

向上の取り組みは、どのように行うのかを明らかにする。 

最初に第 1項にて、兵庫県姫路市を事例研究対象地域とすることと、その理由について述

べる。次に第 2項にて姫路市に関する観光の観点からの先行研究をレビューし、本稿の主題

に対する先行研究が存在しない点を確認する。そして、第 3項にて姫路市の観光地としての

背景と課題を述べて、第 4 項にて姫路市における観光地の魅力向上の取り組み内容につい

て述べる。 

 

第 1項 事例研究対象地域の設定 

 

本章では、兵庫県姫路市を事例研究の対象とする。理由は、次の 2点である。 

 

(1) 第 6章の分析において、観光資源数は観光地の魅力向上に正の有意な影響を与える要 

因である事を定量的に明らかにした。そして、姫路の観光資源数の値は、京都と金沢に次い

で全国で 3番目に高い値であった。また、観光資源と同じく観光地の魅力向上に正の有意な

影響を与える要因である観光地ブランドの HHI 指数に関しても、全国で 17 番目に高い値

であった。観光地ブランドの HHI 指数は第 4章で算出したものである。 

 

(2) 姫路は、2010年から 2014年の間は、集客に依存していた主たる観光資源である姫路 

城大天守への登閣が不可能であった。すなわち、観光資源への入場という観点に立った場合

は、「これまでの観光資源が無い」状態であった。その状況下において、観光地域づくりの

取り組みが始められた。主たる観光資源の周辺地区において、観光地ブランド形成と観光資

源の充実が行われた結果、主たる観光資源の周辺地区における観光客数が増加している。 

図 29は、姫路市が発表する『姫路市入込客数・観光動向調査報告書』（姫路市 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2019）による、2011年から 2018年の間の、姫路城周辺を周遊する観光

ループバスの乗車人数および姫路城への入城者数を、姫路城大天守へ登閣が可能であった

2008 年の乗車人数および入城者数を 100 として示したものである。姫路城大天守保存修理

工事に伴う大天守閣への登閣停止は 2010 年から 2015 年春までの約 5 年間であり、2015 年
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3 月に大天守への登閣が再開されている。この間には、大天守保存修理見学施設「天空の白

鷺」が 2011年から 2014年の間に公開されていた。一方で観光ループバスの乗客数は、2011

年まで低調であるが、2012年からは入城者数の増加と乖離がある。また、2015 年は大天守

登閣の再開によって入城者数が増加し、この影響を受けて観光ループバスの乗車人数も伸

びている。そして、2016年以降は入城者数と比較した場合、その減少幅は小さい。 

姫路市においては、2010 年に、観光地域づくりの取り組みが始められた。取り組みの目

的は、姫路城周辺地区における観光地ブランド形成と観光資源の充実である。すなわち、本

稿の主題である観光地の魅力向上の取り組みである。主たる観光資源の利用が不可能な期

間において、姫路城周辺地区の観光地ブランドの形成と観光資源の充実を行い、前述のよう

に姫路城周辺地区における観光客数が 2012年から増加している。 

以上の理由により、事例研究対象地域として兵庫県姫路市を設定し、2010 年から取り組

みが始められた、姫路城周辺地区における魅力向上を目的とした観光地ブランド形成と観

光資源の充実に向けた取り組みの内容を明らかにする。   

 

 
図 29 城周辺観光ループバス乗車人数比・対 2008年比 

（注）2008 年の乗車人数および入城者数を 100 として示したもの。 
（出所）姫路市『姫路市入込客数・観光動向調査報告書』（姫路市 2012, 2013, 2014, 

 2015, 2016, 2019）をもとに筆者が作成。 

 

第 2項 姫路市の観光に関する先行研究 

 

本項では、姫路市における観光の観点からの先行研究のレビューを行う。 
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(1) 地域資源の再発掘 

 姫路市における地域資源の再発掘に関する研究としては、千葉（2011）による B 級グル

メとしての姫路おでんを対象とした研究がある。千葉（2011）は、新たな観光資源開発では

なく、地域資源の再発掘の観点とフードツーリズムの観点から着目された姫路おでんが観

光資源として認識され、B-1グランプリの誘致に至った取り組みを紹介している。地域資源

再発掘の事例ではあるが、飯田ほか（2016）や角本（2011）が述べるように、イベントは一

過性のものであるため、一時的な PR 効果以外には効果が期待できない（飯田ほか 2016：

30；角本 2011：194）。そして、本稿の第 1章で観光地域づくりの課題として述べた持続性

に関しては、触れていない。 

 

(2) 市街地の回遊性と歴史的資源 

志賀（2004）は、姫路市を事例研究対象として、城下町都市がその歴史的資産38 をいかに

活用し都市景観形成に結び付けてきたのかを検証し、都市観光の回遊性に着目して城下町

都市の中心市街地活性化の方向性について述べている。都市観光においては、従来の観光ス

ポットのみならず、その街のアイデンティティを示す歴史的資産等の集積とそれを巡る回

遊性の確保が重要であるとし、回遊行動を促す可能性のある資産として城下町の歴史的資

産を挙げている。そして、市街地における現時点で考えられる主要な回遊性資産を、歴史的

資産、現代的資産、社寺・公園・水際の 3つに分類し示している。結論として、姫路市が抱

えている中心市街地活性化や都市景観形成などの課題を総合的に進める上で都市観光の視

点の必要性を述べ、姫路市においては歴史的資産に対する活用が不十分であると指摘して

いる。そして、中心市街地の活性化においては、都市観光の回遊性を的確に計画し、残存す

る歴史的資産の保全・活用が必要であると述べている。  

また、志賀（2005）は都市観光に必要な市街地の回遊性の確保とその要素としての歴史的

資産の活用について、城下町姫路とイタリアの歴史的市街地の比較研究を行っている。最初

に、イタリアの歴史的市街地と姫路の城下町が都市形態的に類似していると述べ、フィレン

ツェの歴史的市街地と姫路市の城下町の規模を比較し、両都市に極端な違いはないとして

いる。次に、両都市の観光モデルコースの比較を行い、フィレンツェにおいては、モデルコ

ースは歴史的資産によって形成されているが、姫路市においては、主要な観光スポット巡り

 
38 志賀（2004）は、本稿における資源の同義語として資産を用いている。 
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となっており市街地の回遊性を意識したものでないとしている。そして、結論として姫路城

周辺地域の歴史的資産を活かして新たな魅力を付加するには至っておらず、モデルコース

は如何にあるべきかを研究する必要があると指摘している。しかし、戦災39で焼失した姫路

城周辺地地区において、どのようにして歴史資産を活用し、つなぎ合わせていくのか、具体

的な方法については述べていない。 

この二つの研究（志賀 2004, 2005）は、既に可視化された観光資源に着目しており、無

形資源など本稿における観光資源の定義に含まれているその他の観光資源は研究の対象と

していない。また、本項（1）で述べた地域資源再発掘の観点は、議論の対象としていない。 

 

(3) 姫路市の都市イメージ 

 井上（2008）は、姫路における観光の課題として、観光客が姫路城の訪問のみの通過型観

光となっている点を指摘している。そして、姫路の都市イメージに関する来訪者の意識調査

を行い、調査結果の分析から姫路市の都市整備のあるべき姿を述べている。来訪者の意識調

査の結果、姫路の観光地としての魅力に関しては、「魅力がある」とする回答が 62％で、そ

の理由のほとんどが「姫路城がある」とするものである。そして、「魅力がない」と答えた

回答が 25％であり、その理由として「観光スポットが少ない」、「姫路城だけに頼りすぎて

いる」とする回答が多いとするものであった。結論として、観光資源が姫路城に限られてお

り他に見るべきものが少ないと感じている来訪者が多いとし、今後のまちづくりの課題と

して、来訪者を都心に滞留できる姫路城以外の都市的な魅力をどのように形成するかとい

うことと、世界文化遺産姫路城のイメージをより高めるような街並み整備の必要性を述べ

ている。 

この研究（井上 2008）では、調査項目に設定されている「観光地としての魅力」の定義

については、述べていない。また、本項（1）で述べた地域資源再発掘の観点や無形資源に

関しては、議論の対象としていない。 

 

(4) 観光の経済波及効果 

 姫路市における観光による経済波及効果に関する先行研究は、秋吉（2010, 2012, 2013）

によるひめじ田園アートや B-１グランプリ in 姫路、ひめじ国際短編映画祭などのイベン

 
39 姫路市ホームページ（URL 72）によると、姫路城周辺地区は太平洋戦争時の空襲に

て、その大半が焼失している。 
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トにおける研究がある。 

最初に、秋吉（2010）は姫路市夢前町で 2008 年から始まった姫路田園アートについて、

その取り組み内容の調査と観光における経済波及効果の推計を行っている。経済波及効果

の推計については、姫路田園アートを車窓から観覧できる書寫山ロープウェイの利用者数

を基に算出を行い、約 4億 3,436万円と推計している。次に、秋吉（2012）は 2011年 11月

に姫路市にて開催された B-1 グランプリ in 姫路に関して、経済波及効果の推計を行ってい

る。算出の結果、B-1 グランプリ in 姫路の開催による姫路市内における経済波及効果は約

16 億 4 千 4百万円と推計している。経済波及効果の推計においては、来場者数の 93.77%を

占める日帰り観光客の出発地が明らかでなく、地元住民である姫路市民も含まれており、観

光の定義が本稿と異なっている。また、2012 年に開催された「第 5 回ひめじ国際短編映画

祭」に関しては、秋吉（2013）は来場者数をもとにして経済波及効果は約 1 億 7 千 6百万

円と推計しているが、B-1 グランプリ in 姫路と同様に来場者数の 86%を占める日帰り観光

客の出発地が明らかでなく、開催地である地元住民も含まれているため、観光の定義が本稿

と異なる。 

 

(5) 市街地の景観 

姫路市ホームページ（URL 72）によると、姫路城を取り囲む市街地は、太平洋戦争の 1945

年 7 月 3 日に空襲に遭い焼失し、城下町の面影を残した建築物はほぼ焼失している。従っ

て、写真技術が普及する以前の江戸時代の城下町地区の景観を空間として見ることは出来

ない。 

市街地の景観に着目した研究としては、織野・吉川・田中一成（2009）が、市街地から見

た姫路城の見え方について分析を行うことにより、明治時代以降の市街地がどのように変

化し現在に至ったのかを明らかにする試みを行っている。分析に際しては GIS（地理情報シ

ステム）や CAD/CG といった空間情報技術を活用し、数値地図 50m メッシュ、DM データ

などの空間データを用いており、明治時代からの景観の空間的変遷の再現を試みている。 

また、三本杉（2015）は全国の城址の天守閣を、姫路城を含む現存天守、復元天守、外観

復元天守、復興天守、模擬復興天守に分類し、地方自治体の都市の景観計画および観光関連

計画におけるこれら天守閣の位置づけについて述べている。分析方法としては、都市の景観

計画における天守閣に関するセンテンスの文字数を抽出し、計画書全体に占める記述の分

量を計測している。そして結論として、姫路城を含む現存天守は都市の景観計画において、
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その位置づけが比較的大きいと述べている。  

このように、既に発表されている先行研究においては、姫路の観光について地域資源再発

掘による観光資源の充実や観光地ブランドについて、そして観光地域づくりの観点からの

研究は、未だみられない。また、通過型観光の課題を指摘し都市観光における回遊性の必要

や歴史的資源の活用を述べる研究もあるが、課題解決の方向性に関する提言を述べるに留

まり、具体的な解決手法を述べる研究は見られなかった。 

 

第 3項 姫路市の観光地としての背景と課題 

 

 本項では、姫路市の観光地としての背景と課題、そして市民の認識について述べる。 

 

(1) 観光地としての背景 

兵庫県姫路市は、日本初の世界遺産の認定を受けた姫路城を有する地であり、地域を代表

する観光資源に、姫路城と書寫山圓教寺が存在する。 

姫路市ホームページ（URL 72）と姫路城管理事務所ホームページ（URL 73）によると、

姫路城の歴史は 14世紀にさかのぼる。戦国時代の末期には、本能寺の変後に羽柴秀吉が明

智光秀討伐に向けて姫路城を出発し、天下統一への道のりを進んだことから、別名「出世城」

とも言われている。当時の姫路城は現在の規模・形式ではなく、天守閣も三層と言い伝えら

れ簡素な城であったようである。 

現存する規模の城郭に大改修が始められたのは、関ヶ原の合戦後の 1601 年からである。

姫路城がある播磨平野は、西国からの要衝の地であった。西国大名へ徳川氏の武威を示すた

めに、五層の天守閣と三つの小天守閣を擁する大規模な改修が行われ、現存する規模となっ

た。当時の姫路城の構成は、現存する内曲輪と現在は市街地化された国道 2号線までの中曲

輪、国道 2号線から JR 姫路駅周辺までの外曲輪で構成されていた。中曲輪は家臣団の武家

屋敷で構成され、外曲輪は町人地区で構成されていた。しかし、太平洋戦争の 1945年 7月

3 日に姫路市も空襲に遭い城下地区は焼失し、城下町の面影を残した建築物は、ほぼ焼失し

た。しかし、内曲輪は空襲の被害に遭うことなく現在の形を残すこととなる（URL 72；73）。 

次に書寫山圓教寺は、966 年に性空上人によって開かれた姫路市郊外にある寺院である。

天台宗別格本山であり西の比叡山と称され、西国三十三霊場の第二十七番札所でもある。境

内には国や県指定の文化財が多く、京都の清水寺に似た摩尼殿や国の重要文化財の指定を
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受けている大講堂や食堂が現存し、映画のロケ地としても有名である40（URL 73）。 

図 30は、姫路市が発表する『姫路市観光入込客数・観光動向調査報告書』（姫路市 2016, 

2019）による 2003年以降の姫路城入城者数の推移をまとめたものである。1993 年に世界遺

産の認定を受けた姫路城の登閣者数は、2006 年度以前は概ね 70～90 万人であり、2007 年

度が約 102万人、2008年度が約 120万人、2009年度は約 156万人となっている。2009年度

に対前年比が約 130%と登閣者数が増加した原因は、翌年から始まる姫路城大天守保存修理

工事により大天守への登閣が停止となるため、工事前の見納めによる駆け込み需要である

（神戸新聞 2010）。 

  

（単位：千人） 

 
図 30 姫路城入城者数の推移 

（出所）姫路市『姫路市入込客数・観光動向調査報告書』（姫路市 2012, 2019）をもとに筆者が作成 

  

次に図 31は、姫路市（2010）が発表する 2009 年度の姫路市内の主要観光施設における

入込客数を示したものである。主要観光施設としては、姫路城の敷地内には姫路市立動物園

があり、姫路城周辺地区には好古園、姫路市立美術館、兵庫県立歴史博物館、姫路文学館、

そして姫路駅以南では手柄山周辺地区に、ひめじ手柄山遊園、姫路市立水族館、手柄山温室

植物園、姫路市平和資料館がある。その他の主要な観光施設は姫路市の郊外にある。郊外の

主要な観光施設の来訪者数は、書寫山圓教寺が年間約 29.9万人の来訪者数であり、姫路セ

ントラルパークが年間約 58.3万人の来訪者数、日本玩具博物館が年間約 3.0万人の来訪者

 
40 撮影された映画の例として、2003年に公開された「ラスト・サムライ」等が挙げられる

（URL 74）。 
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数となっている（姫路市 2010：3）。 

 

                       （単位：千人） 

 
図 31 2009 年度姫路市内の主要観光施設別入込客数 

（出所）姫路市『姫路市入込客数・観光動向調査報告書』（姫路市 2010）をもとに筆者が作成。 

 

(2) 姫路市の観光関連団体 

姫路市には、市役所の外郭団体として観光振興の役割を担う（公社）姫路観光コンベンシ

ョンビューローがある。姫路市の外郭団体である姫路観光協会と姫路商工会議所の外郭団

体である姫路コンベンション協会が合併し、2006年に設立された団体である。主な事業は、

広告宣伝や旅行代理店などへの営業を中心とする観光客誘致事業と、国際会議を誘致する

コンベンション事業である。そして、事務局は行政機関と民間企業からの出向者で構成され、

官民共同での運営体制となっている。会員は、姫路市内の観光関連事業者だけでなく、市内

に本社を置く民間企業や市内の各種文化団体などで構成されている。主な財源は、姫路市か

らの補助金と姫路城内売店での物販による自主財源の 2 つとなっている（姫路観光コンベ

ンションビューロー 2010）。 

 

(3) 観光地としての課題と市民の認識 

姫路における観光の課題は、観光客の来訪を姫路城に基本的に依存し、前項で井上（2008）

の先行研究で示したように、姫路城観光のあとは、市外へ移動してしまう通過型観光地であ

ることであった。 



147 

 

姫路城への観光客の主な導線は 2 つである。一つ目はマイカーや観光バスによる来訪で

あり、マイカー利用の個人客と旅行代理店のツアーバス客は、姫路城大手門前の大手前駐車

場で下車し、姫路城観光後は他の地域へ移動する。二つ目は、鉄道による来訪である。JR

姫路駅を下車した観光客は、姫路城を正面に見る大手前通りを徒歩にて姫路城へ向かい、姫

路城観光後は大手門から JR 姫路駅へ向かうことになる。 

図 32 は、2009 年に姫路観光コンベンションビューローによって発行された観光マップ

（姫路観光コンベンションビューロー 2009）である。姫路城周辺の市街地において掲載さ

れている観光資源は少なく、姫路市立美術館、兵庫県立歴史博物館、姫路文学館と日本庭園

の好古園等の施設が主な観光資源として掲載され、姫路城に直接関連する観光資源は好古

園と兵庫県立歴史博物館の 2箇所程度であった。そして、これらの観光施設以外の地域資源

は、姫路城の城門跡地を除くと、観光マップに掲載されておらず可視化されていない状態で

あった。目的物がない地域へ観光客が訪れることは、一般的には困難である。したがって、

観光客の目には姫路城周辺地区は姫路城に関連する観光資源が無い地域に映り、井上（2008）

や毎日新聞（2011）が指摘するように、姫路城の観光の後は姫路市外の他の地域へ移動する

通過型観光地であった。また、姫路駅周辺には、全国展開するホテルや地元資本のホテルが

存在する。筆者が現地の宿泊施設で行った聞き取りによると、各施設とも平日はビジネス客

利用によって客室の稼働率は良好であるが、観光客の需要が見込める週末の客室稼働率は

低い状態であったことも、通過型観光地であることを表している。 

そして、姫路市民の観光に関する一般的な認識は、「姫路城以外は、市街地には観光資

源になるものは何も無い。」と言ったものであった。この認識は、姫路城を囲む旧城下町

地区が戦災により焼失しており（URL 72）、城下町の風景を残す建築物などが、ほぼ現存

しない状況に起因するものである。 

このように当時は、姫路城のみを訪問する観光客が多く、姫路城周辺地区の観光資源は限

られ、図 31で示したように観光客数が伸び悩み、通過型観光地の状態であった。この状態

は、第 3 章の観光地ブランドで取り上げた Butler（1980）が述べる観光地ライフサイクル

論に当てはめると、地域としては停滞期から Agarwal（2006）が述べる再編成期への過渡期

の状態であったと考えられる。観光地としてのブランドの加齢効果（小川孔輔 2011：140-

1）、すなわち Morgan and Pritchard（2004）が述べる観光地ブランドライフサイクル論の

観点から、ブランドを維持するために観光地域づくりの取り組みが必要とされる状況であ

った。 
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  図 32 姫路周辺の観光マップ 

（出所）姫路観光コンベンションビューロー「姫路観光マップ」（姫路観光コンベンション 

ビューロー 2009）から、筆者が姫路城周辺地区を抜粋した。 

 

第 4項 姫路市の観光地の魅力向上の取り組み 

 

こういった背景の中で、2010 年 4 月からの姫路城大天守保存修理工事に伴う観光客の減

少が予測された41。これに対して、2010年夏から姫路観光コンベンションビューローが事務

局になり、地域住民を主体とした観光地域づくりプラットフォームがつくられ、地域資源再

発掘から始まる観光地の魅力向上の取り組みが始められた42。 

 

 
41 姫路市の『平成 22年度 姫路市観光入込客数・観光動向調査報告書』（姫路市 2011）に

よると、2010年度の姫路城の入城者数は 457,588人で前年比－70.3％となった。 
42 姫路市は集客対策として、大天守保存修理工事現場の見学施設の設置を行った（姫路市 

2011）。 
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(1) 観光地域づくりプラットフォームの形態 

姫路観光コンベンションビューローの事務局は、会員を対象として意見交換会を行い（播

磨時報 2010）、意見交換会の結果として観光地域づくりプラットフォームであるワーキン

グチームが 2010年 9月に設置された。そして、ワーキング活動は、前節の先行研究で述べ

た三重県伊勢市の伊勢観光活性化プロジェクト会議（通称 活プロ）（高田 2016：152-3）

や、北海道弟子屈町の「てしかがえこまち推進協議会」（通称「えこまち」）（藻谷・山田佳

一郎 2016：86）の取り組みを参考にして進めることになった。 

 

① ワーキングの運営の特徴 

ワーキングは、その運営にあたり 伊勢の活プロ（高田 2016：152-3）と弟子屈「えこま

ち」（藻谷・山田佳一郎 2016：86）の事例を参考にして、3つのルールが設定された。 

一点目は、地域住民主導で取り組みを進めるために、だれでも好きなワーキングへの参加

と複数のワーキングの掛け持ちを可能とし、ワーキングの座長は参加する地域住民から選

出する事であった。ワーキングでは、住民から選出された座長を中心とする地域住民が主導

して議論の方向性を定める事から始まった。 

二点目は、事務局である姫路観光コンベンションビューローが、ワーキングの活動資金と

して補助金を原則として用意しなかった点である。持続性を鑑みた場合において補助金は、

次年度以降の継続的な確保を期待できない場合もある。そして、補助金が活動資金に充当さ

れた場合は、補助金がなくなった時点で活動が停止する可能性が想定された。従って、事務

局としては原則として補助金を用意しないこととした。但し、費用が発生するミーティング

等の活動の場所などについては、事務局である姫路観光コンベンションビューローが用意

することとした。 

三点目は、全ての活動は住民側の自主に委ねた点である。出席を強要しない、事務局から

参加者へ作業の指示は行わない、ワーキングから脱退も可能で、復活も可能とした。また、

姫路観光コンベンションビューローの会員以外の新たな参加者も、随時参加可能とするこ

ととした。その結果、これまで観光に携わる事がなかった地域住民が集まり、活動の範囲が

広がる事になった。 

 

② ワーキングの構成メンバー 

ワーキング立ち上げ時の構成メンバーは、地元宿泊機関の経営者や従業員、自然資源関係
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の観光施設の従業員、地元フリーペーパーの記者、旅行代理店社員、土産店従業員、飲食店

経営者、郷土史研究家、戦前から続く写真店、まちあるきボランティアガイド、コミュニテ

ィスペース経営者、大手インフラ関連企業の地域支配人など 14名になった。 

 

③ プラットフォームにおける観光関連団体の役割 

ワーキングを進めるにあたり、姫路観光コンベンションビューローは、ワーキングの事務

局として、事務作業と地域を含めた関係者間の調整の 2つの機能を担うことになった。 

まず、事務作業は、ワーキングの構成メンバーには本業を抱える現役世代が多く含まれ、

時間的な制約から事務作業を継続的に担うことは困難であった。そこで、日程調整やワーキ

ングの活動場所の確保、活動の記録などは事務局が担当した。 

次に、関係者間の調整は、関係する行政機関やワーキングメンバー以外の地域の利害関係

者との調整であった。特に地域の利害関係者との調整は、地域のこれまでの人間関係に左右

されるため、地域の当事者間では調整が困難であった。これに対して、事務局は利害関係の

無い第三者的な立場から調整を行うことが可能であった。 

そして、これらの作業を事務局が担うことによって、参加者が継続的に活動を行いやすい

環境を整えた。 

 

(2) テーマ的観光地ブランドの形成 

ワーキングのメンバーは地域資源再発掘に取り組むにあたり、その方向性を 2 点に分け

て行った。テーマ的観光地ブランドの形成43と地域の多様性の提示である。 

一つ目のテーマ的観光地ブランドの形成は、姫路城に関連する地域固有資源の再発掘と

観光資源化の取り組みである。第 1 章第 4 節で述べたよう、地域に存在する地域資源の起

源は、地域固有資源から近年に他地域からもたらされた外来資源まで多岐にわたる。そして、

一般的に全国から見た場合に、地理的ブランドの「姫路」は「姫路城」を想起させる。そこ

で、ワーキングでは最初に「姫路城」と関係性が深いもので観光地ブランドを形成するべき

との考えに至った。そして、最終的に地理的ブランドの「姫路」から、「姫路城と城下町」

とするテーマ的ブランドへ転換を目指すことになった。「姫路城」周辺の「旧城下町」地区

 
43 姫路観光コンベンションビューロー（2011）によると、観光地ブランドの取り組みに関

しては、愛媛県大洲市の（株）おおず街なか再生館での聞き取り調査を参考に行われた。

おおず街なか再生館の聞き取り調査の詳細に関しては、Appendix の 4を参照されたい。 
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には、「姫路城」を中心として開けた「城下町」において築き上げられた地域固有資源とし

ての歴史、食文化や伝統工芸等が現存する。そして、テーマ的ブランドの「姫路城と城下町」

への転換は、「姫路城」と「旧城下町」地区を結びつけ点から面的な展開へとなり、回遊性

の向上に結びつく。従って、地域資源再発掘にあたっては、「姫路城と城下町」とするテー

マ的観光地ブランドの形成を考え方の根底に置き、姫路城と関連する旧城下町地区から取

り組むことになった。 

二つ目の地域の多様性の提示は、姫路城に直接関連しない近年に他地域からもたらされ

た外来資源への取り組みである。姫路城に直接関連しない地域資源とは、姫路城周辺地区に

おける現代の建築物などの地域資源である。これらの地域資源は、直接的には姫路城に結び

つけることはできない。しかし、姫路市を訪れた観光客に対しては、地域の文化や産業など

の多様性を提示できる観光資源となり得る地域資源である。従って、これらの地域資源は、

姫路城を来訪した観光客へ地域の多様性を示すことを目的として、再発掘の取り組みを進

めることになった。 

このように地域資源再発掘は、テーマ的ブランドに関連する地域資源と、観光客に地域の

多様性を示すことに用いる事ができる外来の地域資源の、二つに分類することになった。ワ

ーキングでは、再発掘された地域資源を二つに分類する事により、その全てを観光資源化の

対象とすることが可能になると考えられた。 

 

(3) 地域資源再発掘と再発掘資源の可視化 

地域資源再発掘の活動は、ワーキングメンバーが中心となって行われた。地域住民によっ

て、従来は日常で当たり前と認識されていた地域資源の再発掘作業から行われた（神戸新聞

2012）。 

 

① 地域資源再発掘でのルール  

ワーキングでは、地域資源再発掘にあたって 1点のルールが作られた。ルールのポイント

は、観光客の反応を考えないとした点である。再発掘された資源には、地域にとっては日常

であり価値を認識できないものでも、来訪者にとっては非日常である場合もある。従って、

地域にて行われる地域資源の再発掘段階では、再発掘に携わる個々人が地域資源の価値判

断をせずに取り組む事とした。 
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② 地域資源再発掘の取り組み 

地域資源再発掘の取り組みは、城下町の建造物が現存しない市街地で行われた。当時の姫

路市内は、前項で述べたように姫路城をはじめとする観光施設以外の地域資源が観光マッ

プに掲載されておらず、可視化されていない状態であった。作業は江戸時代の城下町が描か

れた古地図の収集から始められ、約 260年間の江戸時代における作成された時期が異なる 6

種の城下町古地図が集められた。そして、城下町古地図をもとに、ワーキング構成員がフィ

ールド調査を行った。取り組みの内容は、古地図や教育委員会発行の文献調査を基にして郷

土史研究家や地域住民からの聞き取りと現場調査であった。また、古くから続く写真店から

は、明治時代に撮影されたと思われる写真等も再発掘され、太平洋戦争の空襲に遭う前の城

下町の建築物を見ることができた。そして、江戸時代の古地図と写真を照らし合わせる事に

よって、戦災前の街並みを覗うことが可能となった。 

 

③ 再発掘資源のリスト化 

再発掘された地域資源は、地域資源のリスト化として地域資源台帳にまとめられた。前節

の先行研究で述べたように地域資源台帳を作ることにより、地域住民間での地域資源情報

の共有が可能となり、無形資源の消滅等を防ぐことが可能となる。ワーキングではフィール

ドワークで再発掘された地域資源を図 33の地域資源台帳の個票に記録し、表 33や表 34

の地域資源台帳に取りまとめて地域資源のリスト化を行った。リスト化を行うことにより、

これまで埋もれていた地域資源を含めて地域資源情報の共有化が可能となった。さらに、共

有した地域資源情報全体を俯瞰することによって、個別の資源の間に共通項が見つかり、再

発掘された地域資源は 5つのタイトルに分類された（神戸新聞 2012；長谷川 2012）。江戸時

代末期から明治維新にかけての逸話、縁結び関連の神社、現在の姫路城の外にある城下町の

遺構、そして、安藤忠雄、黒川紀章、丹下健三などの現代の著名建築家の設計による建築物

などである。 
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図 33 地域資源台帳・個票フォーマット（長谷川 2011）  
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表 33 地域資源台帳：内町地区内の地名の由来（抜粋） 

 
（出所）長谷川（2011）「観光ワーキングメモ」をもとに筆者が作成した。 

 

表 34 地域資源台帳（抜粋） 

 
（出所）長谷川（2011）「観光ワーキングメモ」をもとに筆者が作成した。 
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④ 再発掘資源の観光資源化 

第 2 章で述べたように、地域資源は可視化されなければ観光客に認識されない。すなわ

ち、観光資源となり得ない。ワーキングでは再発掘され 5つのタイトルに分類した地域資源

の、可視化作業が進められた（神戸新聞 2012）。そして、最終的にワーキングでは、高知市

で取り組まれていた手法を通り入れる事とした。高知市で取り組まれていた手法は、可視化

の手法として地域資源を分類しテーマ性のあるモデルコースを作成し、個々に『トサコレ』

と名付けられた観光マップ（龍馬ふるさと推進協議会 2011）を作製する方法である。 

観光マップは、ワーキングメンバーによって播磨の方言で「ようこそ」を意味する「よっ

てくだん」と名付けられて、発行された（URL 75）。図 34と図 35、図 36はその例であ

る。 

まず、図 34と図 35 は、テーマ的観光地ブランドに関連する地域固有資源に基づいて作

成されたものである。図 34 は、今日まで姫路であまり語られることが無かった、江戸時代

末期に勤王の志士として活躍した姫路藩士をタイトルにしたものである。次に図 35は、地

域住民が日常生活において参拝を続けてきた神社や、江戸時代から姫路藩主も関わってき

た「ゆかた祭り」のゆかりの神社を基にしたものである。いずれの神社も、ご祭神が縁結び

に関連があることが再発掘作業によって判明し、タイトルは「縁結びご利益巡り」となった。 

一方で、テーマ的観光地ブランドに関連しない資源は、図 36に見られるように、現代の

著名な建築家等によって設計された建築物群をタイトルとしたものである。これらテーマ

的観光地ブランドと直接的に接点を持たない観光資源は、観光客に対して地域の文化や産

業などの多様性を提示し、観光客の多様なニーズへの対応を目的とされた。 

このように、現存する史跡が存在しない旧城下町地区において観光資源の充実と観光地

ブランド形成が行われた。そして、これらは本節の第 1項で述べたように姫路城周辺地区に

おける観光客の回遊性向上に用いられ、観光における課題である通過型観光への対応手段

の役割を担うことになった。 
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図 34 観光資源の可視化の例① 

（出所）姫路観光コンベンションビューロー「よってくだん」（姫路観光コンベンションビューロー 2012） 

 

 
図 35 観光資源の可視化の例② 

（出所）姫路観光コンベンションビューロー「よってくだん」（姫路観光コンベンションビューロー 2012） 
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図 36 観光資源の可視化の例③ 

（出所）姫路観光コンベンションビューロー「よってくだん」（姫路観光コンベンションビューロー 2012）  

 

(4) 持続する観光地域づくりの取り組み 

観光地域づくりプラットフォームであるワーキングは、姫路観光コンベンションビュー

ローがワーキングの事務局を担うことによって、単年度の取り組みに終わらず持続するこ

とになった。そして、2013 年に「よってくだん」の追加 7 コースが発行された（神戸新聞 

2013；産経新聞 2013）。また、観光客へのもてなし部会が作られるなど、地域住民の参画に

よる観光地域づくりの取り組み領域が拡大した。 

このように活動を継続する中、2014 年の NHK 大河ドラマの主人公に姫路の生まれであ

る黒田官兵衛が選ばれる。姫路市における黒田官兵衛のゆかりの地は、姫路城以外では、広

峰、妻鹿、書写などの 6地域があり、姫路城から離れた市の郊外に多くが存在する。姫路城

を中心に観光客が訪れる姫路市においては、圓教寺が所在する書写以外のこれらの地域は

これまで観光客が訪れることもなく、地元でも地域資源が観光資源となり得るとあまり認

識されていない地域であった（日本旅行業協会 2014：20；トラベルニュース 2014：17-9）。 

ワーキングのメンバーは大河ドラマ放送前年の 2013 年から、黒田官兵衛ゆかりのこれら

の地域の地域資源再発掘と観光資源化に取り組んだ。その結果、これまで観光案内がなされ

ていなかった地域において、黒田官兵衛をテーマとした観光コースが 6 コース作成された



158 

 

（トラベルニュース 2014：17-9）。図 37と図 38は、その例である。 

一つ目の図 37は広峰地区であり、地域における無形資源の可視化を行ったものである。

当地には広峰神社が在し、京都の八坂神社は 9 世紀の貞観年間に広峰神社から分祀したと

姫路では言い伝えられている。また、室町時代末期には、広峰の御師が黒田官兵衛の祖父・

重隆の作った目薬を御神符に添えて全国で販売したことによって、黒田家の財を築いたと

する逸話がある。この無形資源である逸話が掘り起こされ、黒田家屋敷跡などを巡るコース

が作られた。 

二つ目の図 38は妻鹿地区である。妻鹿には、羽柴秀吉に姫路城をゆずった黒田官兵衛が

居城とした国府山城があり、「黒田二十四騎」44の一人で槍の名手であり黒田節に謳われた

母里太兵衛の生誕地でもある。妻鹿地区では、これまで観光客が訪れる事がなかった地域の

約１時間半の歴史散策コースが作成された。 

このようにして、姫路市では地域住民が観光地域づくりを行う場としてのプラットフォ

ームが維持されることによって、地域住民による地域資源の再発掘と観光資源化の取り組

みが持続可能なものとなり、継続的に観光資源の充実が図られた。 

 

 
図 37黒田官兵衛をテーマとしたコース① 

（出所）姫路観光コンベンションビューロー「よってくだん」（姫路観光コンベンションビューロー 2014） 

 
44 黒田 24騎とは、黒田家を支えた黒田兵庫助、母里太兵衛、後藤又兵衛などの 24人の家

臣である（URL 76）。 
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図 38 黒田官兵衛をテーマとしたコース② 

（出所）姫路観光コンベンションビューロー「よってくだん」（姫路観光コンベンションビューロー 2014） 

 

第 3節 魅力向上に向けた観光地域づくり 

 

本節では、前節にて述べた事例研究に基づいて次の 3点について論じ、本章のまとめとす

る。1点目は地域資源再発掘と再発掘資源の保全、2点目は再発掘資源の観光資源化と観光

地ブランド形成、そして 3点目が観光地域づくりプラットフォームの役割についてである。 

 

第 1項 地域資源再発掘と再発掘資源の保全 

 

本章で事例として取り上げた兵庫県姫路市では、地域住民を主体とする観光地域づくり

プラットフォームがつくられ、地域住民によって地域資源の再発掘と再発掘資源のリスト

化が行われた。 

地域には、既に観光資源と認識されている地域資源がある。一方で地域独自の生活風習等

は、地域住民にとっては日常であるがゆえに、価値ある地域固有の資源であることが地域住

民の間では認識されていない場合がある。また、地域資源の情報はステークホルダーである

地域住民が個々に保持している場合もある。つまり、地域内において共有されていない状態



160 

 

であり、地域においては埋もれている状態であるとも言える。そして、地域資源が埋もれて

いる状態とは、観光パンフレットや観光協会などのホームページに記載されず、観光客が認

識できない状態である。また、地域の生活風習の由来や地域の伝承などの無形資源に関して

は、特に口伝のように語り継がれてきた無形資源は、過疎化や地域住民の世代交代によって

引き継がれずに消滅してしまう危険性がある。従って、これらの無形資源に対しては、地域

住民が集まり伝承者などから聞き取りなどによって再発掘を行う必要がある。 

本章の事例で述べたように、地域資源再発掘と再発掘された地域資源のリスト化によっ

て、無形資源などの地域資源の存在が個人という点から面である地域内の住民間での共有

につながり、地域資源情報は地域内で認知される。そして、地域内での地域資源の情報とそ

の価値を共有することによって、地域の財産として次世代へ引き継ぐことが可能となる。つ

まり、再発掘された地域資源の保全に繋がるのである。 

 

第 2項 再発掘資源の観光資源化と観光地ブランドの形成 

 

本章で取り上げた事例においては、地域住民によって再発掘された地域資源は、観光地ブ

ランド形成に用いる地域固有の観光資源と、その他の外来の観光資源に分類された。 

主たる観光資源である姫路城と同じテーマ的観光地ブランドを形成する地域資源再発掘

を、姫路城周辺の旧城下町地区で行ったことにより、観光客の回遊性が向上し、図 29に見

られるように姫路城周辺地区における観光客数の増加につながっている。そして城址天守

閣の登閣者数を従属変数に用いた第 7 章の分析結果においても、観光地ブランドを形成す

る観光資源の充実は、城址天守閣の登閣者の増加に結び付くことを示している。 

一方で、その他の観光資源も、観光客に対して地域の文化や産業などの多様性を知らしめ

るものである。観光客にこれらを示すことにより、多様化する観光客のニーズに対応するこ

とに用いられた。 

また、地域資源の観光資源化にあたっては、ストーリー性による表現も重要である。第 3

章で述べたように、テーマ的ブランドのメリットはストーリーを有することである。テーマ

的ブランドにおいては、同じ領域の観光資源をストーリーによって結びつけてモデルコー

ス等を造ることが可能である。個々の観光資源単体ではその価値が観光客に伝わり難い場

合において、個々の観光資源の関係性を見出し結びつけて面的展開を行うことにより、自然

や歴史的背景などが浮き彫りになり、観光客にこれら観光資源の価値を伝わりやすくする
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ことができる45。そして、造られたモデルコース自体が新たな観光資源46となり、このモデ

ルコースを地元住民が案内人となって案内することによって、着地型観光商品にもなり得

る。  

 

第 3項 観光地域づくりプラットフォームの役割 

 

地域資源再発掘などの観光地域づくりの推進においては、その活動をささえる観光地域

づくりプラットフォームが必要である。観光地域づくりの主体者は、地方自治体ではなく地

域住民である。その取り組みにおいては、地域住民と行政が共同で行うことが望ましい（吉

兼 2009：21）。そして、その取り組みを支える観光地域づくりプラットフォームに求められ

る機能は、次の 3点である。1点目は目的や情報の共有、2点目は調整機能、そして 3点目

は持続性の確保である。 

 

(1) 情報や目的の共有機能 

情報や目的の共有とは、本章の事例においては、再発掘された地域資源情報と地域資源再

発掘の目的の共有である。観光地域づくりに参画する地域住民は、観光関連産業従事者だけ

でなく、地域に暮らす一般住民も含まれる。そして、活動に際しては参画する地域住民を結

び付ける必要があり、その結びつけの場が観光地域づくりプラットフォームである。地域住

民を結びつけることによって、地域資源再発掘の取り組みの目的と再発掘された地域資源

情報の共有が可能となる。本章の事例においても、埋もれた状態の地域資源情報は、地域住

民が集まり取り組みを行うことにより、地域資源情報は地域内で認知され共有されて面的

に広がった。そして、地域における面の展開により個々の地域資源の間に関係性が見いださ

れる。更に、見出された地域資源間の関係性によって、ストーリーを有するモデルコースを

造り、観光地ブランドの形成を行うとする共通の目的を共有することを可能とした。このよ

うに、地域資源再発掘などの観光地域づくりの取り組みにおいては、住民間での情報共有を

行う為の場が必要である。 

 
45 事例としては、第 3 章で取り上げた日本遺産認定を受けた京都府北部地域の「300年を

紡ぐ絹が織り成す丹後ちりめん回廊」などもあげられる。 
46 本稿では、第 2章の観光資源の定義において、モデルコースを観光資源と定義してい

る。 
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(2) 地域内における利害関係と目的の調整機能  

地域内における利害関係と目的の調整機能とは、本章の事例においては再発掘された地

域資源の取り扱いである。活動に参加する地域住民には、既に観光に携わっている住民や観

光客と接点を持たない住民が存在し、それぞれが異なる考えを持ち価値観の相違や利害が

対立する場合がある。本章の事例で述べたように、再発掘された地域資源には観光地ブラン

ドを形成する地域固有資源と、その他の外来資源が存在する。その他の外来資源は地域固有

性が低いため、観光業に携わっている地域住民から誘客力が低いとして資源価値が否定さ

れるケースも存在する。この課題に対して、本章の事例においてはワーキングの場にて意見

の調整を行い、観光地ブランドの形成を行う地域固有資源と地域の多様性を示す地域資源

に分類することになった。つまり、目的の調整である。その結果、取り組みに参加する地域

住民間における価値観の相違や利害の対立などによる資源価値の否定は発生せず、地域資

源を持ち寄った地域住民の期待に応える事を可能とした。  

 

(3) 持続性の確保 

第 1章で述べたように、観光地域づくりの取り組みには持続性が必要である。本章の事例

においては、姫路観光コンベンションビューローがプラットフォームであるワーキングの

事務局を担った。そして、一般的には観光協会が経費を支出し作成を行う観光マップに対し

て、地域住民が主体となるワーキングが全作業を行い、作業場の会場費や印刷費などの必要

経費を姫路観光コンベンションビューローが負担した。この形態におけるメリットは、2点

である。1点目は、当該地区に居住し情報や人的ネットワークを有する地域住民が主体とな

って取り組みを行うことにより、地域資源の掘り下げを深く行うことが可能であることで

ある。そして 2点目は、観光マップの印刷など活動に伴う経費を姫路観光コンベンションビ

ューローが負担することにより、活動に参加する地域住民の経済的負担を軽減し、活動の持

続性の確保を可能としたことである。 
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第 9章 終章 

 

本研究は、観光地の魅力向上につながる要因を明らかにすることを目的とした。そして、

観光資源の充実と観光資源に基づく観光地ブランドの形成が観光地の魅力向上につながる

と考え、定量的にこれを明らかにし、事例研究にて観光地域づくりにおける具体的な取り組

みを明らかにした。 

本章では、第 1節にて本研究の目的に対する結論を述べる。そして、第 2節にて残された

今後の研究課題について述べたい。 

 

第 1節 本研究の結論 

 

本節では、第 1 項にて本研究における結論を述べ、第 2 項では本研究の結論を踏まえて

魅力ある観光地域づくりの方向性にについて論じる。 

 

第 1項 結論 

 

本研究の目的に対して、本稿では量的分析を第 4章から第 7章にて行い、事例研究を第 8

章にて行った。 

まず、量的分析については、最初に第 4章にて観光地の魅力の定量的指標を観光客が観光

地を訪問するために要する総旅行費用と定義して、全国各地を対象として観光地としての

魅力の定量化を行った。次に、第 5章ではハ-フィンダール・ハーシュマン指数（HHI 指数）

を用いて、全国各地を対象として観光地ブランドの定量化を行った。そして、第 6章では第

4 章と第 5 章で得られた観光地の魅力の値である総旅行費用と観光地ブランドの HHI 指数

の値を用いて、観光地の魅力向上に結び付く要因の回帰分析を実施した。分析の結果、観光

資源数と観光地ブランドの HHI 指数は、総旅行費用に対して、正の有意な影響を与える結

果を得た。また、第 7章では分析の対象を特定の観光資源とその観光資源を有する地域に絞

り込んで分析を行うことによって、第 6 章の分析より細かな観点で観光地の魅力に与える

影響を明らかにした。分析においては、従属変数に天守閣登閣者数を使用し、独立変数

を各地域の観光資源数および各地域の観光資源の集中度の HHI 指数として、回帰分析を実

施した。分析の結果、観光資源数と観光資源の集中度の HHI 指数は、天守閣登閣者数に対
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して正の有意な影響を与える結果を得た。このように、第 6章と第 7章の分析結果から、観

光資源の充実と観光地ブランドの明確化は、観光地としての魅力向上に結びつくことを、定

量的に明らかにした。  

次に、事例研究については、第 8章にて兵庫県姫路市を事例の対象として研究を行った。 

地域資源再発掘による観光資源の充実と観光資源に基づく観光地ブランド形成の取り組み、

そしてこれらの取り組みに必要な観光地域づくりプラットフォーム役割について述べ、観

光地の魅力向上に向けた観光地域づくりの具体的な手法を明らかにした。 

以上の量的分析と事例研究から導き出される本研究における結論は、次のとおりである。 

観光地の魅力向上は、観光資源の充実と観光地ブランドの形成によって可能である。そし

て、観光資源の充実は、地域資源再発掘と再発掘資源の観光資源化によって可能であり、観

光地ブランドは再発掘された地域資源によって形成することが可能である。また、これらの

観光地の魅力向上に結びつく取り組みにおいては、地域住民を主体とする取り組みを支え

る観光地域づくりプラットフォームが必要である。 

 

第 2項 魅力ある観光地域づくりの方向性 

 

本項では、本研究の結論を踏まえて魅力ある観光地域づくりの方向性について述べる。

最初に（1）にて観光資源の充実について、次に（2）では観光地ブランドの形成について、

そして、（3）にて観光資源の充実と観光地ブランド形成の取り組みに必要な観光地域づくり

プラットフォームについて述べていく。 

 

(1) 観光資源の充実 

 第 6 章と第 7 章の分析結果から、観光資源の充実は観光地としての地域の魅力向上に結

びつく事が、定量的に明らかになった。そして、第 8章の事例研究から、観光資源の充実は

地域資源の再発掘と観光資源化によって可能であることを明らかにした。 

第 2章おいて宮本（1975）や井口（2005）、太田隆之（2010）の先行研究にて示したよう

に、人々が暮らしてきた地域には生活と文化の歴史があり、その地域独特の風習や生活様式

といった日常生活や祭りなどの地域固有資源がある。そして、第 8章の事例研究で示したよ

うに、これまで観光資源と認識されていなかった日常生活における資源が、観光資源となり

得るのである。これらの資源は、地域の人々にとっては日常であり、その特別な価値や重要
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性が認識されていない場合や、形として現存せず人々の記憶の中にだけに存在する資源も

ある。逸話、伝承、地域の人物などの無形資源である。地域の郷土史も文献として収蔵され

ているが、これらの文献は地域の人々が日常生活において接点を持つことは少なく、地域内

においては埋もれた状態である。つまり、これらの見つめなおしが必要である。 

そして、日常生活における地域資源の見つめなおしと、可視化を目的として取り組まれて

きたのが、地域資源の再発掘である。公的資金投入を必要とせず、どのような地域でも取り

組むことが可能である。そして、地域資源再発掘を行うことによって、地域固有の光を改め

て地域住民が認識し地域で共有し継承すれば、地域資源の保全と住民にとっては住み続け

てきた土地の誇りにつながることになる。更に、これらの可視化を行えば観光資源となり、

観光客の訪問に結びつき経済的に地域住民を支えることにつながる。 

ここで、本稿でこれまでに触れていない他の地域資源再発掘と観光資源化の事例として、

京都府伊根町と福知山市について述べたい。筆者は 2017 年と 2018 年に伊根町観光協会と

福知山市大江地区にて聞き取り調査を行った。 

まず、京都府伊根町に関しては、伊根町観光協会の話によると、伊根町筒川に所在する浦

嶋神社には浦嶋伝承が伝わっている。浦嶋神社の宮司が語る浦嶋伝承は、日本書紀に記され

る日本最古の浦嶋伝承である（宇治谷 1988：310）ことが、近年になって改めて地域で認識

され、地域内外から注目をされ始めた。そして、地域外から伝承を聞くことを目的とした来

訪者が増加を始め、旅行代理店の地域を深く掘り下げた高額企画商品にも取り上げられて

いる。 

一方で、地域として共有と継承できなかった無形資源も存在する。例として、伊根町内の

新井崎地区に伝わる徐福伝説について述べたい。新井崎地区には、中国の秦朝時代の始皇帝

の命により、不老不死の薬を探し求めた徐福が伝来したとする伝承がある。新井崎には、徐

福が探し求めた不老不死の薬と言われる黒蓬が自生している。そして、地元の語り部である

方が徐福伝来の伝承を語ってこられた。高齢となった語り部の方から、徐福伝説の聞き取り

が地域住民によってすすめられていたが、2015 年に亡くなられたことにより、その口伝の

内容は全体の半分しか継承されなかった。地域としての資産の喪失である。 

この 2つの事例のように、無形資源には、口伝によって限られた地域住民の間で継承され

てきたものがある。これらは、伊根町新井崎地区の徐福伝説のように、地域住民の世代交代

の際に引き継がれず、無形資源自体が消滅する危険性が存在する。その消滅を防ぐためにも、

地域住民によって地域資源の再発掘を行い、再発掘することによって地域内において地域
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資源を共有する必要がある。そして、地域内における地域資源の共有が、地域資源の保全に

つながることになる。 

次に、京都府福知山市では、地域住民にとっては日常の自然風景の中から、晩秋の雲海か

ら昇る日の出の美しさを着地型観光商品として開発が行われた。その結果、周辺観光地であ

る天橋立の宿泊客が、雲海を見学するために早朝の大江地区を訪れ始めている（URL 77）。

また、大江地区二股には丹後和紙を漉く工房が 1軒のみ現存している。日本文化の象徴のひ

とつである京都御所では、その襖の修復に使用される唯一の和紙が福知山市大江地区二股

で漉かれるものであることを、地元住民の間ではあまり知られていなかった47。現在では、

その職人の技術と丹後和紙の継承に対する想いを聞くことを目的に、海外からも観光客が

訪れ始めている（JTB グローバルマーケティング＆トラベル 2019）。 

一方で、地域資源の価値に気づかず、地域資源の見つめ直しが行われず、全く新たな観光

資源開発が行われる場合もある。地域の伝統や生活習慣などの地域資源と全く異なる、新た

に開発されたものが地域の特性を表すには、開発に相当なるコストが必要である。すなわち、

東京ディズニーリゾートのように、大規模投資を行い消費者の居住地域に存在しないもの

を造り出すことである。しかし、東京ディズニーリゾートの来園者は 60.8%が近接地の関

東地方内からの来訪であり（URL 63）、角本（2011）が指摘するように、大都市から遠隔地

である地方にて、多数の観光客を見込んだ観光施設の建設は厳しい経営になるであろう（角

本 2011：166）。更に、大規模な投資を必要とする取り組みは、資金調達面においても多く

の地域では困難である。恩田（2010）が述べる様に、地域の伝統的なモノやコトが現代まで

受け継がれてきたのは、時代を突き抜ける普遍性があり、未来に受け継ぐ価値ある資源であ

るからである。そして、その地域に現存するものを活かすことが重要であり、新しいものを

つくることは必ずしも必要でないと考える。 

 

(2) 観光地ブランドの形成  

 第 6 章と第 7 章の分析結果から、観光地ブランドの明確化は観光地としての地域の魅力

向上に結びつく事が、定量的に明らかになった。そして、第 8章の事例研究から、観光地ブ

ランドは再発掘された地域資源によって形成することが可能であることが明らかになった。 

観光資源の充実を目的に取り組まれる地域資源再発掘では、再発掘された地域資源の領

 
47 平野・中尾・神谷（2018）も福知山市大江地区にて調査を行い、地域における伝統工芸

の認知度の低さを指摘している。 



167 

 

域は、地域固有資源から近年に他地域からもたらされた外来資源まで多岐にわたる。地域固

有資源は、第 4章で取り上げた Dann（1977）や大橋（2010）が述べる、消費者に対する観

光訪問先選択におけるプル要因となる。一方で、外来資源は地域住民の日常に存在するため、

地域住民の自分たちの目では、地域固有資源との区別ができない場合がある。このような状

態では、多岐にわたる領域の地域資源が混在することになり、地域性が不明確となる。そし

て地域性が不明確になった結果として、消費者が旅行訪問先を選定する際の候補として選

ばれにくくなると考える。従って、観光地ブランドの形成を目的とした場合は、再発掘され

た資源を地域固有資源と地域外からの外来資源に区別し分類する必要がある。 

また、これらの外来資源を筆者は否定するものではない。姫路市の事例が示すように、こ

れらは観光地ブランド形成に用いず、当該地域での文化や産業などの多様性を示し、多様化

する来訪者のニーズへの対応に用いることが有効である。例を上げると、前述の福知山市は、

観光振興においてスイーツにも焦点をあてている（海の京都観光推進協議会 2014：12）。城

址を中心とした城下町で培われた和菓子文化を背景に、現在ではスイーツの町として菓子

店が数多く存在し、全国展開する洋菓子店も存在する。福知山市では、城址や雲海への観光

客に対してこれら菓子店への立ち寄りを推奨した結果、観光客の立ち寄りと菓子の購入が

増加している。 

このように地域に存在する地域資源は、どれも地域を構成する資産である。その資源の由

緒由来に基づき、来訪者への示し方を区別する事によって、地域資源を観光資源として有効

に活用する事が可能となる。 

 

(3) 観光地域づくりプラットフォームの役割と必要性 

 第 8 章の事例研究では、観光資源の充実を目的とした地域資源再発掘などの観光地域づ

くりの推進においては、その活動を支える観光地域づくりプラットフォームが必要である

ことを示した。そして、観光地域づくりの主体者は、地方自治体ではなく地域住民である。

そして継続性を確保するためには、行政機関などによる有形無形の支援が、立ち上げ期から

一定の期間は必要である。 

観光地域づくりの継続的な取り組みにあたっては、時間コストと経済コストが必要とな

る。そして、取り組みに伴う時間コストと経済コストを地域住民に依存し続ける事は、活動

の持続性の確保を鑑みた場合には限界が生じる。具体的に述べると、取り組みに参加する地

域住民の増加に合わせて、参加者全員への事務連絡や書類等の作成にかかる時間コストは
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拡大する。また、打合せを行う際には打合せ場所までの交通費が必要であり、参加者が一定

規模以上になると会合を開く会場使用料、通信費などが必要である。これらの時間コストと

経済コストは、取り組みが短期間の場合には各参加者の負担に耐えうるであろう。しかし継

続的な活動の場合には、参加者への負担は大きなものとなり、持続性を確保する上での障害

となる場合がある。従って、これらの課題を解決するためには、活動の継続性確保を目的と

して行政機関等の支援により、観光地域づくりプラットフォームを設定する必要がある。 

 

第 2節 残された課題 

 

本稿で述べる事が出来なかった残された課題として、次の三点を挙げたい。一点目は、訪

日外国人観光客を誘致する為の観光地ブランドの形成には、どのような取り組みが有効で

あるのか、二点目は、持続ある観光地域づくりを行うためのプラットフォームの財源確保は、

どのようであるべきか、そして、三点目は、交通手段を用いて地域内の回遊性向上のために

必要な要因を明らかにし、観光客の回遊性を高める仕組みを構築し、構築した回遊システム

の一般化を行うことである。 

一点目の訪日外国人観光客の誘致については、日本人と生活や文化が異なることから、着

地型観光商品開発や観光地ブランドの形成は、訪日外国人観光客を対象として別の展開が

必要と考える。観光の原点である非日常は、日常文化の違いから日本人と訪日外国人では異

なるからである。国内市場向けと海外市場向けでは、観光地ブランドの異なる表現が必要と

なるかも知れない。 

次に二点目は、持続ある観光地域づくりを行うためのプラットフォームの財源確保であ

る。第 8章の事例研究で述べたように観光資源の充実と観光地ブランドの形成には、地域住

民の参画による観光地域づくりが必要である。そして観光地域づくりに関しては、国内での

様々な取り組みを経て、現在は観光庁が日本版 DMO の推奨を行っている。しかし、日本版

DMO としての自主財源を確保する有効な手法は、限られた地域を除いては見いだせていな

いのが現状であり、本稿においても現状や詳細については述べていない。事例研究により、

成功している要因を明らかにし、他の地域でも使用できる手法を見出したい。 

そして、三点目は、地域内の回遊性向上のために必要な要因を明らかにすることである。

回遊性の向上には地域内における交通の利便性などの要因も考えられる。そこで、GPS等に

よる社会実験の実施により、地域内における観光客の流動経路とその決定要因を解明した
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い。この結果は、観光地における自動運転レベル４モビリティの導入等に活かすことができ

る。 

 

本研究は、地域活性化を目的とする観光振興における観光地域づくりの課題について、継

続的な観光誘客に結びついていない現状とその原因として、地域特性が不明確である点、ま

た、地域の魅力向上につながる要因の定量的指標が存在しない点に着目した。そして、この

課題に対する答えとして、観光資源の充実と観光地ブランドの明確化が観光地としての魅

力向上に結びつく要因であることを定量的に実証し、また事例研究によってその取り組み

手法を明らかにした。 

この論文が、地域活性化を目的とする観光振興に寄与できたとすれば、筆者にとって、こ

の上ない喜びである。そして、残された課題に関する研究から導きだされる答えが、国内外

からの観光客の継続的な誘客に結びつき、観光地域づくりの持続性を支える組織の形成と

維持を可能にすると考える。また、地域内の交通の利便性の向上が観光客の地域内での回遊

性向上に結びつき、地域経済に貢献する観光消費額の拡大に繋がる。ひいては、地域経済の

柱の一つとなり、地域住民の生活に貢献し続ける事が可能となると、筆者は考える。

（127,417字）  
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Appendix 1. 全国幹線旅客純流動調査が定める 207 生活圏における主たる観光目的地

区と出発居住地区の設定 
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（出所）国土交通省「第 6回(2015年度)全国幹線旅客純流動調査」（国土交通省：2019）

を用いて、筆者が作成した。 

  

 

  



5 

 

Appendix 2. 代表交通機関毎の総旅行費用および全代表交通機関の総旅行費用 

（単位：百万円） 

 

コ ー ド 生 活 圏 名 総旅行 費用 航空機 利用 鉄 道 利 用 乗用車 利用

道 北 11 旭 川 旭 川 151.6 91.7 2.8 57.0

道 北 12 北 網 走 北 見 47.2 29.0 0.6 17.6

道 北 13 稚 内 稚 内 40.7 38.8 0.1 1.8

道 北 14 留 萌 天 塩 14.7 1.4 0.6 12.7

道 北 15 紋 別 紋 別 7.0 5.0 0.2 1.9

道 北 16 名 士 剣 淵 10.8 1.0 0.0 9.8

道 北 17 富 良 野 富 良 野 40.3 20.5 0.3 19.5

道 東 481 釧 路 釧 路 89.6 66.7 1.1 21.8

道 東 482 帯 広 帯 広 99.7 33.4 1.3 65.1

道 東 483 根 室 羅 臼 9.2 7.8 0.1 1.3

道 央 491 札 幌 札 幌 956.8 877.2 11.6 68.0

道 央 492 苫 小 牧 白 老 20.5 13.0 0.3 7.2

道 央 493 小 樽 ・ 倶 知 安 小 樽 97.5 72.3 0.3 24.9

道 央 494 室 蘭 登 別 68.8 48.8 1.5 18.5

道 央 495 岩 見 沢 岩 見 沢 8.8 4.0 0.0 4.8

道 央 496 滝 川 砂 川 22.9 0.7 0.0 22.2

道 央 497 深 川 滝 川 12.6 0.0 0.0 12.6

道 央 498 静 内 新 日 高 7.7 0.9 0.0 6.8

道 南 501 函 館 函 館 216.5 140.0 23.1 53.4

道 南 502 江 差 江 差 4.3 2.7 0.0 1.6

青 森 21 青 森 青 森 75.6 25.2 21.9 28.5

青 森 22 南 部 八 戸 108.7 20.2 32.1 56.4

青 森 23 津 軽 弘 前 66.5 15.2 12.7 38.7

青 森 24 下 北 陸 奥 9.1 5.0 1.0 3.2

岩 手 31 盛 岡 盛 岡 137.2 13.3 29.6 94.2

岩 手 32 北 上 中 部 花 巻 70.0 12.8 13.9 43.3

岩 手 33 両 磐 平 泉 59.9 3.3 9.5 47.1

宮 城 41 仙 台 仙 台 363.5 74.9 81.3 207.4

宮 城 43 古 川 大 崎 51.9 2.3 11.5 38.1

秋 田 51 秋 田 臨 海 秋 田 60.7 26.5 7.0 27.2

秋 田 52 米 代 川 上 流 鹿 角 41.0 6.4 5.6 28.9

秋 田 53 米 代 川 下 流 能 代 4.4 1.4 0.0 2.9

秋 田 54 雄 物 川 流 域 横 手 86.4 9.6 26.2 50.6

山 形 61 山 形 山 形 185.4 17.6 19.2 148.6

50道府県

207生活圏
主たる観光目的地

旅行費用
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（単位：百万円） 

 

コ ー ド 生 活 圏 名 総旅行 費用 航空機 利用 鉄 道 利 用 乗用車 利用

山 形 62 庄 内 鶴 岡 51.8 10.0 3.7 38.1

山 形 63 米 沢 米 沢 61.9 1.8 9.5 50.6

山 形 64 新 庄 新 庄 11.3 0.1 1.8 9.4

福 島 71 福 島 福 島 101.1 5.2 18.4 77.6

福 島 73 郡 山 郡 山 62.8 3.5 11.6 47.7

福 島 74 会 津 会 津 若 松 176.9 9.8 18.3 148.7

福 島 76 白 河 白 河 42.2 0.9 5.1 36.2

茨 城 81 水 戸 ・ 日 立 水 戸 421.1 3.6 29.5 388.0

茨 城 82 土 浦 つ く ば 178.9 4.3 3.1 171.5

茨 城 83 下 館 ・ 古 河 古 河 51.8 0.1 1.6 50.2

茨 城 84 鹿 嶋 鹿 島 59.7 0.0 0.2 59.5

栃 木 91 宇 都 宮 宇 都 宮 278.6 3.7 18.9 256.1

栃 木 92 足 利 ・ 佐 野 佐 野 99.0 0.0 0.2 98.8

栃 木 93 栃 木 ・ 小 山 栃 木 89.8 0.2 1.1 88.5

栃 木 94 日 光 日 光 249.5 11.6 42.3 195.5

栃 木 95 那 須 那 須 塩 原 238.1 2.9 26.8 208.4

群 馬 101 前 橋 ・ 高 崎 前 橋 325.5 5.7 18.3 301.5

群 馬 102 桐 生 ・ 太 田 桐 生 85.2 0.0 0.1 85.1

群 馬 103 渋 川 ・ 吾 妻 渋 川 177.5 4.9 12.4 160.2

群 馬 104 沼 田 ・ 利 根 草 津 176.0 2.7 20.5 152.8

埼 玉 111 浦 和 さ い た ま 183.2 22.9 39.4 121.0

埼 玉 112 川 越 川 越 80.3 6.7 8.3 65.3

埼 玉 113 児 玉 ・ 大 里 熊 谷 55.9 1.2 0.8 54.0

埼 玉 114 秩 父 秩 父 7.7 1.1 0.0 6.5

千 葉 121 千 葉 千 葉 72.1 14.5 30.0 27.7

千 葉 122 船 橋 浦 安 657.5 217.1 227.4 213.0

千 葉 123 安 房 ・ 君 津 南 房 総 27.6 10.2 3.8 13.6

神 奈 川 141 横 浜 横 浜 210.0 66.7 72.0 71.3

神 奈 川 142 川 崎 川 崎 40.3 9.6 4.1 26.6

神 奈 川 143 相 模 原 鎌 倉 136.1 15.7 27.8 92.6

神 奈 川 144 小 田 原 箱 根 134.5 3.6 19.8 111.1

新 潟 151 新 潟 新 潟 172.9 18.8 64.7 89.4

新 潟 152 長 岡 長 岡 48.3 0.0 5.0 43.4

新 潟 153 上 越 上 越 87.0 0.0 10.9 76.0

新 潟 154 三 条 ・ 燕 燕 16.2 0.0 0.5 15.6

新 潟 155 魚 沼 十 日 市 113.7 0.3 30.2 83.3

新 潟 156 村 上 村 上 21.8 0.7 2.1 19.0

旅行費用
50道府県

207生活圏
主たる観光目的地
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（単位：百万円） 

 
 

コ ー ド 生 活 圏 名 総旅行 費用 航空機 利用 鉄 道 利 用 乗用車 利用

富 山 161 富 山 立 山 101.2 15.3 40.9 45.1

富 山 162 高 岡 高 岡 59.6 1.7 5.3 52.6

富 山 163 新 川 黒 部 52.3 3.4 38.3 10.6

富 山 164 砺 波 南 砺 19.2 1.9 3.8 13.6

石 川 171 加 賀 金 沢 348.5 47.2 147.3 154.0

石 川 172 能 登 中 部 七 尾 47.4 5.4 13.3 28.7

石 川 173 能 登 北 部 輪 島 23.3 7.4 2.8 13.1

福 井 181 嶺 北 坂 井 134.5 6.3 14.2 113.9

福 井 182 南 越 越 前 39.4 0.1 3.3 36.0

福 井 183 嶺 南 敦 賀 119.1 0.8 2.4 115.9

山 梨 191 国 中 笛 吹 289.2 3.2 26.5 259.5

山 梨 192 郡 内 富 士 吉 田 360.3 2.2 5.7 352.4

長 野 201 長 野 長 野 352.9 5.9 55.1 291.8

長 野 202 松 本 松 本 405.1 12.0 63.7 329.3

長 野 203 上 田 上 田 359.9 5.1 65.7 289.1

長 野 204 飯 田 飯 田 155.0 0.3 1.9 152.7

長 野 205 諏 訪 ・ 伊 那 諏 訪 218.3 0.2 20.4 197.6

岐 阜 211 岐 阜 岐 阜 67.3 1.1 6.4 59.8

岐 阜 212 大 垣 海 津 38.2 0.2 1.0 37.0

岐 阜 213 東 濃 中 津 川 32.6 0.1 1.8 30.8

岐 阜 214 可 茂 下 呂 41.3 2.1 7.8 31.4

岐 阜 215 飛 騨 高 山 115.0 3.9 18.3 92.8

静 岡 221 中 部 静 岡 141.3 4.2 16.2 120.9

静 岡 222 西 部 浜 松 272.3 4.7 30.8 236.8

静 岡 223 東 部 御 殿 場 599.6 8.5 104.2 486.9

愛 知 231 名 古 屋 名 古 屋 254.9 40.3 125.1 89.5

愛 知 232 東 三 河 蒲 郡 75.8 0.2 9.9 65.8

三 重 241 中 南 勢 津 39.2 1.3 3.1 34.7

三 重 242 北 勢 桑 名 91.6 2.0 3.9 85.7

三 重 243 伊 勢 志 摩 伊 勢 153.9 17.9 50.6 85.4

三 重 244 伊 賀 伊 賀 57.8 0.4 0.1 57.2

三 重 245 東 紀 州 紀 北 23.3 0.2 0.5 22.6

滋 賀 251 南 部 大 津 211.3 2.5 16.3 192.6

滋 賀 252 東 北 部 彦 根 131.6 0.7 21.5 109.4

滋 賀 253 中 部 近 江 八 幡 79.7 0.3 2.7 76.7

旅行費用
50道府県

207生活圏
主たる観光目的地
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（単位：百万円） 

 

コ ー ド 生 活 圏 名 総旅行 費用 航空機 利用 鉄 道 利 用 乗用車 利用

京 都 261 京 都 京 都 437.6 54.3 271.3 112.0

京 都 262 宇 治 宇 治 21.9 0.6 3.1 18.2

京 都 263 北 部 宮 津 25.6 4.1 3.6 17.9

京 都 264 亀 岡 亀 岡 8.2 0.1 4.0 4.0

京 都 265 南 部 京 丹 波 1.8 0.0 0.0 1.8

兵 庫 281 神 戸 神 戸 174.7 38.2 52.1 84.5

兵 庫 282 尼 崎 宝 塚 67.1 11.5 16.6 39.0

兵 庫 283 播 磨 姫 路 107.1 14.6 25.0 67.6

兵 庫 284 但 馬 豊 岡 21.9 1.0 4.0 16.8

兵 庫 285 淡 路 淡 路 30.0 1.6 2.8 25.6

兵 庫 286 丹 波 丹 波 6.9 0.1 1.3 5.4

奈 良 291 奈 良 奈 良 95.2 14.3 26.1 54.8

奈 良 292 南 和 吉 野 4.1 0.2 0.6 3.3

和 歌 山 301 和 歌 山 和 歌 山 270.3 17.4 16.1 236.9

和 歌 山 302 田 辺 白 浜 105.5 8.3 14.9 82.3

和 歌 山 303 新 宮 那 智 勝 浦 46.7 1.0 17.1 28.5

鳥 取 311 東 部 鳥 取 63.1 11.0 5.5 46.6

鳥 取 312 西 部 米 子 102.3 18.3 5.5 78.4

鳥 取 313 中 部 三 朝 25.6 2.5 3.5 19.5

島 根 321 松 江 松 江 103.3 24.9 11.9 66.5

島 根 322 出 雲 出 雲 89.9 37.1 7.4 45.3

島 根 323 益 田 津 和 野 50.2 6.4 2.5 41.3

島 根 324 浜 田 浜 田 32.2 1.3 0.1 30.8

島 根 325 大 田 大 田 16.8 0.9 0.7 15.1

岡 山 331 県 南 岡 山 397.3 34.6 56.1 306.7

岡 山 332 津 山 津 山 75.8 2.2 0.6 73.0

広 島 341 広 島 広 島 346.4 61.0 116.3 169.1

広 島 342 備 後 尾 道 104.7 7.0 11.9 85.9

広 島 343 備 北 三 次 11.2 0.2 0.1 11.0

山 口 351 山 口 山 口 43.5 3.9 4.1 35.5

山 口 352 下 関 下 関 55.7 6.5 4.4 44.8

山 口 353 宇 部 美 称 23.4 4.7 1.6 17.1

山 口 354 岩 国 岩 国 26.0 2.1 4.8 19.2

山 口 355 徳 山 周 南 35.8 0.5 2.7 32.7

山 口 356 萩 萩 41.2 17.3 8.3 15.6

旅行費用
50道府県

207生活圏
主たる観光目的地
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（単位：百万円） 

 

コ ー ド 生 活 圏 名 総旅行 費用 航空機 利用 鉄 道 利 用 乗用車 利用

徳 島 362 三 好 三 好 19.3 2.0 1.0 16.3

徳 島 363 南 部 阿 南 14.4 1.0 0.0 13.4

香 川 371 香 川 東 部 高 松 148.9 38.4 21.4 89.1

愛 媛 381 松 山 松 山 108.3 53.2 5.6 49.5

愛 媛 382 新 居 浜 ・ 西 条 新 居 浜 66.2 8.2 3.0 55.0

愛 媛 383 今 治 今 治 58.4 2.7 2.5 53.3

高 知 391 中 央 高 知 120.9 37.8 4.6 78.5

高 知 392 幡 多 土 佐 清 水 20.2 2.8 0.6 16.8

高 知 393 高 幡 四 万 十 6.9 1.0 0.0 5.9

高 知 394 安 芸 室 戸 13.9 3.3 0.3 10.2

福 岡 401 福 岡 福 岡 660.4 306.3 115.4 238.7

福 岡 402 北 九 州 北 九 州 147.7 25.9 17.3 104.5

福 岡 403 久留米 ・ 大 牟田 久 留 米 118.9 9.5 4.9 104.5

福 岡 404 筑 豊 飯 塚 27.2 2.3 0.1 24.7

佐 賀 411 佐 賀 佐 賀 228.7 24.0 7.3 197.4

佐 賀 412 唐 津 唐 津 38.6 11.5 1.9 25.2

佐 賀 413 伊 万 里 ・ 北 松 有 田 14.3 0.1 0.9 13.3

長 崎 421 長 崎 長 崎 241.4 122.3 17.7 101.4

長 崎 422 佐 世 保 佐 世 保 119.9 39.2 23.1 57.5

長 崎 423 五 島 五 島 5.6 4.5 1.1 0.0

長 崎 424 伊 万 里 ・ 北 松 平 戸 40.5 5.5 0.9 34.0

長 崎 425 対 馬 対 馬 3.0 3.0 0.0 0.0

長 崎 426 壱 岐 壱 岐 1.6 1.4 0.1 0.0

熊 本 431 熊 本 阿 蘇 448.6 71.4 23.8 353.4

熊 本 432 八 代 ・ 芦 北 八 代 39.1 7.0 2.1 30.0

熊 本 433 天 草 天 草 33.3 8.4 1.5 23.4

熊 本 434 球 磨 人 吉 23.5 2.5 2.6 18.4

大 分 441 大 分 別 府 356.4 74.1 45.4 236.9

大 分 442 周 防 灘 宇 佐 112.1 4.5 2.8 104.8

大 分 443 日 田 ・ 玖 珠 九 重 157.8 3.6 1.3 152.9

大 分 444 佐 伯 佐 伯 9.3 0.8 0.1 8.5

宮 崎 451 宮 崎 宮 崎 172.3 44.5 1.0 126.8

宮 崎 452 都 城 ・ 北 諸 県 都 城 15.5 0.9 0.0 14.6

宮 崎 453 延 岡 高 千 穂 122.0 4.6 2.4 115.0

宮 崎 454 日 南 日 南 9.4 4.1 0.2 5.0

旅行費用
50道府県

207生活圏
主たる観光目的地
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（単位：百万円） 

 
総旅行費用は、全国幹線旅客純流動調査が行われた 11月の休日 1日で算出したものである。  

コ ー ド 生 活 圏 名 総旅行 費用 航空機 利用 鉄 道 利 用 乗用車 利用

宮 崎 455 小 林 ・ 西 諸 県 え び の 36.9 1.7 0.0 35.2

鹿 児 島 461 鹿 児 島 鹿 児 島 171.7 91.1 22.7 57.9

鹿 児 島 463 大 隈 鹿 屋 10.1 2.0 0.0 8.1

鹿 児 島 464 大 島 奄 美 44.2 44.2 0.0 0.0

鹿 児 島 465 南 薩 枕 崎 5.2 2.9 0.6 1.6

沖 縄 471 南 部 那 覇 1,052.0 1,052.0 0.0 0.0

沖 縄 472 中 部 恩 納 村 44.9 44.9 0.0 0.0

沖 縄 473 北 部 名 護 113.3 113.3 0.0 0.0

沖 縄 474 宮 古 ・ 八 重 山 石 垣 378.9 378.9 0.0 0.0

旅行費用
50道府県

207生活圏
主たる観光目的地
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Appendix 3. 各生活圏におけるハーフィンダール・ハーシュマン（HHI）指数の算出結果

 

50府県
207生活圏
コード

生活圏
主たる観光
目的地区

自然資源
占有率 

歴史資源
占有率

現代資源
占有率

HHI指数

道北 11 旭川 旭川 44.38 28.75 26.88 3,518

道北 12 北網走 北見 100.00 0.00 0.00 10,000
道北 13 稚内 稚内 38.60 31.58 29.82 3,376
道北 14 留萌 天塩 54.55 18.18 27.27 4,050
道北 15 紋別 紋別 66.67 9.09 24.24 5,115
道北 16 名士 剣淵 65.85 4.88 29.27 5,217
道北 17 富良野 富良野 72.53 0.00 27.47 6,015
道東 481 釧路 釧路 75.68 10.81 13.51 6,026
道東 482 帯広 帯広 76.92 15.38 7.69 6,213
道東 483 根室 羅臼 94.87 5.13 0.00 9,027
道央 491 札幌 札幌 69.51 10.98 19.51 5,333
道央 492 苫小牧 白老 70.27 27.03 2.70 5,676
道央 493 小樽・倶知安 小樽 16.67 66.67 16.67 5,000
道央 494 室蘭 登別 43.59 48.72 7.69 4,333
道央 495 岩見沢 岩見沢 42.86 14.29 42.86 3,878
道央 496 滝川 砂川 71.43 0.00 28.57 5,918
道央 497 深川 滝川 23.08 38.46 38.46 3,491
道央 498 静内 新日高 7.69 92.31 0.00 8,580
道南 501 函館 函館 11.86 79.66 8.47 6,558
道南 502 江差 江差 11.11 88.89 0.00 8,025
青森 21 青森 青森 46.97 22.73 30.30 3,641
青森 22 南部 八戸 21.91 55.06 23.03 4,042
青森 23 津軽 弘前 20.83 58.33 20.83 4,271
青森 24 下北 陸奥 65.00 20.00 15.00 4,850
岩手 31 盛岡 盛岡 14.17 68.33 17.50 5,176
岩手 32 北上中部 花巻 23.21 71.43 5.36 5,670
岩手 33 両磐 平泉 22.45 77.55 0.00 6,518
宮城 41 仙台 仙台 16.33 60.96 22.71 4,498
宮城 43 古川 大崎 20.99 55.56 23.46 4,077
秋田 51 秋田臨海 秋田 9.71 53.40 36.89 4,307
秋田 52 米代川上流 鹿角 71.64 23.88 4.48 5,723
秋田 53 米代川下流 能代 50.00 20.00 30.00 3,800
秋田 54 雄物川流域 横手 28.13 64.06 7.81 4,956
山形 61 山形 山形 17.39 73.91 8.70 5,841
山形 62 庄内 鶴岡 32.50 57.50 10.00 4,463
山形 63 米沢 米沢 25.89 71.43 2.68 5,780
山形 64 新庄 新庄 26.47 67.65 5.88 5,311
福島 71 福島 福島 70.54 8.04 21.43 5,499
福島 73 郡山 郡山 46.09 37.50 16.41 3,800
福島 74 会津 会津 21.28 76.60 2.13 6,324
福島 76 白河 白河 25.93 62.04 12.04 4,666
茨城 81 水戸・日立 水戸 15.25 79.66 5.08 6,604
茨城 82 土浦 つくば 51.28 26.92 21.79 3,830
栃木 91 宇都宮 宇都宮 25.29 40.23 34.48 3,447
栃木 92 足利・佐野 佐野 36.11 61.11 2.78 5,046
栃木 93 栃木・小山 栃木 25.29 62.07 12.64 4,652
栃木 94 日光 日光 66.98 20.28 12.74 5,060
栃木 95 那須 那須塩原 60.23 30.68 9.09 4,651
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50府県
207生活圏
コード

生活圏
主たる観光
目的地区

自然資源
占有率 

歴史資源
占有率

現代資源
占有率

HHI指数

群馬 101 前橋・高崎 前橋 81.94 13.89 4.17 6,925
群馬 102 桐生・太田 桐生 27.83 60.00 12.17 4,522
群馬 103 渋川・吾妻 渋川 48.19 37.35 14.46 3,927
群馬 104 沼田・利根 草津 55.95 23.81 20.24 4,107
埼玉 111 浦和 さいたま 20.72 27.03 52.25 3,890
埼玉 112 川越 川越 10.58 78.84 10.58 6,439
埼玉 113 児玉・大里 熊谷 65.91 20.45 13.64 4,948
埼玉 114 秩父 秩父 22.41 77.59 0.00 6,522
千葉 121 千葉 千葉 25.33 22.67 52.00 3,860
千葉 122 船橋 浦安 0.00 30.00 70.00 5,800
千葉 123 安房・君津 南房総 61.90 28.57 9.52 4,739
千葉 124 成田 成田 11.54 42.31 46.15 4,053

神奈川 141 横浜 横浜 4.58 18.75 76.67 6,250
神奈川 142 川崎 川崎 11.68 36.92 51.40 4,141
神奈川 143 相模原 鎌倉 12.12 81.82 6.06 6,878
神奈川 144 小田原 箱根 31.58 46.05 22.37 3,618
新潟 151 新潟 新潟 13.10 52.38 34.52 4,107
新潟 152 長岡 長岡 15.15 57.58 27.27 4,288
新潟 153 上越 上越 35.80 61.11 3.09 5,026
新潟 154 三条・燕 燕 27.27 72.73 0.00 6,033
新潟 155 魚沼 十日市 45.70 42.47 11.83 4,032
新潟 156 村上 村上 35.50 60.61 3.90 4,948
新潟 157 佐渡 佐渡 35.03 58.50 6.46 4,692
富山 161 富山 立山 79.55 9.09 11.36 6,539
富山 162 高岡 高岡 20.00 80.00 0.00 6,800
富山 163 新川 黒部 53.06 12.24 34.69 4,169
富山 164 砺波 南砺 32.50 62.50 5.00 4,988
石川 171 加賀 金沢 5.28 88.91 5.81 7,966
石川 172 能登中部 七尾 12.90 72.58 14.52 5,645
石川 173 能登北部 輪島 26.15 72.31 1.54 5,915
福井 181 嶺北 坂井 23.40 70.21 6.38 5,518
福井 182 南越 越前 60.39 36.36 3.25 4,980
福井 183 嶺南 敦賀 36.25 58.75 5.00 4,791
山梨 191 国中 笛吹 46.02 43.36 10.62 4,111
山梨 192 郡内 富士吉田 47.17 41.51 11.32 4,076
長野 201 長野 長野 44.27 37.50 18.23 3,698
長野 202 松本 松本 58.36 37.01 4.63 4,797
長野 203 上田 上田 51.41 41.55 7.04 4,419
長野 205 諏訪・伊那 諏訪 56.67 23.33 20.00 4,156
岐阜 211 岐阜 岐阜 17.24 77.59 5.17 6,344
岐阜 212 大垣 海津 56.25 31.25 12.50 4,297
岐阜 213 東濃 中津川 66.00 29.00 5.00 5,222
岐阜 214 可茂 下呂 76.47 21.57 1.96 6,317
岐阜 215 飛騨 高山 5.00 75.00 20.00 6,050
静岡 221 中部 静岡 51.72 36.55 11.72 4,149
静岡 222 西部 浜松 28.19 49.42 22.39 3,738
静岡 223 東部 御殿場 56.25 4.17 39.58 4,748
愛知 231 名古屋 名古屋 14.68 57.14 28.17 4,275



13 

 

 

50府県
207生活圏
コード

生活圏
主たる観光
目的地区

自然資源
占有率 

歴史資源
占有率

現代資源
占有率

HHI指数

愛知 232 東三河 蒲郡 48.57 17.14 34.29 3,829
三重 241 中南勢 津 32.56 52.56 14.88 4,044
三重 242 北勢 桑名 25.88 68.24 5.88 5,361
三重 243 伊勢志摩 伊勢 12.07 83.33 4.60 7,111
三重 244 伊賀 伊賀 17.39 82.61 0.00 7,127
三重 245 東紀州 紀北 35.00 58.33 6.67 4,672
滋賀 251 南部 大津 21.21 68.94 9.85 5,300
滋賀 252 東北部 彦根 11.67 81.67 6.67 6,850
滋賀 253 中部 近江八幡 8.16 89.80 2.04 8,134
京都 261 京都 京都 2.60 93.74 3.65 8,808
京都 262 宇治 宇治 2.13 93.62 4.26 8,787
京都 263 北部 宮津 30.43 56.52 13.04 4,291
京都 264 亀岡 亀岡 26.56 70.31 3.13 5,659
兵庫 281 神戸 神戸 25.84 30.90 43.26 3,494
兵庫 282 尼崎 宝塚 18.87 27.04 54.09 4,013
兵庫 283 播磨 姫路 7.73 83.70 8.56 7,139
兵庫 284 但馬 城崎 26.76 70.42 2.82 5,683
兵庫 285 淡路 淡路 48.75 41.10 10.14 4,169
奈良 291 奈良 奈良 8.87 85.48 5.65 7,418
奈良 292 南和 吉野 43.48 53.62 2.90 4,774

和歌山 301 和歌山 和歌山 47.83 28.26 23.91 3,658
和歌山 302 田辺 白浜 89.53 9.30 1.16 8,104
和歌山 303 新宮 那智勝浦 19.57 80.43 0.00 6,853
鳥取 311 東部 鳥取 39.39 55.56 5.05 4,664
鳥取 312 西部 米子 25.30 61.45 13.25 4,591
鳥取 313 中部 三朝 46.67 40.00 13.33 3,956
島根 321 松江 松江 14.81 70.37 14.81 5,391
島根 322 出雲 出雲 22.63 72.99 4.38 5,859
島根 323 益田 津和野 0.00 91.67 8.33 8,472
島根 324 浜田 浜田 35.90 53.85 10.26 4,293
島根 325 大田 大田 27.74 66.42 5.84 5,216
岡山 331 県南 岡山 26.09 55.07 18.84 4,068
岡山 332 津山 津山 22.50 76.67 0.83 6,385
広島 341 広島 広島 7.97 73.37 18.66 5,795
広島 342 備後 尾道 22.43 56.54 21.03 4,142
広島 343 備北 三次 59.09 19.09 21.82 4,332
山口 351 山口 山口 27.55 60.20 12.24 4,534
山口 352 下関 下関 31.40 60.87 7.73 4,751
山口 353 宇部 美称 96.43 3.57 0.00 9,311
山口 354 岩国 岩国 60.00 33.33 6.67 4,756
山口 355 徳山 周南 17.98 68.54 13.48 5,203
山口 356 萩 萩 14.29 79.08 6.63 6,502
徳島 362 三好 三好 42.59 45.37 12.04 4,017
徳島 363 南部 阿南 64.29 28.57 7.14 5,000
香川 371 香川東部 高松 21.71 61.84 16.45 4,566
愛媛 381 松山 松山 1.49 82.09 16.42 7,010
愛媛 382 新居浜・西条 新居浜 50.00 50.00 0.00 5,000
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50府県
207生活圏
コード

生活圏
主たる観光
目的地区

自然資源
占有率 

歴史資源
占有率

現代資源
占有率

HHI指数

愛媛 383 今治 今治 54.31 37.07 8.62 4,398
高知 391 中央 高知 2.44 97.56 0.00 9,524
高知 392 幡多 土佐清水 74.47 17.02 8.51 5,908
高知 393 高幡 四万十 60.00 33.33 6.67 4,756
高知 394 安芸 室戸 33.33 66.67 0.00 5,556
福岡 401 福岡 福岡 15.90 68.61 15.49 5,200
福岡 402 北九州 北九州 29.47 30.53 40.00 3,401
福岡 403 久留米・大牟田 久留米 41.98 34.35 23.66 3,503
福岡 404 筑豊 飯塚 14.81 79.01 6.17 6,501
佐賀 411 佐賀 佐賀 41.18 46.47 12.35 4,008
佐賀 412 唐津 唐津 26.42 61.32 12.26 4,608
佐賀 413 伊万里・北松 有田 21.43 78.57 0.00 6,633
長崎 421 長崎 長崎 13.24 79.41 7.35 6,535
長崎 422 佐世保 佐世保 52.76 36.50 10.74 4,231
長崎 423 五島 五島 65.00 30.00 5.00 5,150
長崎 424 伊万里・北松 平戸 22.81 63.16 14.04 4,706
長崎 425 対馬 対馬 60.64 39.36 0.00 5,226
長崎 426 壱岐 壱岐 39.81 51.46 8.74 4,309
熊本 431 熊本 阿蘇 68.20 20.49 11.31 5,199
熊本 432 八代・芦北 八代 14.29 71.43 14.29 5,510
熊本 433 天草 天草 59.29 23.01 17.70 4,358
熊本 434 球磨 人吉 19.35 74.19 6.45 5,921
大分 441 大分 別府 60.34 27.59 12.07 4,548
大分 442 周防灘 宇佐 26.44 70.11 3.45 5,627
大分 443 日田・玖珠 九重 64.86 22.97 12.16 4,883
宮崎 451 宮崎 宮崎 57.41 25.93 16.67 4,246
宮崎 452 都城・北諸県 都城 50.00 40.91 9.09 4,256
宮崎 453 延岡 高千穂 21.65 70.10 8.25 5,451
宮崎 454 日南 日南 48.39 41.94 9.68 4,194
宮崎 455 小林・西諸県 えびの 33.93 50.00 16.07 3,909

鹿児島 461 鹿児島 鹿児島 14.44 76.30 9.26 6,116
鹿児島 463 大隈 鹿屋 57.14 33.33 9.52 4,467
鹿児島 464 大島 奄美 100.00 0.00 0.00 10,000
鹿児島 465 南薩 枕崎 24.14 58.62 17.24 4,316
沖縄 471 南部 那覇 17.86 78.57 3.57 6,505
沖縄 472 中部 恩納村 63.16 23.68 13.16 4,723
沖縄 473 北部 名護 85.00 0.00 15.00 7,450
沖縄 474 宮古・八重山 石垣 76.40 17.98 5.62 6,192
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Appendix 4. 愛媛県大洲市における事例調査「観光地域づくりにおける観光地ブランド形成事例」 

 

筆者は姫路観光コンベンションビューローの職員として、2011 年 3 月に愛媛県大洲市の

（株）おおず街なか再生館1を訪問し、聞き取り調査を行った（姫路観光コンベンションビ

ューロー 2011）。調査の目的は、桑田（2014）が指摘する単一的模倣を回避するためであり、

姫路市と同じく城址の天守閣を有し、観光地域づくりの取り組みによる観光入込客数増加

の実績を有していたからである。同館の観光まちづくり活動のポイントは、テーマ性すなわ

ち観光地ブランドの形成であった。しかし、おおず街なか再生館は設立当初から観光地ブラ

ンド形成に取り組んだのではなく、地域おこしの取り組みが始まり、着地型観光への取り組

みを踏まえた中で、観光地ブランドの形成に至った。当時の聞き取りをもとに、おおず街な

か再生館の立ち上げ期から観光地ブランドの形成に至った経緯を述べていきたい。 

 

4.1 大洲の観光客の推移 

 

図 1 は愛媛県大洲市にある大洲城天守閣の登閣者数の前年比推移である。2004 年は、松

山自動車道の延伸工事が完了し「愛媛 町並み博」の開催もあり、天守閣の登閣者数は 85,952

人となったが、「愛媛 町並み博」が終了した翌年の 2005年からは減少に転じている。その

状況下で、2004 年に設立され、2006 年から観光地ブランド形成に取り組み「物語り観光」

を展開し、2007 年以降の観光客数の回復に寄与したのがおおず街なか再生館の取り組みで

ある。 

（単位：%） 

 
図 1大洲城天守閣 登閣者数の前年比 

「全国城郭管理者協議会加盟城郭 総入場者数」（URL48）をもとに筆者が作成。 

 
1 おおず街なか再生館の設立経緯と着地型観光商品ついては、国枝（2008）が詳細を述べてい

る。筆者は、国枝（2008）の研究を踏まえて、2008 年から 2010 年にかけて取り組まれた観光

地ブランド形成に至る過程に着目し 2011 年に聞き取り調査を行った。 
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4.2 観光地としての背景 

 

おおず街なか再生館は、2000 年に地域おこしとしての TMO（Town Manegement 

Organization）2設立活動がその始まりである。当時の大洲市は、経済が冷え込み、人口減

少が続き、訪れる観光客も少なく寂れた街であった。その寂れた街の活性化を目的として

TMO の設立が取り組まれ、4年間を費やした後の 2004年に（株）おおず街なか再生館が設

立された。 

あらゆる取り組みが検討されたが、人口減少が続く当地では、街を活性化するには地域経

済の活性化が必要と考えられた。しかし、地域単独では市場は縮小しており、新たな経済効

果を生み出すためには、外部から人を呼び込むしか方法はなく、その手法として観光を利用

する事となった。しかし当時の主要な観光資源は、赤れんが館、庭園が一か所、そして再建

された天守閣が存在する大洲城址のみであり、マイカーで来訪する観光客が利用できる駐

車場もなく、地域を案内する観光ガイドも存在しない状態であった。また、観光客の土産物

になる可能性があるものもなかった。おおず街なか再生館の職員が述べるには「大洲市が発

表する観光入込客数はおおざっぱな数値で年間約 50 万人だが、本当の実入込観光客数はわ

からない。赤レンガ館の年間利用者数は約 5万人で概ね信頼できる数値である。土産になる

可能性があるものは未だ見つからない」という状況であった。 

 

4.3 初期の取り組み 

 

おおず街なか再生館が設立された際の基本方針は、「新たな施設は造らない」と「従来か

ら地域にあるものの活用とソフトの育成を重視」の二点であった。全国的見られるように、

新たに造られたハード施設は半年も経てば観光客の来訪が減少し、早ければ二年目から赤

字決算となっているのが、「新たな施設は造らない」理由である。そして、「従来から地域に

あるものの活用とソフトの育成を重視」を基本方針に、「特産品の育成と販売」を目的とし

て、おおず街なか再生館はこれらのプロデュース会社として事業をスタートすることにな

 
2 TMO とは、中心市街地における商業集積を一体として捉え、テナント配置、基盤整備及びソ

フト事業を総合的に推進し、中心市街地における商業集積の一体的かつ計画的な整備をマネー

ジ（運営・管理） する（中小企業庁 2001：3）機関であり、時には施設の建設主体となることも

ある（宮庄 2000：107）。 
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なった。 

 おおず街なか再生館の設立作業と並行して行われていた最初の取り組みが、「従来から地

域にあるもの」を探す取り組みであった。すなわち、地域資源の再発掘である。地域資源の

再発掘の結果、地元住民が日常生活の中で食べている菓子の中に、江戸時代から続く和菓子

が存在することを見つけ出した。「月窓」、「しぐれ」、「残月」の三銘菓である。三銘菓とも

江戸時代から続く古い歴史を有しているが、各和菓子店とも地域住民相手を対象とした商

売を長年続けてきたため、包み紙等の包装はごく普通のであり凝った物でもなく、同じ銘柄

でも食感に均一性がない品質の状態であった。そして、三店の売り上げも伸び悩んでいた。

おおず街なか再生館は、これらの三銘菓を市内の「道の駅」で代理販売を行うことが決まっ

た。三菓子店に「道の駅」での三銘菓の代理販売の意向を伝え、販売に際しては三菓子店に

競わせることを行った。その結果、三菓子店は包み紙や売り場でのお客様への試食の出し方

などを競いだし、包み紙や食感の均一性などにおいて品質が向上し、最終的に三銘菓とも売

り上げが向上した。三店とも「地元目線」と外部からの「観光客目線」の違いに気が付いた

結果である。 

 

4.4 着地型観光への取組み 

 

おおず街なか再生館が設立された 2004 年は、松山自動車道の延伸工事も完了し、『愛媛 

町並み博』が開催されており、JR 四国や日本航空、全日空等の交通機関の商品企画担当者

も大洲を訪れていた。商品企画担当者の訪問目的は、新たな観光商品を見つけ出すことであ

った。それまでの大洲の観光資源は赤れんが館、庭園の臥龍山荘、そして再建された天守閣

が存在する大洲城址の三か所のみが観光資源として一般的には認識されていた。おおず街

なか再生館は、JR 四国の商品企画担当者から着地型観光商品開発の要請、「観光まち歩きメ

ニュー」や観光客向けに地元の食材を活用した「昼食メニュー」、市内中心を流れる肱川で

の「肱川遊覧」の企画を始める。この時におおず街なか再生館は、「地元で観光メニューを

考える」優位性に気づく。地元住民と異なり消費者居住地側に存在する大手旅行代理店は、

地元住民に比べ地域の資源情報に乏しい。大洲においても大手旅行代理店が認識している

観光資源は、赤れんが館、臥龍山荘、大洲城址の三点のみであり、地元でない大手旅行代理

店が商品企画を行うのは困難である。すなわち「地元で観光メニューを考える」優位性であ

る。そして、交通機関を含む商品販売も展開する事になり、2006 年には第 2 種旅行業免許
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も取得する。おおず街なか再生館の職員が述べるには、「この方法が、大洲のまちづくり」

と認識したとの事であった。 

 

4.5 観光地ブランドの形成 

 

一方で、2006 年以降は、おおず街なか再生館では着地型観光商品の品質の向上に取り組

み続け、最終的に観光地ブランド形成に至る。 

着地型観光商品の品質向上の取り組みとして、「物語り」観光の取り組みが進められる。

地域住民と共に地域資源の再発掘を続けて地域に埋もれる地域資源を探し出し、探し出し

た地域資源の中から観光客が興味を引く観光資源を抽出する。そして、観光客に対して単に

観光資源を並列的に並べるのではなく、抽出した観光資源をもとに、観光客の「心をうつ」

「脚本」を作成する。「脚本」とは「まち歩きコース」であり、その中に多領域の観光資源

が混在すると脚本にはならず、物語り観光になり得ない。観光客に感動を与えるのは、一つ

の物語としての脚本である。また、物語観光においては、感動は観光マップを通じて観光客

に与えるのは困難であり、地元住民を介してのみ最大の感動を伝える事ができると考えら

れた。そして、そのためにエスコートガイドが誕生した。 

大洲市内には、大洲城址、赤れんが館や明治期に造られた龍山荘などの観光資源が存在し

ていたが、「物語り観光」コースの作成にあたって着目されたテーマのひとつが幕末であっ

た。市内中心部を離れた郊外に高知県から松山へ至る旧道が残っている。江戸時代末期に土

佐藩の坂本龍馬が脱藩の際に通った街道であり、別名「脱藩街道」と呼ばれていた。コース

作成の作業においては、大洲市内の街道筋での地元住民への聞き取りや同じ街道の高知県

よりに隣接する河辺村（現在の大洲市河辺町）おいても情報収集をし、地域資源再発掘を行

った。観光地ブランドとしては「肱川街道」「坂本龍馬」をもとにした「幕末」を前面に出

し、「物語り観光」コースの企画は、このような過程を経て作られた。その結果として、大

手航空会社系列の旅行代理店により物語観光コースを含んだ商品が造成され販売に結び付

き、大洲からは遠隔地である首都圏からの観光客も増加を始めた。 

 このように 2010年当時において、おおず街なか再生館は既存の歴史資源の中からさらに

時代を江戸時代末期に絞り込み、観光客目線も加味した観光地ブランド形成を行った。その

結果、当初の課題であった人口減少地域における活性化策としての経済活性化に対して、外

部からの消費の獲得がすすめられた。地域資源再発掘による観光資源の充実と観光地ブラ
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ンドの形成とその明確化を物語り観光として表現を行った成功事例である。
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